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【届出の対象とした募集（売出）

外国投資信託受益証券の金額】

各クラス受益証券の上限額は、以下のとおりとする。

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

米ドル・クラス受益証券　５億アメリカ合衆国ドル

（515億9,000万円）

  

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

  

（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、平成28年８月31日現

在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の仲値（１米ドル＝103.18円）による。

 

 

EDINET提出書類

ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

  2/168



第一部【証券情報】

 

（１）【ファンドの名称】

　HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンド

　（HSBC Alternative Strategy Fund）

（注）HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドは、サブ・ファンドとしてHSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド（以下、

「ファンド」といい、文脈上、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドのサブ・ファンドを「ファンド」ということがあ

る。）で構成されているアンブレラ型ファンドである。なお、アンブレラとは、１つの投資信託を傘と見立て、その傘の下で一ま

たは複数の投資信託（サブ・ファンド）を設定できる仕組みのものを指す。

 

（２）【外国投資信託受益証券の形態等】

　記名式無額面受益証券で、HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドは、米ドル・クラス受益証券および

ユーロ・クラス受益証券の２種類とする（以下、各ファンドの各クラス受益証券を「ファンド証券」または「受

益証券」という。）。

　日本国内においては、現在、HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドの米ドル・クラス受益証券の募集

が行われている。

　受益証券は追加型である。

　受益証券について、HSBCマネジメント（ガーンジー）リミテッド（以下「管理会社」という。）の依頼によ

り、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲

覧に供される予定の信用格付はない。

 

（３）【発行（売出）価額の総額】

　各クラス受益証券の上限額は、以下のとおりとする。

　HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

　　米ドル・クラス受益証券　５億米ドル（515億9,000万円）

（注１） 米ドルの円貨換算は、便宜上、平成28年８月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝

103.18円）による。以下同じ。

（注２） ファンドは、ガーンジーの法律に基づいて設立されているが、受益証券は、米ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記載が

ない限り米ドル貨をもって行う。

（注３） 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。ま

た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記載して

ある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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（４）【発行（売出）価格】

　HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドは、３月、６月、９月および12月の最終営業日の午後５時

（ガーンジー時間）の評価時点において計算される各ファンドの受益証券一口当たり純資産価格

（注）「営業日」とは、ガーンジーにおいてもしくはファンドの投資資産の管理または運用に関連する主要金融センターにおいて通常営

業日とみなされる日、または管理会社がその裁量で決定するその他の日をいう。

 

（５）【申込手数料】

　日本国内における申込手数料は、発行価格（以下に定義される。）に3.24％（税抜き3.0％）以内で定められ

ている料率を乗じて得た額とする。

（注）手数料率は、手数料率（税抜き）にかかる消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）に相当する料率（８％）を加算した料率を表

記している。手数料率および以下に記載されるその他料率は、消費税率に応じて変更となることがある。

 

（６）【申込単位】

　ファンドの申込単位については、日本における販売会社または販売取扱会社（以下に定義される。）に照会の

こと。

　（注）「日本における販売会社」とは、管理会社と受益証券の販売および買戻しに関する契約を締結し、受益証券の日本

における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売し、ま

た日本の投資者からの買戻注文を管理会社に取り次ぐ金融商品取引業者をいう。

 

（７）【申込期間】

　平成28年11月１日（火曜日）から平成29年10月31日（火曜日）まで

　ただし、原則として、HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドは、３月、６月、９月および12月の最終

営業日の10営業日前の営業日に申込みの取扱いが行われる。なお、日本における申込みの取扱時間は、原則とし

て東京時間午後２時までとする。

　その他、代行協会員が必要と認める場合、日本において申込みの取扱いを行わないことがある。

　（注）申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。

 

（８）【申込取扱場所】

　ファンドの申込取扱場所については下記に照会のこと。

　HSBC証券会社　東京支店(代行協会員)

　東京都中央区日本橋三丁目11番１号　HSBCビルディング

　ホームページ：http://www.hsbc.co.jp/1/2/hsbc-securities

　（以下「HSBC証券」という。）

 

（９）【払込期日】

　申込金額等の支払は、日本において受益証券の申込書を日本における販売会社または販売取扱会社に提出する

のと同時に行われる。

　各申込日の申込金額の総額は、日本における販売会社または販売取扱会社によって、日本において受益証券の

申込書が受領され、または受領されたとみなされるHSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドは３月、６

月、９月および12月の最終営業日までに、管理会社が管理する顧客口座にファンドのクラス証券の基準通貨によ

り払い込まれる。
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（１０）【払込取扱場所】

　上記（８）申込取扱場所に同じ。

　各申込日の申込金額の総額は、日本における販売会社または販売取扱会社によって、管理会社が管理する顧客

口座にファンドのクラス証券の基準通貨により払い込まれる。

 

（１１）【振替機関に関する事項】

　該当事項なし。

 

（１２）【その他】

（イ）申込証拠金はない。ただし、顧客により払い込まれた申込金額の総額は、日本における約定日（日本にお

ける販売会社または販売取扱会社が申込みの注文の成立を確認した日）後、受益証券の日本における受渡日

まで、日本における販売会社または販売取扱会社が開設する取引口座に保管される。顧客は日本における販

売会社または販売取扱会社から取引報告書を受領し、日本における販売会社または販売取扱会社は、取引口

座から当該申込金額の総額を受領する。

（ロ）引受等の概要

①　日本における販売会社はそれぞれ、管理会社との間の日本における受益証券の販売および買戻しに関する

契約に基づき、日本において受益証券の募集を行う。

②　日本における販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社（以下「販売取扱会社」という。）を通じ

て間接に受けたファンド証券の買付注文および買戻請求に自ら応じるか、または管理会社への取次ぎを行

う。

（注）販売・買戻取扱会社とは、日本における販売会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からのファンド証券の

申込みまたは買戻しを日本における販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等

にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および（または）取次登録金融機関をいう。

③　管理会社は、HSBC証券をファンドに関して日本における代行協会員に指定している。

（注）代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、一口当たりの純資産価格の公表を行い、また決算報告書その他の書

類を日本における販売会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。

（ハ）申込みの方法

　受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関する契

約を締結する。このため、日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所

定の約款（以下「口座約款」という。）を投資者に交付し、投資者は、当該口座約款に基づく取引口座の設定

を申し込む旨を記載した申込書を提出する。

　申込金額等はファンドのクラス証券の基準通貨によるものとし、クラス証券の基準通貨と円貨との換算は、

別段の定めがない限り、日本における約定日（日本における販売会社または販売取扱会社が注文の成立を確認

した日。以下同じ。）における東京外国為替市場の外国為替市場に準拠したもので、日本における販売会社ま

たは販売取扱会社が決定するレートによるものとする。

　申込みをした者は、上記（９）「払込期日」所定の日までに日本における販売会社または販売取扱会社に対

して、申込金額および申込手数料を支払うものとする。

　日本における販売会社または販売取扱会社が受領した申込金額は、管理会社の管理する顧客口座にファンド

のクラス証券の基準通貨で払い込まれる。

（ニ）日本以外の地域における発行

　HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドは各暦四半期の最終営業日に、各受益証券の一口当たり純資

産価格で、海外において販売される。
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第二部【ファンド情報】

 

第１【ファンドの状況】

 

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①　ファンドの形態

　HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドは、アンブレラ・ファンドであるHSBC オルタナティブ・スト

ラテジー・ファンドのサブ・ファンドである。なお、サブ・ファンドの１つであったHSBC クレジット・マー

ケット・オポチュニティ・ファンドは、平成28年９月30日に償還された。

　HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドは、平成19年２月８日付信託証書（平成26年６月26日付の

信託証書差換済かつ爾後随時改訂済）により当初組成されたアンブレラ・ファンドとして設定されたガーン

ジーのユニット・トラスト・スキームである。

　HSBC マネジメント（ガーンジー）リミテッドがHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの管理会社

であり、またHSBC プライベート・バンク（C.I.）リミテッドがHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファン

ドの受託会社に指定されている。HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンド、管理会社および受託会社

は、クラスＢ規則（下記に定義される。）に服する。

　HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドは、HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドの１つの

ファンドで構成されており、通常オルタナティブ投資戦略を用いる多数のポートフォリオ・マネジャーを通じ

て資産投資を行うことが認められている。かかる投資を促進するため、HSBCオルタナティブ・ストラテジー・

ファンドは、幅広い種類の受益証券、投資証券およびその他の投資信託持分に投資する認可を受けている。か

かる持分には、投資一任勘定またはマネージド・アカウントが含まれる可能性があるが、HSBCオルタナティ

ブ・ストラテジー・ファンドは、固定利付証券および債券、株式ならびにその他のデリバティブを含む商品に

投資することが認められている。HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドは２種類のクラス受益証券で

取得することができる。HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドの投資目的およびリスクの詳細につい

ては、別紙Ａを参照のこと。

　その他のファンドを信託証書により追加設定することができる。

　各ファンドの受益証券は、取引日（別紙Ａを参照のこと）に、評価時点（別紙Ａを参照のこと）における受

益証券１口当たり純資産価格で販売され、また受益者の要求に応じて、取引日に、評価時点における受益証券

１口当たり純資産価格で買い戻すという仕組みになっている。

　各ファンドのファンド証券の発行限度額については特に定めがなく、随時発行することができる。

②　ファンドの目的および基本的性格

　別紙Ａを参照のこと。
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（２）【ファンドの沿革】

  

昭和61年９月25日 管理会社設立

平成19年２月８日 信託証書締結

 HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドのファンド証書締結

 HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドのファンド補足証書締結

平成19年３月１日 HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド（米ドル・クラス）の運用開始

平成21年４月23日 HSBC ディストレスト・マーケット・ファンドのファンド証書締結

 HSBC ディストレスト・マーケット・ファンドのファンド補足証書締結

平成21年５月29日 HSBC ディストレスト・マーケット・ファンド（米ドル・クラス／ユーロ・クラス）の運用

開始

平成23年11月１日 HSBC ディストレスト・マーケット・ファンドについてHSBC クレジット・マーケット・オ

ポチュニティ・ファンドへの名称変更

平成26年６月26日 信託証書締結（平成19年２月８日付信託証書を変更および再録）

平成28年９月30日 HSBC クレジット・マーケット・オポチュニティ・ファンドの償還
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（３）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み

（注）前記「第一部　証券情報（８）申込取扱場所」を参照のこと。
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＊ ファンドは、ファンド・オブ・ファンズとして以下の仕組みを有している。
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②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

 

名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要

HSBC マネジメント（ガーンジー）リミ

テッド

（HSBC Management（Guernsey）

Limited）

管理会社

登録事務代行会社

平成19年２月８日付信託証書（随時補遺により

改訂済）を受託会社と締結。ファンド資産の運

用、管理、受益証券の発行、買戻しならびに終

了について規定している。

HSBC プライベート・バンク

（C.I.）リミテッド

（HSBC Private Bank（C.I.）

Limited）

 

受託会社 受託会社の退任および選任についての証書によ

り、平成19年２月８日付で信託証書の当事者に

就任。信託証書では、HSBC オルタナティブ・ス

トラテジー・ファンドおよび各ファンドの資産

の保管業務および管理事務代行業務について規

定している。

ステート・ストリート・カストディア

ル・サービシーズ（アイルランド）リミ

テッド

（State Street Custodial

Services（Ireland）Limited）

保管受託銀行 受託会社とインベスターズ・トラスト・アン

ド・カストディアル・サービシーズ（アイルラ

ンド）リミテッドとの間で平成13年１月12日付

包括保管契約（注１）を締結（平成21年２月１

日付の同契約にかかる更改契約に基づき、ス

テート・ストリート・カストディアル・サービ

シーズ（アイルランド）リミテッドが契約上の

地位を承継。）。ファンドの資産の保管業務に

ついて規定している。

HSBC オルタナティブ・

インベストメンツ・リミテッド

（HSBC Alternative Investments

Limited）

投資顧問会社 平成19年４月19日付投資顧問契約（注２）を管

理会社および受託会社との間で締結。ファンド

の投資顧問業務について規定している。

ステート・ストリート・ファンド・サー

ビシーズ（アイルランド）リミテッド

（State Street Fund Services

（Ireland）Limited）

管理事務代行会社 管理会社とインベスターズ・ファンド・サービ

シーズ（アイルランド）リミテッドとの間で平

成13年１月12日付管理事務代行契約（注３）を

締結（平成21年２月１日付の同契約にかかる更

改契約に基づき、ステート・ストリート・ファ

ンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッ

ドが契約上の地位を承継。）。ファンドの管理

事務代行業務について規定している。

HSBCセキュリティーズ・サービシーズ

（アイルランド）リミテッド

（HSBC Securities Services (Ireland)

Limited）

名義書換事務代行会社 平成25年５月31日付で、管理会社は、受託会社

の同意を得て、HSBC セキュリティーズ・サービ

シーズ（アイルランド）リミテッドを名義書換

事務代行会社として、名義書換事務代行業務を

委託した。名義書換事務代行委託契約（注４）

は、ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび

名義書換等に関する事務代行業務について規定

している。
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名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要

HSBC証券会社　東京支店 代行協会員 平成19年４月25日付および平成21年５月１日付

代行協会員契約（注５）を管理会社との間で締

結。代行協会員業務について規定している。

（注６） 日本における販売会社 受益証券販売・買戻契約（注７）を管理会社と

の間で締結。ファンドの受益証券の販売および

買戻しの取扱業務について規定している。

（注１）包括保管契約とは、受託会社によって任命された保管受託銀行がファンドの保有する資産の保管およびその他の保管業務の提

供を約する契約である。

（注２）投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、本契約の規定に基づき、当該ファンドの投資目的を達成す

るために資産の投資および再投資に関する一任勘定による運用を引き受けることを約する契約である。

（注３）管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、ファンドの純資産総額および受益証券の一口当た

り純資産価格の計算および公表、ファンドに係る報酬、費用等の計算、帳簿、記録および会計書類の作成等の管理事務を行う

ことを約する契約である。

（注４）名義書換事務代行委託契約とは、管理会社によって任命された名義書換事務代行会社が、受益証券に関する全ての申込みおよ

び買戻請求の受領および手続等の名義書換事務代行業務を行うことを約する契約である。

（注５）代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンドに対し、受益証券一口当たり純資産

価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の日本における販売会社に対する送付等、代行協会員

業務を提供することを約する契約である。

（注６）「第一部　証券情報　（８）申込取扱場所」を参照のこと。

（注７）受益証券販売・買戻契約とは、受益証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を販売会社が日本の

法令・規則および目論見書に準拠して販売することおよび日本の投資者からの買戻注文を管理会社に取り次ぐことを約する契

約である。

 

③　管理会社の概要

（ⅰ）設立準拠法

　管理会社は、ガーンジーの法律に基づき、昭和61年９月25日に設立された。

（ⅱ）会社の目的

　管理会社の目的は、投資信託の管理運営を行うことである。

（ⅲ）資本金の額

　資本金の額　平成28年８月末日現在、100,000スターリング・ポンド（約1,349万円）

（注）スターリング・ポンド（以下「英ポンド」という。）の円貨換算は、便宜上、平成28年８月31日現在の株式会社三菱東京

UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の仲値（１英ポンド＝134.90円）による。以下同じ。

（ⅳ）会社の沿革

　昭和61年９月25日設立。
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（ⅴ）大株主の状況

（平成28年８月末日現在）

名称 住所 所有株式数 比率

HSBC インベストメント・ホールディングス

（ガーンジー）リミテッド

（HSBC Investment Holdings（Guernsey）

Limited）

ガーンジー, GY1 1EE, セント・

ピーター・ポート, パーク・スト

リート、パーク・プレイス
100,000株 100％

 

（４）【ファンドに係る法制度の概要】

　HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドは、1987年ガーンジー投資者保護法（改訂済）（以下「1987

年法」という。）第８条の規定に従い、クラスＢの集団投資スキームとしてガーンジー金融サービス委員会（以

下「委員会」という。）により認可され、1987年法により付与された権限に基づき委員会により制定された2013

年認可集団投資スキーム（クラスB）規則（以下「クラスＢ規則」という。）のすべての規定に従っている。管

理会社および受託銀行の両社とも、1987年法第３条により委員会からHSBC オルタナティブ・ストラテジー・

ファンドに関し管理会社および受託銀行として行為することを認可され、平成27年１月１日に施行された2014年

免許業者（業務運営）規則（以下「業務運営規則」という。）および平成22年４月16日に施行された2010年免許

業者（資本適性度）規則（以下「資本適性度規則」という。）に基づく監督に服している。

 

（５）【開示制度の概要】

①　ガーンジーにおける開示

（イ）委員会に対する開示

　認可された投資スキームの管理会社は、各会計年度に関する報告書および会計書類を作成し、公表された

時に（ただし、いかなる場合も、会計年度末日から６か月以内に）委員会へ英語版の各報告書の写しを送付

することを要求されている。認可された投資スキームの管理会社はまた、ファンドの投資方針およびファン

ドの運用方法に関する詳細な情報を記載した投資スキーム説明書を作成し、12か月毎に少なくとも１回かか

る投資スキーム説明書を検討することを要求されている。管理会社は、投資スキーム説明書を委員会へ送付

しない限り、投資スキームの受益証券を販売する権利を付与されない。指定管理会社、主要管理会社または

指定受託銀行（以下「関係者」または「免許業者」という。）の業務の内規が関係する範囲において、関係

者は、資本適性度規則に基づき、（ａ）財源要件または流動性要件を規定する投資信託規則に違反する場合

もしくは１か月以内に財源要件に違反することが予想される場合、（ｂ）関係者の監査人が会計報告に限定

意見を付す意図がある場合、（ｃ）関係者の子会社の負債がその資産を超える場合、または（ｄ）関係者の

親会社の負債がその資産を超える場合のいずれかに該当すると判断される事由がある場合、委員会に届け出

なければならない。（ａ）に該当する場合の通知には、違反の治癒のため関係者がとる予定のまたはとっ

た、書面により承認されなければならない措置を明記しなければならない。

　関係者は、業務運営規則に基づき、以下の事項について委員会に届け出なければならない。

コンプライアンス・オフィサー

　関係者は、ガーンジーにおいてコンプライアンスを担当するコンプライアンス・オフィサー（以下「コン

プライアンス・オフィサー」という。）を任命し、不在になった場合かかる地位を埋める後任者を任命しな

ければならない。

全般

　関係者は、（ａ）業務運営規則の要件を遵守することまたは遵守して販売することができない場合、

（ｂ）取締役または従業員がガーンジーにおいて投資業務を行う免許業者または関係者に関連して詐欺また

はその他の不正行為にかかわる業務に従事している場合、（ｃ）関係者の監査人が会計報告に限定意見を付

す意図がある場合、（ｄ）関係者の子会社の負債がその資産を超える場合、または（ｅ）認可を受けた会社

の親会社の負債がその資産を超える場合のいずれかに該当すると想定される事由がある場合、委員会に対

し、書面による通知および詳細を提出しなければならない。
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　関係者は、（ａ）所有者、（ｂ）取締役会の構成、（ｃ）登記上の事務所または本店もしくは主たる事業

所の住所、（ｄ）登記上の名称もしくはガーンジーにおいて監督を受ける投資業務を行う際の商号、または

（ｅ）1987年法の要件により提供が義務付けられている文書通知の送達住所に変更が生じた場合、委員会に

対し書面によりその旨を届け出なければならない。

　関係者は、（ａ）関係者、または関係者が会社である場合にはその子会社もしくは持株会社に対する解散

の申請（再編または合併を目的とする自発的解散の申請を除く。）または保全管理命令、（ｂ）関係者の管

財人、管理事務代行人、資産管財人または受託者の任命、（ｃ）関係者の債権者との和解協定または任意協

定の締結、（ｄ）ガーンジー等における金融業に関連する法律に基づく金融業（業務運営規則に定義され

る。）を行うための免許、認可または登録の申請の許諾、取下げまたは拒絶もしくはかかる免許、認可また

は登録の取消、（ｅ）法定当局もしくはその他の規制当局（自主規制機関を含む。）または公認専門団体

（業務運営規則にそれぞれ定義される。）による関係者の業務を調査するための調査官の任命、（ｆ）規制

当局（自主規制機関を含む。）または公認専門団体（業務運営規則にそれぞれ定義される。）による金融業

に関連する関係者またはその取締役に対する懲戒措置または懲戒処分、（ｇ）金融業に関連して、免許業者

またはその取締役に対する免許業者が当事者である重大な訴訟、法的手続または仲裁の申立て、および

（ｈ）金融業、会社または破産に関連する法律に基づく違法行為または詐欺またはその他の不正行為にかか

わる違法行為の関係者に対する有罪判決が生じた場合、委員会に対し書面によりその旨を届け出なければな

らない。

　関係者は、事業計画に重要な変更が生じた場合、関係者の免許の変更を要するか否かにかかわらず、委員

会に対し書面によりその旨を届け出なければならない。

主要な従業員を含む従業員に関する情報

　関係者は、主要な従業員が（ａ）関係者がガーンジーにおいて監督を受ける投資業務に関係する管理会

社、（ｂ）ガーンジーの会社の場合、関係者の秘書、または（ｃ）業務運営規則第3.2条に基づくガーン

ジーにおけるコンプライアンス・オフィサーに就任したかまたはかかる地位を退任した事実および日付も委

員会に対し書面により届け出なければならない。

　関係者は、業務運営規則第12.3.1条に該当する個人に関連して、（ａ）氏名の変更、（ｂ）業務運営規則

に定義される金融業に関連する法律に基づく免許、認可もしくは登録の申込みの拒絶、撤回または停止、

（ｃ）規制当局（自主規制機関（業務運営規則に定義される。）を含む。）または個人の専門活動または事

業活動に関連する専門団体による懲戒措置または処分、および（ｄ）かかる個人から会社の取締役を務める

かまたは会社の運営に関与する資格を剥奪する裁判所による命令を認識した場合、委員会に対し書面により

届け出なければならない。

　関係者は、従業員に関連して、（ａ）詐欺またはその他の不正行為にかかわる違法行為に対する有罪判

決、（ｂ）金融業に関連する法律に基づく違法行為に対する有罪判決、および（ｃ）差押え、破綻、破産、

仮差押え、またはこれらに類似する手続の発生を認識した場合、委員会に対し書面により届け出なければな

らない。関係者は、試用期間中の従業員を含むガーンジーにおける従業員の即時解雇およびその解雇の理由

を委員会に対し書面により届け出なければならない。（ａ）従業員の懲戒理由となった違法行為、（ｂ）従

業員を懲戒するために講じられた措置の詳細を含む、1987年法もしくは1987年法に基づく規則の違反または

関係者の監督を受ける投資業務の遂行に影響を及ぼすと合理的に予想できる行為に関連して関係者が懲戒し

た従業員の氏名の記録は維持される。かかる詳細は、従業員が懲戒されてから７日以内に委員会に対して提

出されなければならず、記録は、懲戒措置が講じられた日から６年間保管される。

持株会社および子会社

　関係者は、他の会社または事業体の子会社になった場合または子会社でなくなった場合、委員会に対し書

面により届け出なければならない。通知には、持株会社の名称、主要事業、取締役の氏名および登記上の事

務所の住所を明記しなければならない。関係者は、子会社の設立、取得、売却または解散を委員会に対し書

面により届け出なければならず、かかる通知には子会社の名称および主要事業（もしあれば）を明記しなけ

ればならない。関係者は、免許の変更を要するか否かにかかわらず、事業計画の重大な変更を委員会に対し

書面により届け出なければならない。

（ロ）受益者に対する開示

受益証券価格の公告
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　各ファンドの受益証券の価格は、いつでも管理会社から入手可能であり、またザ・ウォールストリート・

ジャーナル・ヨーロッパ、インターナショナル・ヘラルド・トリビューン（欧州版）、その他管理会社が随

時決定する新聞でも公告され、かかるすべての発生コストは当該ファンドが負担する。管理会社は、新聞紙

上で公告される受益証券価格が正確であることを確実にすべく努力するが、管理会社は、起こりうる誤りに

ついて責任を負わない。

報告書および計算書

　ファンドの会計年度は、ファンドのファンド概要に記載されている各月の最終評価時点である会計基準日

に終了する。ファンドの第一会計期間は、６か月以上とし、ファンドの受益証券が最初に発行された日から

開始する。あるファンドの会計期間に関する監査済み財務諸表は、その基準通貨で英国会計基準に従い作成

される。財務諸表は、当該会計基準日から６か月以内に当該ファンドの全受益者に送付される。管理会社

は、関連する法域において義務付けられた場合、未監査の中間報告書も受益者に対し提供するものと予想し

ている。各ファンドの年次報告書は管理会社の各事務所において閲覧することができ、写しはかかる事務所

から得ることができる。かかる財務諸表の写しはまた、登録された受益者へ送付される。

　ファンドの会計年度は、毎年４月に終了するものとする。

受益者への通知

　特定ファンドの受益者に対し送付もしくは送達を要求される通知またはその他書面は、郵送される場合、

当該ファンドの受益者名簿に記載される住所宛で送付された場合に適式に行われたものとみなされ、また郵

送される場合、投函後５日目に送達または受領されたものとみなされる。共同受益者の場合は、かかる通知

または書面は最初の記名者の住所宛で送付される。

②　日本における開示

（イ）監督官庁に対する開示

（ⅰ）金融商品取引法上の開示

　管理会社は、日本における１億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長に

提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。そ

の後の改正を含む。）（以下「金融商品取引法」という。）に基づく有価証券報告書等の開示書類に関す

る電子開示システム（EDINET）等において、これを閲覧することができる。

　日本における販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書（金融商品取引法の規定により、あらかじ

めまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。）を投資者に交付する。また、投資者から請求

があった場合は、請求目論見書（金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなけ

ればならない目論見書をいう。）を交付する。管理会社は、ファンドのその財務状況等を開示するため

に、ファンドの各事業年度終了後６か月以内に有価証券報告書を、また、ファンドの各半期終了後３か月

以内に半期報告書を、さらに、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドに関する重要な事項につ

いて変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその

他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができる。

（ⅱ）投資信託および投資法人に関する法律上の開示

　管理会社は、受益証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律

（昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。）（以下「投信法」という。）に従い、HSBC オルタナ

ティブ・ストラテジー・ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管

理会社は、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの信託証書を変更しようとするとき等におい

ては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社

は、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの資産について、HSBC オルタナティブ・ストラテ

ジー・ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項について記載した運用報告書

および運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成し、金融庁長官に

提出しなければならない。

（ロ）日本の受益者に対する開示

　管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であってその内容が内閣府令に規定される重

大なものである場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由

等を書面をもって通知しなければならない。
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　管理会社からの通知等で日本における販売会社または販売取扱会社を通じて投資を行った日本の受益者

の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社または販売取扱会社を通じて日本の受益者に通

知される。

　前記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。ファンドの運用報告書

は、代行協会員または日本における販売会社のホームページに掲載されるが、受益者から交付請求があっ

た場合には、交付される。

 

（６）【監督官庁の概要】

　ガーンジー金融サービス委員会は、「1987年ガーンジー金融サービス委員会法」と称するガーンジーの法案を

批准する領域議会の命令により設立された。「1987年ガーンジー金融サービス委員会法」は、1987年ガーンジー

金融サービス委員会法1988年施行規則により昭和63年２月１日に施行された。

（ⅰ）委員会により行使される監督の概要

①　集団投資スキームが、クラスＢスキームとして委員会により認可されるためには、投資スキームが1987年

法付則第３部の要件を遵守していること、すなわち、投資スキームが、認可宣言済の投資スキームに適用

される1987年法に基づくすべての規則を遵守しなければならないこと、投資スキームの名称が望ましくな

いものまたは紛らわしいものでないこと、投資スキームの目的が合理的に考えて実行可能なものであるこ

と、および投資者が裏付となる受益証券一口当たり純資産価格を反映した価格で受益証券を買い戻す権利

を付与されていることまたはその受益証券を公認の取引所で裏付となる受益証券一口当たり純資産価格と

重大な差異のない価格で売却することができること、という要件に適合していることを、委員会が確認し

なければならない。一般原則として、委員会は、プロモーターが設定された投資信託のプロモーションに

おいて論証可能な実績を残していることが確認された場合にのみ認可する。他の管轄区域における規制当

局によるプロモーターの認可は、通常必要とされない。さらに委員会は、投資スキームが会社型の場合、

投資スキームの取締役ならびに管理会社および保管受託銀行または受託会社の取締役が経験ある誠実な人

物であることを確認しなければならない。委員会は、投資スキームの運用の方法、または免許業者がその

業務を行う方法について満足できない場合、投資スキームの認可または免許業者の免許を取り下げる権限

を有している。

②　すべての認可された投資スキームは、独立の監査人により監査されなければならない。クラスＢスキーム

については、年次会計書類の写しを委員会に預託しなければならない。

③　1987年法第８条に基づき委員会により発せられた認可は、中心となる管理会社（存在する場合）および指

定管理会社（ファンドについては、HSBC マネジメント（ガーンジー）リミテッドが指定管理会社として

指定されており、別個の中心となる管理会社は存在しない。）の名称ならびに指定受託会社または指定保

管受託会社の名称を同時に記載することを要求されている。クラスＢ規則は、認可された投資スキームの

指定管理会社および指定受託会社が、（ａ）異なる法人であり、互いに独立して行為し、（ｂ）各々ガー

ンジーにおいて、設立されるか支店を有し、管理され、営業所を有しており、（ｃ）それぞれが1987年法

に基づいて免許を取得しており、（ｄ）互いに他社の子会社ではなく、かつ（ｅ）共通のエグゼクティ

ブ・ディレクターまたはオフィサーを有していない旨規定している。

④　業務運営規則には、とりわけコーポレート・ガバナンスおよび上級管理職の責任、コンプライアンス協

定、会計記録および財務書類、事業運営、記録保管、顧客分類、苦情、顧客資産、契約報告書、利益相反

および通知についての詳細な規則を含む指定管理会社、指定保管会社および指定受託会社が服さなければ

ならない多くの重要な規則が含まれている。関係者または免許業者は、いつでも適切な財源要件を遵守

し、いつでも10,000スターリング・ポンドまたは監査済年次経費（資本適性度規則に定義される。）の

10％のうちいずれか高い金額の流動性要件を維持する。財源要件に関して特に留意すべき点は以下の通り

である。

（ａ）オープン・エンド型の集団投資スキームの指定受託会社または指定保管受託会社に純資産額400万ス

ターリング・ポンド以上の財源を保有することを義務づける同規則第2.2.1条。

（ｂ）集団投資スキームの指定管理会社に純資産10万スターリング・ポンドまたは委員会に提出された直近

の年次財務諸表に記載された経費ベース要件（資本適性度規則に定義される。）に相当する純資産額

のうちいずれか高い金額の財源を保有することを義務づける同規則第2.2.2条。
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（ｃ）同規則第2.2.1条および第2.2.2条が最低専門職業賠償責任保険範囲の30万スターリング・ポンドまた

は総収入（資本適性度規則に定義される。）の３倍のうちいずれか高い金額を適用する免許業者に関

して、その超過分は総保険金額の20％を超えてはならない。

（ｄ）同規則第2.2.1条および第2.2.2条に該当せず、ガーンジーに物理的な所在（社員および敷地）がない

免許業者の場合、10,000スターリング・ポンド、または純資産額および取締役の判断で約定額を充足

するため、かつ、事業がさらされるリスクに耐えるために十分であると判断される専門職業賠償責任

保険範囲のうちいずれか高い金額が適用される。

（ｅ）取締役会に対して1987年法、業務運営規則および1987年法に基づく規則または指導を遵守するために

有効な責任、取決めおよび手続を有することを要求する詳細な規定を含む業務運営規則３。遵守手続

に関して詳細に書かれた文書は、書面に記載されなければならず、その写しは免許業者の事務所に保

管され、委員会の要求により入手可能となる。委員会は、免許業者が遵守する取決めの変更を要求す

ることができる。免許業者は、自身の遵守手続に関する文書を、少なくとも年１回は見直さなければ

ならない。免許業者の取締役会は、ガーンジーにおいてコンプライアンスを担当するコンプライアン

ス・オフィサーを任命しなければならない。免許業者の取締役会は、適用ある規則の遵守について責

任を負っており、委員会に提出される年次コンプライアンス報告書を承認する。

⑤　認可されたクラスＢスキームの受益証券または株式は、投資スキーム説明書がクラスＢ規則に従い作成さ

れ委員会に提出されない限り、販売することができない。投資スキーム説明書の写しを無料で提供しない

限り、管理会社は（相手が既に保有している場合を除き）受益証券の販売を行えない旨規定する規則第

2.14（１）（ｂ）条の要件を遵守するため、合理的に十分な数の投資スキーム説明書を含む書面の印刷を

しなければならない。投資スキーム説明書は、重要な変更事項について常に最新の情報を記載しなければ

ならず、いずれの場合にも、少なくとも12か月に一度、見直しを行わなければならない。クラスＢスキー

ムの中心となる管理会社、中心となる管理会社が不在の場合には会社型スキームの取締役会、中心となる

管理会社がいないユニット・トラスト・スキームの場合には受託会社、または中心となる管理会社のない

リミテッド・パートナーシップの場合にはジェネラル・パートナーは、クラスＢスキームの受益証券を買

い付けたまたは買い付けることに合意した者であって、以下のいずれかの事由により損害を被ったものに

対し、補償金を支払う責任を負う。

（ａ）投資スキーム説明書における不正確もしくは誤解を招く記載、またはクラスＢ規則により投資スキー

ム説明書への記載が義務付けられている事項の不記載

（ｂ）投資スキーム説明書の改訂、更新もしくは訂正を怠ったことにより生じた不正確もしくは誤解を招く

記載または不記載

⑥　アンブレラ・ファンドであるスキームは、クラスＢスキームとして認可される資格を有さない。ただし、

その各構成部分が個別の認可申請の対象となったものとして、当該構成部分がクラスＢ規則に基づく個別

の認可要件を満たすときは、この限りでない。

（ⅱ）補償制度の概要

　クラスＢスキームへの投資者は、クラスＡスキームのみに適用される1987年法に基づき定められた1988年集

団投資スキーム（投資家補償）規則に基づく補償の支払を受ける資格を有さない。
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２【投資方針】

（１）【投資方針】

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

　別紙Ａを参照のこと。

 

投資戦略

　ファンドの投資目的は長期的な資本成長を生み出すことである。各ファンドの資産は、複数の投資先ファ

ンド（主にヘッジ・ファンド）に対して配分される。資産配分は、ファンドの投資目的を達成するため、ボ

トム・アップのファンド・マネジャー選択とトップダウンの戦略的配分の両方を組み合わせ、各ファンドの

別紙に記載される投資制限に従って行われる。

　直接投資と比較したファンド・オブ・ファンズ構造の主なメリットには、以下が含まれる。

(a）各ファンド・マネジャーが異なる戦略を用いる複数の投資先ファンドへの分散投資は、個々の戦略から

発生する特有のリスクを限定する。

(b）各ファンド・マネジャーが同一の戦略を用いる複数の投資先ファンドへの分散分散投資は、特定のファ

ンド・マネジャーに伴う特有のリスクを限定する。

(c）集団投資手段により、投資者は、高額な必要最低投資額または運用関連キャパシティの利用可能性を理

由として通常アクセスすることのできない投資先ファンドに投資することが可能となる。

　主なデメリットは、以下のとおりである。

(a）各投資先ファンドは、ファンド自体の費用の追加を要する独自の費用体系を有している。

(b）集団投資は、ポジションの規模形成に影響を与えることがある通常の投資動向に影響を受ける。

 

投資顧問会社

　管理会社は、管理会社、受託会社と投資顧問会社との間で締結された投資顧問契約に基づき、投資顧問会

社に対してHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの投資活動（ただし、かかる投資活動がクラス

Ｂ規則に基づいていることを条件とする。）の遂行に関する業務を含み、かつ、投資顧問契約および英文目

論見書に定めるその他の制限に従い、特定のポートフォリオ運用業務を委託している。管理会社は、投資顧

問会社が提供する助言を受けてHSBC オルタナティブ・ストラテジー•ファンドの投資目的および投資方針の

見直しを検討することができる。HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの全体的なポートフォリ

オ運用責任およびリスク管理責任は管理会社に帰属している。

 

ファンド・マネジャーの選択

　投資顧問会社は、管理会社が定めるファンド全体の投資方針に従い、彼らのリスク調整後リターンを生成

する相対的能力を評価することを目的として、ファンド・マネジャーを特定し、リサーチを行いおよび監視

しなければならない。これらの活動には、投資の定量的分析および定性的分析の両方ならびにヘッジ・ファ

ンドの運用が含まれる。投資顧問会社は、継続的なデュー・デリジェンスと監視を通じて、世界中で最も優

秀なヘッジ・ファンド•マネジャーを各戦略について見極めることを追求する。リスク調整後リターンを生

成するヘッジ・ファンドの能力の評価に加え、レバレッジと流動性に伴うリスクの分析は、特に重要であ

る。

 

戦略的投資配分

　投資顧問会社はまた、管理会社が定めるファンド全体の投資方針に従い、トップダウンの戦略的投資配分

を提案する。各ヘッジ・ファンドの戦略に関する将来予測は、マクロ経済指標や市場指標の組合せに加え、

ヘッジ・ファンドのリサーチ・プロセスから得られた現在の投資機会全体についての洞察に基づいている。

 

ポートフォリオ運用

　HSBC オルタナティブ・ストラテジー•ファンドの全体的なポートフォリオ運用責任は管理会社に帰属して

いる。
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　ポートフォリオは、ファンドの投資目的を充足するため、別紙「ファンド概要」に列挙されている投資制

限に基づいて継続的に構築され運用されている。デュー・デリジェンス•プロセスの基準（前期「ファン

ド・マネジャーの選択」において言及されている。）を充足する投資信託のみが投資対象として考慮され、

ポートフォリオ構築には、トップダウンの戦略的視点が考慮される（前期「戦略的投資配分」において言及

されている。）。さらに、ポートフォリオは、投資家動向および投資先ファンドの利用可能なキャパシティ

を考慮して構成される。リターン・ベースとエクスポージャー・ベースの両方の手法を含む定性的分析と定

量的分析が、ポートフォリオの分散と各ファンドの投資方針の文脈に対する適合性のレベルを評価するため

に使用される。

 

リスク管理

　HSBC オルタナティブ・ストラテジー•ファンドのリスク管理責任は、管理会社が担っている。

　管理会社は、リスク管理に関して、ファンド・マネジャーの選択およびポートフォリオの運用プロセスに

付随するリスクに関する理解と管理に加え、別紙「ファンド概要」に列挙されているファンドの投資制限に

基づくポートフォリオの管理とモニタリングによる多層的なアプローチを行っている。

　ファンド・マネジャーの選択においては、ヘッジ・ファンドのファンド・マネジャーがリターン追求のた

めに負担するリスクが適切かつコントロールされたものであるかという点の理解がデュー・デリジェンスの

焦点となる。この投資に重点を置いたデュー・デリジェンス補完するものとして、オペレーショナル•

デュー・デリジェンス・チームは、ヘッジ・ファンドの業務と運営（非投資）に関するリスクを評価し、不

十分な構造やプロセスが投資を危険にさらす可能性があるヘッジ・ファンドの回避を追求する。

　ポートフォリオ運用では、ポートフォリオが適切に分散していることを確保することが最も重要となる。

リスクとポートフォリオの分散を評価するため、リターン・ベースやエクスポージャー・ベースの分析を含

む定性的手法および定量的手法の両方が用いられる。

　管理会社は本書に詳述された投資制限に係る各ファンドのコンプライアンスを定期的に監視しており、リ

スク管理プロセスのあらゆる側面についての責任を負う。

 

オルタナティブ投資運用

　管理会社は、オルタナティブ投資運用プログラムの主軸となるのは、ヘッジ・ファンドであると考えてい

る。これらは、熟練のファンド・マネジャーによる積極的なポートフォリオ運用を通じて、あらゆる市況に

おいて、絶対的リターンを生み出すことを目的としている。ヘッジ・ファンドが用いる投資手法の範囲は非

常に多様であり、ファンド・マネジャーは、株式および債券について従来型のロングのポジションを取るこ

とも、さらに適用可能な多様な戦略や有価証券に投資することもできる。ファンド・マネジャーが市場の状

況から利益を確保し、リスクを管理するためにレバレッジやデリバティブを利用する機会が生じる。ヘッ

ジ・ファンドは、個人の既存のポートフォリオを補完することが可能な様々なリスク／リターン特性を採用

することできる。そのパフォーマンスは、一般的に同様のリスク／リターン特性のベンチマークまたは特定

のハードルレートに鑑みて評価される。したがって、パフォーマンスは、相対的に測定される。

　金融市場に関する著名な専門家であるアレクサンダー・イネイチェン氏は、「ファンド・マネジャーや

パートナーが潜在的な金融損失から元本を保護しつつ、投資機会を利用して絶対的リターンを追求する投資

プログラム」としてヘッジ・ファンドを定義している。最初のヘッジ・ファンドは、1949年に米国でアルフ

レッド•ウィンスロー•ジョーンズによって設定されたと考えられている。以来、ヘッジ・ファンドと彼らが

用いる戦略の数は、劇的に増加してきた。かかる成長は、ポートフォリオ内のリターンの多様性を促進し、

従来型の株式および債券への投資配分を補完することができるリターンを提供したいという投資家の希望に

起因している。1999年に4,500億米ドルの総資産で構成されていたヘッジ・ファンド業界では、現在、2.0兆

米ドルを超える資産が運用されている。ヘッジ・ファンドは、世界のほぼすべての投資市場で活動してお

り、以下の戦略を採用している。

ジェネラル・アービトラージ戦略

　ジェネラル・アービトラージには、資本を自らの裁量により関連商品または類似商品の間の価格の変動ま

たは市場の非効率性から搾取ないし利益を得ることを目的とする様々なアービトラージ戦略に配分する投資

信託が含まれる。アービトラージ取引の背後にある論理は、時価と認知された理論上のポジションまたは平
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衡ポジションの最終的な収束にある。特定の取引資産および種々の価格決定方法は、適用される方法が取引

資産により大幅に異なることを意味する。転換社債、株式または債券等の証券は、かかる方法において最も

良く取り扱われる資産である。リターンは価格差を部分的または完全に排除することにより得られ、また、

債券取引から利益を得ることも同様に可能である。通常の取引は、多くの場合、特に価格の下落リスクが比

較的低い場合に魅力的なリターン水準を達成することを目的としたレバレッジの利用を通じて拡大され、僅

かな価格差および利回りを伴う。多くの投資信託が借入れに依拠することを考慮すると、確実な資金源およ

び多額の信用枠は、この方法を用いるには必要不可欠となる。

債券アービトラージ戦略

　債券アービトラージは、債券間の価格差または非効率性から利益を得ることを目的とする。本戦略には、

金利スワップ、米国短期国債および米国非政府債のアービトラージ、国債先物のイールド・カーブのアービ

トラージならびに住宅ローン金利アービトラージが含まれる。ファンド・マネジャーは、一般的に、債券を

購入しつつ、別のポジションを空売りする。

統計アービトラージ戦略

　本戦略は、時間が経過するにつれて正しいと判断される価格のアノマリーを見つけることによって、一時

的な価格のミスマッチを利用する。ファンド・マネジャーは、殆どリスクを伴わず、かつ、市場との相関性

をあまり有さない分析戦略を用いる。本手法は、分析中の価格の瞬間的な差異から利益を得ることを可能と

する。

イベント・ドリブン戦略

　本戦略は、当該時点または将来の合併や企業買収、再編または倒産等の会社事象の発生に凝縮される。

ファンド・マネジャーのスキルは、かかる事由の発生可能性およびその実現時期を成功裡に認知する能力お

よび取引の性質に関する分析能力に依拠している。イベント・ドリブン型投資の機会は、活発な企業活動に

起因して市場が好調である場合に多く発生する。本戦略と伝統的な市場との相関性は、一般的に低い。伝統

的な基本戦略には、通常、合併アービトラージ、ディストレスト証券および「スペシャル・シチュエーショ

ン（特別な状況）」に基づく戦略が含まれる。

ディストレスト証券戦略

　本戦略は、財政難にある企業の、著しく割安となっている株式、債券または社債の購入に基づく。ディス

トレスト証券は、割引価格で販売されており、魅力的に映る可能性がある。購入者は、ディストレスト証券

の発行会社には、回復の可能性があることから、かかる取引からいずれは利益を得ることができると考えて

いる。ディストレスト証券の発行者が積極リターンを得るため経営状況を改善することができるか否かを評

価し、判定するために知識とスキルが用いられる。

株式のロング／ショート戦略

　本戦略は、過小評価されている株式の購入および過大評価されている株式の売却で構成され、市場リスク

を管理しつつ、ロング・ポジションの価格上昇とショート・ポジションの価格下落から利益を得る。売買す

る株式の選定は、通常、定量的モデルおよびリサーチに基づき行われる。ファンド・マネジャーは、保有す

るロングおよびショートのポジション（ロングまたはショート・バイアス）の水準ならびにかかるポジショ

ンを市場リスクを排除しつつ管理する方法について各種の手法を用いる。

マーケット・ニュートラル戦略

　株式のロング／ショート戦略と類似しているが、ロングまたはショート・バイアスの運用は行わない。ロ

ングとショートのポジションを同額で保有する。

転換社債アービトラージ戦略

　株式のロング／ショート戦略の副次的戦略である本戦略には、転換社債の購入（または空売り）およびそ

の転換社債が転換される原資産の空売り（または購入）を同時に行う取引が含まれる。かかる取引は、証券

固有のリスクをカバーすることを目的とする。

クレジット・ロング／ショート戦略

　本戦略には、市場の投資機会を濫用するため信用度に感応する有価証券に係るロングおよびショートのポ

ジションをとる運用が含まれる。ポジションは、発行体、証券および市場の信用分析に基づいている。

マクロ戦略
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　本戦略は、通貨市場、株式市場および債券市場に影響を与える政府金利の変動等の世界経済環境の潜在的

変動を予測し、利益を得ることを目的とする。グローバル・マクロ戦略を採用するファンド・マネジャー

は、あらゆる主要市場に投資するか、または株価指数戦略、通貨戦略または金利戦略に特化して投資するこ

とがある。レバレッジおよびデリバティブを利用することで、時価変動の効果を高めることもできる。デリ

バティブはレバレッジ効果に対し行われる賭けとしてヘッジ目的で利用され、パフォーマンスに最も影響を

与える場合が多い。

コモディティ取引アドバイザー（ＣＴＡ）戦略

　本戦略は、本来、コモディティのデリバティブ（先物取引、先物契約のオプション）への投資に重点を置

くが、近年は、株式や通貨（ＦＸフォワード取引）等を含む全市場にわたる先物に移行している。ロングと

ショートの戦略が適用され、レバレッジの利用も行われる。トレーダーは、システム型またはトレンド・

フォロー型に分類される。投資スキルは、取引傾向や世界的な需要／供給の不均衡を識別するために、大量

のデータを活用する能力に依拠している。コンピュータ・システムおよび定量的モデルが予測に活用され、

ルール・ベースの取引システムを凌駕している。

マルチ戦略

　資本配分の面で最大限の柔軟性が提供され、ファンド・マネジャーが自身のスキルと専門知識に基づいて

選択する複数のヘッジ・ファンド戦略で構成される。

 

ヘッジおよびデリバティブ取引

　管理会社の裁量に基づき、かつ各別紙の「ファンド概要」に規定されたヘッジ能力に従い、あるファンド

は、ヘッジおよび積極的なポートフォリオ運用を目的としたデリバティブ取引を随時行うことがある。ヘッ

ジ取引は、リスク制御、リスク軽減またはリスク排除等の側面が含まれることがある。例えば、あらゆるデ

リバティブ商品は、ヘッジと原金融取引間にリスクまたは収益の相関関係が存在することを示す歴史的証拠

に基づき、既存の取引の性質を変更するため用いられることがある。そのため、管理会社は、（ポートフォ

リオ内のその他の取引と関係を有することが特定可能である）取引を、取引を実行する目的が以下の条件を

満たす場合、ヘッジとみなすことを決定することがある。

(a）明らかに投機的な性質でないこと。

(b）ポートフォリオ内の何らかのリスク要因を制御、軽減または排除するためであること。
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（２）【投資対象】

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

　別紙Ａを参照のこと。

 

（３）【運用体制】

　管理会社は、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの管理会社としての業務を行い、投資顧問契

約に基づき、HSBC オルタナティブ・インベストメンツ・リミテッド（以下「投資顧問会社」という。）に投

資顧問業務を委託している。

　投資顧問会社は、HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドを含むファンド・オブ・ヘッジ・ファンズ

の構築を専門としている。投資顧問会社におけるヘッジ・ファンド投資判断は、「運用勘定及びアドバイザ

リー・ファンド・リスト」と呼ばれる共通の認可済み投資ファンドのリストに基づいている。本リストは

7,000社に上る投資可能なヘッジ・ファンドのユニバースの中から、投資顧問会社が認可した140－150社を選

別して作成されている。具体的には、投資顧問会社が行う当初のスクリーニング対象として約600社を選別

し、更に年間200社に上る、フル・デュー・デリジェンスを行うファンドを選別して作成している。

　投資顧問会社は、ロンドン、ニューヨーク、ジュネーブおよび香港に拠点を置き、適切に分散化されたファ

ンド・オブ・ヘッジ・ファンズの構築、ヘッジ・ファンド・マネジャーのデュー・ディリジェンスの実施なら

びに投資顧問会社のポートフォリオのためになされるヘッジ・ファンド・マネジャーの選別および定期的な監

視に専従するヘッジ・ファンド投資の専門家から構成されるチームを有している。

 

投資アプローチ

資産の種類および市場

　投資顧問会社は、幅広い様々な種類の資産、市場および地域に及ぶ広範な各種オルタナティブ投資戦略に投

資する。かかる戦略の多くはその投資プロセスの一貫としてデリバティブ商品を利用するが、このことが往々

にして全体的マーケット・エクスポージャーを縮小することになる。流動性等の付随的リスクまたはその他リ

スクは、デュー・ディリジェンス・プロセス上の不可分な一部である。

 

基本理念

　投資顧問会社の中心的基本理念は、市場が完全に効率的なものではなく、十分な知識をもって執行され、積

極的に運用される投資戦略が絶対リターンを生み出す上で非常にうまく成果を上げることができるとの前提に

基づいている。市場には非効率性と投資機会があると考える一方、これらは経験豊かな特別の専門的ファン

ド・マネジャーによって最高の活用が行われると考えている。したがって、投資顧問会社の役割は、許容し得

る短期的なボラティリティ水準で、長期的に満足のゆく絶対的リターン予想に合理性があると考えられる投資

戦略を見極めることである。かかるタイプの戦略内で、投資顧問会社は、戦略を実施する最良のファンド・マ

ネジャーを見極めることに努める。

　オルタナティブ投資戦略の価値ある性質として、構成によって市場指数に対して相関性が低いことが予想で

き、また一連の各種市場環境を通じて運用されることがある。別の性質として、個々のオルタナティブ投資戦

略が相互に低い相関性を示し、各種市場環境で好調にも、不調にも推移したりすることがある。したがって、

かかる性質は、それらを組み合わせる際に重要な勘案事項となる。直近において保有分が低い相関性を示して

きたことに依拠するよりも、投資戦略を詳細に調査し、理解することの方がより重要であると投資顧問会社は

考えている。
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投資プロセス

　投資プロセスは、一部利用可能な各種オルタナティブ投資戦略およびこれら戦略がボラティリティを軽減

し、より堅調なリターンをもたらすために慎重な分散投資によりいかに混成できるかに関する徹底的調査を行

う投資顧問会社に一部依拠している。各戦略毎に最良のファンド・マネジャーを選定でき、かつかかる選定を

常時見直すことができることにも依拠しており、これにより、ファンド・マネジャーが予想されるリターンま

たはその投資手法から逸脱する場合、またはより良いファンド・マネジャーが見出される場合、関係ポート

フォリオ内で適切な変更を行うことができる。

 

投資機会の見極め

　HSBCグループは、302億米ドル以上のオルタナティブ投資対象に投資された顧客資産を保有している。即

ち、投資顧問会社が投資顧問業の顧客その他投資家によってもたらされた委託および投資構想へのアクセスを

提供するため、投資顧問会社の業務が相当に促進されている。このセクターにおける大口投資者であること

も、投資顧問会社がプライム・ブローカー、管理事務代行者およびデータの売り手のほか、第三者であるマー

ケット・メイカーおよびブローカーともかなりの接触を維持できることを確保している。最後に、投資顧問会

社は、HSBCネットワーク内外のその他のヘッジ・ファンド投資家からの委託によっても恩恵を受けている。

 

ポートフォリオ構成

　マルチ・マネジャーのポートフォリオは、最初に、当該ポートフォリオの投資目的に関して構成され、かか

る目的は通常、目標リターンおよび期待されるボラティリティの範囲として簡潔に記載されている。これら

が、社内的なリスク管理、例えば流動性、いずれか一マネジャーへの最大投資比率、いずれか一戦略への最大

投資比率、レバレッジ制限等の構成に繋がる。

　次の段階は、当該ポートフォリオに含まれる一連の適切な戦略を決定することである。これら戦略は、第一

段階で設定された達成目標を充足する分散化されたポートフォリオ内で貢献できる能力に基づいて選定され

る。選定された戦略は、実際の採用戦略およびリターン目標とリスク許容度の両面で適切であることを要す

る。総合的な適正保有高に係るパフォーマンス上の特徴および期待はこれらに沿ったものであることを要す

る。

　長期的な期待リターン、ボラティリティおよび異なるファンド間の相関性に基づき、投資顧問会社は、当該

ポートフォリオの戦略配分を策定する。かかる配分は、特定の種類の戦略が中期的に好成績を上げると投資顧

問会社が考える場合、両市場の観点により加重され、また当該ポートフォリオ内における実質的な分散を確実

にするための分析によっても加重される。

特定ポートフォリオのために選定された各戦略内で、投資顧問会社は、ファンド・マネジャーの探索を行い、

予定される運用配分を決定する。投資機会の内容も戦略配分に大きく影響する。投資顧問会社が特定の戦略を

好む場合でも、投資顧問会社の好むファンド・マネジャーが全くの新規ファンド・マネジャーであるか、また

はその他の問題を抱えている場合、投資顧問会社は当該戦略に対する配分を小さくしておくよう決定すること

ができる。

　ヘッジ・ファンド・マネジャーのデュー・ディリジェンスは、定量的および定性的な審査を伴って続けられ

る継続的なプロセスであり、毎月更新され、投資目的に合致するヘッジ・ファンドの能力の査定のため毎年訪

問を行う。

　デュー・ディリジェンスは多様な分野を網羅するが、キー・ポイントは以下のとおりである。

●投資哲学および投資プロセスの理解および評価

●プロセスおよび戦略に伴うリスクの認識ならびにこれらがインパクトをもたらす時点の理解

●ファンドの所有者、その組織的／法的ストラクチャーおよびヘッジ・ファンド・マネジャーによる共同投

資の程度

●ヘッジ・ファンド会社のビジネス・モデルの理解。たとえば、投資顧問会社は、かかるモデルにより運用

およびインフラストラクチャーの下で資産の成長が達成できるかを見る。
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●ファンドをサポートするインフラストラクチャー。たとえば、投資顧問会社は、ファンドのバック・オ

フィスおよびリスク管理体制のみならずプライム・ブローカー、監査人およびその他の重要な外部当事者

も審査する。

●ファンドの他の受益者の理解

　デュー・ディリジェンスの訪問とは別個に、ヘッジ・ファンド・マネジャーもまた、法的文書、販売用資料

および私募目論見書の詳細かつ厳格な精査および分析のために相当な机上での分析を受けることとなる。選別

に先立ち、投資顧問会社もまた、ヘッジ・ファンド・マネジャーに経歴審査を求め、ヘッジ・ファンド業界か

ら情報を入手する。

　投資顧問会社ならびにニューヨークおよびジュネーブのHSBCのオフィスのシニアなメンバーから構成される

オルタナティブ投資方針委員会は、投資およびポートフォリオ配分モデルの承認につき責任を負う。

 

管理会社の内部管理、ファンドに係る意思決定を監督する組織、ファンドの関係法人に対する管理体制等

　HSBCマネジメント（ガーンジー）リミテッドは、ファンドの管理会社としての業務を行い、投資顧問契約に

基づき、HSBCオルタナティブ・インベストメンツ・リミテッドに投資顧問業務を委託している。

　管理会社は運用、コンプライアンス、監督の各業務を担当する従業員を有している。管理会社は、管理会社

のマネージング・ディレクターに対し報告を行う２名のコンプライアンス・オフィサーを有している。

　ファンドの投資戦略は、ファンドの投資顧問会社により監督されている。ファンドの投資戦略の実施は、子

会社監査委員会およびグループ監査委員会の内部監査およびコンプライアンス機能を通じて監督されている。

グループ監査委員会は、内部統制システムの効率性を精査し、HSBC ホールディングスの取締役会に定期的な

報告を行う。投資顧問会社はまた、常勤コンプライアンス・マネジャーを雇用している。さらに投資顧問会社

は、HSBCプライベート・バンクならびにHSBCグローバル・ネットワークにおけるコンプライアンス情報を利用

することができる。

　英文目論見書には、管理会社はステート・ストリート・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッ

ド（以下「管理事務代行会社」という。）との間で管理事務代行契約を締結し、管理事務代行会社に一定の管

理業務を委託している旨が記載されている。最終的な責任は管理会社にあり、管理会社は外部に委託した業務

に関して責任を負う。受託会社はステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ（アイルランド）リ

ミテッドを保管受託銀行に任命しており、資産および評価の会計システムを実質的に一つのプラットフォーム

上で保有している。管理会社は保管受託銀行に対し定期的審査を行う。

 

（４）【分配方針】

　ファンドの分配日は、ファンド証書に記載される通り（適用ある場合）とする。

　管理会社は、受託会社への事前の通知により、ファンドの分配日を変更し、またはある会計期間中の分配の

回数および中間会計期間の回数を増やすことができる。

　発行済の累積型受益証券のみを有するファンドでは、管理会社は、投資に充当可能な全資金がまず当該ファ

ンドによって全株所有される投資会社に対し貸し付けられるように当該ファンドの業務を取り決めることがで

きる。かかる取決めは、特定の受益者に対する租税特典を備えていたり、いなかったりすることがあり、かか

るファンドの累積型受益証券の取得を考えるすべての投資者は、当該累積型受益証券の取得、保有および処分

により生じる同人の租税義務（もしあれば）に関し適切な税務アドバイスを求めるよう勧められる。かかる利

益分配方針の適用があるファンドは、「再投資」されると別紙Ａに表示されている。

 

（５）【投資制限】

　別紙Ａを参照のこと。

　別紙Ａに記載されている借入制限は、各評価時点のファンドの純資産総額を基準にして計算される。同様

に、投資制限は、各評価時点のファンドの純資産総額を基準にして計算される。

　下記の投資制限が日本証券業協会の規定する選別基準に基づいて追加的に課される。

①　空売りの制限

　空売りされる有価証券の時価総額は、ファンドの純資産総額を超えてはならない。

②　借入れの制限
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　借入残高の総額がファンドの純資産総額の10％を超えることとなる借入れを行ってはならない。ただし、

合併等により一時的に10％を超える場合はこの限りではない。

③　同一法人の株式の取得制限

　管理会社により運用されているすべての投資信託の全体においていずれか一発行会社の発行済株式総数の

50％またはいずれか一発行会社の議決権の総数の50％を超えて当該会社の株式を取得することはできない。

（注）上記の料率の計算は、買付時点基準、または市場価格基準のいずれでもよいこととなる。

④　流動性に欠ける組入資産への投資制限

　ファンドの純資産総額の15％を超えて、即時に換金できない私募株式、非上場株式または不動産等の流動

性に欠ける資産に投資することができない。

⑤　不適切取引の禁止

　管理会社が、管理会社または各ファンドの受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引等、ファンド

の受益者の利益の保護に欠け、またはファンド資産の運用の適正を害する取引は、禁止されている。

 

マネージド・アカウントを通じた投資

　ファンドの資産は、マネージド・アカウントに投資されることがある。ただし、かかる投資がファンドの完

全所有子会社（以下「子会社」という。）のみを通じて運用される場合に限られる。子会社の取締役の過半数

は管理会社の取締役でなくてはならない。一または複数のポートフォリオ・マネジャーが、かかる子会社の資

産について投資一任権限を有するものとして任命される。かかるポートフォリオ・マネジャーの氏名は、HSBC

オルタナティブ・ストラテジー・ファンドが随時公表する定期報告書において開示され、株主はいつでも管理

会社の登記上の事務所において情報を照会することができる。ポートフォリオ・マネジャーは、通常、固定運

用報酬と変動成功報酬を受領する権利を有する。管理会社は、例えば、HSBC オルタナティブ・ストラテ

ジー・ファンドの資産を子会社の債権者から隔離するため、またはHSBC オルタナティブ・ストラテジー・

ファンドには適用されない税制優遇策を受けるため、新規に募集を行っていないか、または関連するファンド

の投資対象・投資方針に合致しない投資方針を持つヘッジ・ファンドのマネジャーに資産を割り当てるため

に、有限責任会社として設立された子会社を利用することができる。各子会社は、関連するファンドの投資制

限および投資目的に従って投資を行わなくてはならない。ファンドが一または複数の子会社を通じて投資運用

の一部を行う場合、その資産にはかかる子会社を通じて直接的および間接的に保有される証券や金融商品が含

まれる。HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドは、子会社が発行する全株式または受益証券をHSBC

オルタナティブ・ストラテジー・ファンドに代わり取得するために、ファンドの利用可能資産の一部を利用す

る。一または複数の子会社により発行され、ファンドにより保有される証券は、投資制限規制上はファンドの

投資とはみなされない。したがって、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの監査済年次報告書お

よび未監査半期報告書を作成する場合は、各子会社の財務実績は、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・

ファンドの監査人により監査される関連するファンドの財務実績に連結される。子会社の活動は上記の方法に

より資産を保有することに限定される。さらに、受託会社は、その法律上の義務を果たすためあらゆる方策を

講じることを確保する。
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３【投資リスク】

（１）リスク要因

　投資者によるファンドに対するエクスポージャーは、投資者の投資全体の小さな割合に留めるべきであり、

また、かかる投資者は、投資分全額の損失に十分耐えることができるものでなければならない。

　以下に概述されるリスク警告は、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドを構成する特定ファンド

に該当することもあるが、該当しないこともある。リスク警告が特定ファンドに該当するか否かは、別紙Ａの

「リスク要因とその開示」の項を参照のこと。

①　一般市場リスク

　いかなる市場への投資も、広範な直接的、間接的要因により大きく乱高下したり、様々な度合いの突発的

変動を被ったりする。かかる要因には、自国政府や外国政府による国内取引への介入や干渉、財政金融政

策、為替管理規制の賦課、国際的政治事件、金利の変動、現在の指標に対するトレーダー独自の信頼や将来

への見通しが含まれるがこれらに限定されない。これらすべての変動要因は、時には価格や金利の変動を予

測または予想することがほとんど不可能になる程の乱高下や心理的要因を市場に与える。かかる側面は、当

該市場にエクスポージャーを持つ者にかなりの損失を被らせることになる。

②　ヘッジ・ファンド戦略

　投資家は、ヘッジ・ファンド戦略に投資することに関係する特定のリスクが存在することに留意すべきで

ある。例えば、ある戦略は、レバレッジおよびその他の投機的な投資慣行を利用することがあり、これによ

り投資損失のリスクが高まることがあり、株式等よりも流動性が低いことがあり、即時プライシングまたは

オンデマンド・プライシングまたは評価情報を投資家に提供するよう求められないことがあり、複雑な税制

体系が関係することがあり、ミューチュアル・ファンドと同様の規制要件の対象でなく、多くの場合手数料

が高額である。

③　評価リスク

　ファンドは、当該ファンドの投資対象の評価方法に起因する評価リスクを被ることがある。これらの投資

先ファンドの一部は、ファンド・マネジャーと関係のあるファンドの管理事務代行者またはファンド・マネ

ジャー自身によって評価されることがあり、その結果、かかる評価について、独立した第三者による定期的

または適時の確認が行われないこととなる。したがって、当該ファンドの評価には、特定の評価時点の当該

投資先ファンドの真の価格を反映しないことがあるというリスクが存在し、そのことが当該ファンドに大き

な損失をもたらすことがある。

④　推定価格設定

　ファンドを構成するポートフォリオ内における特定ターゲットに対する集団投資スキームは、投資対象の

管理会社や投資顧問会社が提供する推定価格に基づいていることがある。したがって、申込みまたは買戻請

求の対象となる受益証券の純資産価格は、推定価格設定の要素を反映していることがある。かかる価格設定

は、投資家の要求を充足するため、価格設定について十分な精度を維持しつつ、迅速な取引価格の設定を可

能にする方法として正当化される。

⑤　保管、決済、取引相手方のリスク

　ファンドの資産は受託会社の代理である保管受託銀行または副保管受託銀行によって保管されることがあ

る。保管受託銀行または副保管受託銀行が、ファンドの資産を適切に分別しないリスク、信用力不十分であ

ることを証明するリスク、またはあるファンドに多大な損害を被らせることがある誤謬もしくは不作為の責

任を負うリスクがある。決済リスクは、取引が当事者間で適式に合意されたとおりに完遂されない時に発生

する。かかるリスクは、必要な決済、清算もしくは登録処理上の誤りもしくは不履行によるか、または当該

取引の一方当事者の信用性の欠如に起因することがある。

　取引相手方リスクは、契約当事者が当該契約に基づく義務を履行せず、怠慢した時に発生する。かかるリ

スクの当事者である場合のファンドは、かなりの損失を被ることがある。

⑥　成功報酬

　投資家は、支払うべき成功報酬が各成功報酬計算期間の末日現在の純実現および純未実現評価損益に依拠

し、そのため実現されることのない利益に対して支払われることがあることに留意しなければならない。

⑦　流動性リスク
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　債券と債券デリバティブ商品、通貨に関わる商品と関連デリバティブ商品および株式と株式関連デリバ

ティブ商品は、必ずしも一定の政府の規制または管理の対象となっていない。取引相手方は、随時、特定の

契約または商品のマーケット・メイクを控えることがあり、その場合、かかる契約または商品を既に保有す

る者はそのエクスポージャーを清算することができないことになる。かかる特質は、当該商品を保有する者

にかなりの損失を生じさせることがある。ファンドが突然にその資産のすべてを清算することを余儀なくさ

れた場合、一定の資産は、直ちに清算することが不可能であることが想定されるため、ファンドは自らの裁

量により、また関連する受益者の同意に基づき、かかる資産を受益者に対し、受益証券の持分比率に従って

比例配分することができる。

　対象会計期間の監査済会計書類が完成するまで、投資先ファンドは一定の割合の買戻代金を保有しておく

ことがある。このため、当該会計年度の投資先ファンドの会計処理が完了するまで、受益者の買戻代金全額

の受領遅延を招くことがある。

⑧　レバレッジ・リスク

　ファンドがレバレッジを容認する場合、基本的なファンドのボラティリティはレバレッジが容認されな

かった場合よりも遙かに大きなものになる。このことは、より大きなエクスポージャーに伴うより高いリ

ターンに参加する可能性をファンドに与える一方、市場全般および特定のファンドが価格の下落を被る資産

に投資する場合、ファンドに損失の増加をもたらすことにもなる。

⑨　通貨エクスポージャー

　投資対象の基準通貨で測定された投資価値は、為替相場の変動により生じる利益および／または損失を被

ることがある。かかる変動は、通貨市場にエクスポージャーを持つ者にかなりの喪失を被らせることにな

る。

⑩　サイドポケットの活用

　ファンドは、投資先ファンドがあらゆる流動性のない投資対象を保有するため別勘定（サイドポケット）

を活用することに起因するリスクを被ることがある。投資先ファンドにより別勘定が活用される場合、その

投資資金が当該別勘定から分離されるまで、ファンドまたは受益者が全面的に買戻しを制限されることがあ

る。したがって、ファンドは、投資先ファンドが期限を定めない投資を行う場合には、当該投資対象が清算

されるまで、投資先ファンドの投資実績の影響を受けることがある。

⑪　自由に取引されない通貨のリスク

　取引の自由度が低い通貨でヘッジされたファンドへの投資に関連するリスクは、かかる通貨に特有のもの

ではなく、以下が含まれるがこれらに限定されるものではない。

(a）コスト－該当する受益証券クラスの受益者は、ファンドの基準通貨と受益証券クラスの参照通貨の間の

ヘッジにかかるコストを負担するが、これらのコストは、通常、自由に取引されない通貨に関しては大

きなものとなる。かかるヘッジのコストは、受益者の投資のパフォーマンスに著しい悪影響を及ぼすお

それがある。

(b）合理的とみなされるコストで当該通貨の外国為替市場に管理会社が直接アクセスすることが不可能であ

る場合、管理会社は、絶対的な裁量により、為替契約またはデリバティブ等の代替手段により為替ヘッ

ジを行う。

(c）流動性－当該通貨に関する外国為替市場は、公開の国際為替市場と比較して流動性が低いことがある。

(d）規制／政策の変更－規制または外国為替政策の変更が、当該通貨に関する為替ヘッジを実行しうるかに

著しい影響を及ぼすことがある。

⑫　立法上のリスク

　ファンドの投資先投資対象の投資戦略は、政府や規制当局の行為により影響を受けることがある。法令が

遡及的に適用される可能性があり、または一般には知ることができない内部規則の様式で施行されることが

ある。投資先投資対象が投資戦略を遂行することを禁止するか、または現在の戦略の期待されている収益性

を低下させる法律または規則が導入されることがある。かかる行為は、例えば、機関の国有化もしくは特定

の市場セクターにおける投資戦略の制限（例えば、金融セクターの空売り制限）または要求事項の変更（例

えば、市場への開示事項の増加）および規制当局からの事前通知のない要求事項の適用といったあらゆる形

式をとることがある。

⑬　HSBCグループ開示
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　ファンドにより保有される現金は、HSBCグループの一部、子会社または関連会社である銀行に保管され、

預託されることがある。借り入れできるファンドは、ファンドがその借入制限または限度に違反していない

限り、HSBCまたはその他から借り入れることができる。

　HSBCは、その主要業務が商業・プライベート銀行業務であることにより、ファンドの投資活動に対するま

たは関係する直接もしくは間接の重要な（または非重要な）利害を随時有することがあるが、ファンドへの

投資者またはHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドに対しかかる利害についていかなる責任も、

またその勘定についての説明義務も負うことはない。管理会社は、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・

ファンドの最善の利益のために行為することを追求する。

⑭　投資顧問会社および投資制限

　管理会社は、各ファンドに関して全体的なポートフォリオとリスク管理の責任を留保するが、投資の実行

および関連するコンプライアンス・チェックに関する業務を含めた特定のポートフォリオ運用業務を投資顧

問会社に委託することができる。また、管理会社は、投資顧問会社からの助言および推奨に基づき、ファン

ドの投資目的や戦略を改訂することもできる。かかる場合、投資限度または投資制限に関する重大な変更の

発効前に受益者が希望する場合は受益証券を買い戻すことができるよう事前に通知され、英文目論見書は、

委員会による事前の承認に基づき、改訂または補完される。英文目論見書に記載される投資制限は制限およ

び限度との関係上「最低限の共通指標」とされ、投資顧問会社は全般に、かかる制限に概述されるよりもさ

らに大きな制限を受けることが予想される。投資制限および限度に関係する投資顧問会社の契約上の特定義

務についての詳細は、関係ファンドの受益証券所有者による書面での請求に応じ管理会社により提供され

る。

　管理会社は、各投資顧問会社の業績を検討、監視し、また管理会社がその単独裁量で決定することがある

ファンドに提供された投資アドバイス構成の変更を行う。あるファンドの投資顧問会社の変更については当

該ファンドの受益証券所有者に対し通知されるが、かかる所有者は当該変更に関し議決権を付与されること

はない。

⑮　オルタナティブ投資ファンド運用会社規則

　EUのオルタナティブ投資ファンド運用会社規則（以下「AIFMD」という。）は、ファンド運営活動を行

う、または欧州経済地域（以下「EEA」という。）内に住所地を置くまたは登記上の住所を置く投資家向け

にファンドの持分の販売を行う特定のプライベート・ファンド運用会社の活動を規制する。あるファンドが

EEA内に住所地を置くまたは登記上の住所を置く投資家向けに積極的に販売されている場合、(i）当該ファ

ンドは、特定の報告、開示およびその他のAIFMDに基づく遵守義務の対象となりうるため、ファンドに付加

的な費用および経費を生じさせることがある、（ii）ファンドおよび／または管理会社は、特定のEEA管轄

内の国内法に基づき生じる付加的な規制または遵守義務の対象となりうるため、ファンドに付加的な費用お

よび経費を生じさせるまたはファンドの管理および運営に影響を及ぼすことがある、ならびに（iii）管理

会社は、ファンドおよびスキーム・プロパティに関する詳細な情報が規制当局および第三者が利用可能とす

るよう要求されることがある。

⑯　欧州経済地域（「EEA」）内に住所地を置くまたは登記上の住所を置く投資家に対する通知

　HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドは、非EEAのオルタナティブ投資ファンド運用会社（以下

「AIFM」という。）により管理されている非EEAオルタナティブ投資ファンド（以下「AIF」という。）であ

る。したがって、投資家への開示、規制当局に対する報告およびAIF年次報告に関するAIFMDの規定の一部の

みが適用される。そのため、かかる投資家は、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドがEEAのAIFM

により管理されているEEAのAIFであった場合、AIFMDが想定する全規定の恩恵を受けることはない。

　EEA内に住所地を置くまたは登記上の住所を置く投資家は、AIFMDに基づき開示が要求される重要情報を含

むAIFMD投資家開示書面を参照すべきである。

⑰　周囲との隔絶

　信託証書に従い、各ファンドの資産は、「周囲と隔絶」または「留保」されている。これは、HSBC オル

タナティブ・ストラテジー・ファンドに属する別のファンドの債務をカバーする為に利用できないことを意

味する。

⑱　海外拠点に住所地を置く会社の利用（ガーンジーまたは英領ヴァージン諸島を含む。）

EDINET提出書類

ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 27/168



　各ファンドは、ガーンジーもしくは英領ヴァージン諸島または管理会社または受託会社が利用可能な二重

課税防止条約を念頭に置き適切とみなすその他の地域で登記された全額出資子会社を通じて投資を行う。各

ファンドに代わって行われた全ての投資は、当該子会社により保有される。

⑲　一般リスク

　投資を検討している者は、HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンドへの投資は、投資額全てを失う

リスクを含む、高いリスクを伴うことを認識するべきである。ファンドは、証券、金融先物取引、デリバ

ティブ商品、為替および利率の変動リスク、これらの市場の変動および商品取引することによるレバレッジ

効果ならびに相手方当事者の不履行による損失への潜在的なエクスポージャーといったリスクを含む、高い

リスクを伴う商品に投資し、これを取引する傾向がある。投資プログラムが成功する、または、投資目的を

達成できる保証はない。HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンドの受益証券の価格および価値は変動

する可能性があり、受益証券の価値は当初投資額を下回る可能性がある。

　ファンドが投資するHSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンドの選定および監視中の厳格なデュー・

デリジェンスにかかわらず、これらのファンドの過去の業績は、（収益性または相関性といったいずれの意

味においても）将来の業績を保証するものとみなされることは一切ない。受益証券の買戻しの際またはHSBC

オルタナティブ・ストラテジー・ファンドが解散した場合、投資家は投資額全額を回収できない可能性があ

る。

　各ファンドは、投機的投資方針を追求する投資先ファンドに投資することを目的としている。これらの投

資先ファンドは、一般的に、「ヘッジ・ファンド」または「代替的投資」として知られるカテゴリーに該当

する。同様に、投資対象全般には、商品に係る先物契約およびオプションならびに関連する通貨または金融

商品に係る先物契約に投資するファンドが含まれる可能性がある。かかる投資先ファンドは、オプション権

利、先物契約または証券の空売りなど特別な投資および取引手法を利用する傾向がある。各ファンドは、異

なる投資スタイルを有する異なるファンド・マネージャーにより運用される投資先ファンドを選定し、また

は異なるセクターに投資することによりリスクの分散を図る。

⑳　ボルカー・ルール

　平成25年12月10日、５つの米国連邦金融規制当局は、1956年米国銀行持株会社法（改正済）第13条（以下

「ボルカー・ルール」という。）を施行する共同最終規則（以下「最終規則」という。）を承認した。ボル

カー・ルールは、HSBCグループを含む「銀行会社」が、除外規定が適用される場合を除き、自己勘定取引を

行うことならびに「カバード・ファンド」の所有持分を取得または保持し、または「カバード・ファンド」

を支援しもしくはこれと一定の関係を有することを、原則として禁止する。また、ボルカー・ルールは、一

般的に、HSBCグループが、HSBCグループの関連会社によって支援、助言または組織および募集されているカ

バード・ファンドに信用を供与し、カバード・ファンドから資産を購入し、またはカバード・ファンドとの

間で米国連邦準備法第23A条における意味の「カバード取引」に該当するその他一切の取引を行うことを禁

止する。HSBCグループと当該ファンドとの間の禁止されていない一切の取引は、「市場条件」で行わなけれ

ばならない。管理会社および投資顧問会社を含むHSBCグループの全ての子会社および関連会社は、ボル

カー・ルールおよび最終規則の意味における「銀行会社」である。

　ファンドは、最終規則に基づく「カバード・ファンド」を構成しておらず、将来構成することもない。

ファンドは「銀行会社」とみなされる可能性がある（よって、ボルカー・ルールに服する。）が、最終規則

第10（a）(2）（iv）条は、銀行会社が、受託会社またはその他の同様の受託者の地位において、カバー

ド・ファンドではない顧客を代理して、自らカバード・ファンドの所有持分を保有できることを規定してい

る。

　そのため、管理会社は、ファンドがボルカー・ルールを遵守していると考えている。

 

（２）リスクに対する管理体制

　リスクは複合的な側面を有していることから、HSBC オルタナティブ・インベストメンツ・リミテッド

（HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの投資顧問会社）は、ファンド運用への全体的なアプロー

チによるリスク管理を行っている。ポートフォリオの損失は、投資先ファンドおよびポートフォリオのレベル

における、または予想外の世界的な事象による、相互依存的な一連の要因から生じる可能性がある。投資顧問

会社は、戦略的投資配分、投資先ファンドの取捨選択およびポートフォリオ構築の過程において、投資顧問会
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社の投資運用チームによる積極的なリスク管理を通じて、かかるリスクの管理に努める。さらに、潜在的な利

害関係の対立を排除するために、業務管理責任者への報告義務があるミドル・オフィスにより、運用チームか

ら独立して、ポートフォリオに関する正規のガイドラインおよび制限の遵守が検証される。投資顧問会社のリ

スク管理プロセスは、ヘッジ・ファンドへの豊富な投資経験、十分に設備の整ったグローバル・リサーチ・プ

ラットフォーム、ならびに包括的な一連の固有リスク管理とポートフォリオ構築の手段によってサポートされ

ている。

　ファンドは、ヘッジ目的のためにのみデリバティブ取引等を利用する。管理会社は、デリバティブ取引等の

想定元本がファンドのポートフォリオの純資産を超えないように管理する（簡便法）。
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

①　海外における申込手数料

　HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

　　別紙Ａを参照のこと。

　管理会社は、あるファンドの受益証券の発行に応じ、各ファンドの別紙に記載されるとおりの買付金に対

する一定料率の当初申込手数料を買付代金から控除することができる。特定のファンドの現行当初申込手数

料料率の引上げについては最初にすべての新規申込者または申込予定者（影響を受ける場合）に通知され、

新規の料率を記載した新しい投資信託説明書が発行される。

②　日本国内における申込手数料

　日本国内における申込手数料は、発行価格に3.24％（税抜き3.0％）以内で定められている料率を乗じて

得た額とする。申込手数料とは、購入時における商品内容の説明および投資に関する情報の提供ならびに購

入に関する事務手続等の対価として支払われるものであり、日本における販売会社または販売取扱会社に対

して、その約定に従い支払われる。管理会社は、申込手数料を一切受領していない。

 

（２）【買戻し手数料】

①　海外における買戻し手数料

　HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

　　別紙Ａを参照のこと。

　管理会社は、あるファンドの受益証券の買戻しに応じ、各ファンドの別紙に記載されるとおりの買付代金

に対する一定料率を上限とする買戻し手数料を買付代金から控除することができる。特定のファンドの現行

買戻し手数料の料率の引上げについては最初にすべての受益者に通知され、新規の料率を記載した新しい投

資信託説明書が発行される。

②　日本国内における買戻手数料

　日本において、買戻手数料は、課せられない。

　なお、管理会社は、HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドについて、最低投資期間を取引日から

１年間と定めている。管理会社は、いつでもHSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドのすべての受益

者に関して、絶対的裁量により最低投資期間を放棄する権利を有するが、その場合には、原則として、買戻

代金の５％の買戻留保金を課すことができる。かかる買戻留保金はHSBC スペシャル・オポチュニティ・

ファンドに支払われるものとする。詳細は別紙Ａを参照のこと。

 

（３）【管理報酬等】

（ⅰ）管理報酬および投資顧問会社の報酬

　管理会社は、各ファンドの資産から支払われる管理報酬を受領することができる。管理報酬は、各取引日

に計算、計上され、これに関する計算は、365日で除した最終取引日以降の経過日数で乗じた管理報酬料率

と純資産価格とを乗じたものとする。各ファンドの現行の管理報酬料率は、別紙Ａ記載の通りである。最大

管理報酬料率を上限とする管理報酬料率の増加は、効力発生日の30日前までに受益者に通知されなければな

らない。最大管理報酬料率の引上げは、受益者の承認を必要とし、十分な通知が行われるまで発効しない。

　管理報酬は、信託証書に定める管理会社としての業務の対価として、管理会社に支払われる。投資顧問報

酬は、投資顧問契約に基づく投資顧問業務の対価として投資顧問会社に支払われる。
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(a）管理報酬

　あるファンドが別の一ファンドまたは複数ファンドに投資する場合、管理会社は、管理報酬の二重請求が

発生しないよう確保する措置をとるものとする。管理会社は、その絶対的裁量により、信託財産から支払わ

れる管理報酬に関連して当該管理報酬の全額または一部を受益証券所有者または仲介者に対し割り戻すこと

ができる。また、管理会社は、その絶対的裁量により、当該管理報酬から受益者に対して割戻しを支払うこ

とができる。現行の当該報酬の取決めの開示の概要については下記を参照すること。

　平成28年４月30日に終了した会計年度にHSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドについて支払われ

た管理報酬は、842,352米ドルである。

報酬の開示

　一定の過去および現在の販売会社は、管理会社から受領する販売報酬を、その他の仲介者および／または

ファンドの直接的または間接的な受益者である顧客と分け合うことができる。

　過去の付随的な取決めに基づき、約２名の受益者に、それらが投資しているファンドに関して支払う管理

報酬の100％までの払戻しを受ける権利が付与されている。これは、管理会社によって、自身の報酬から支

払われる。

(b）投資顧問報酬

　管理会社は、投資顧問会社に管理報酬から投資顧問報酬を支払う。

　投資顧問会社は、ファンドの資産の中から、投資顧問報酬または管理事務代行報酬、および適用ある場合

には、成功報酬を受領することができる。当該報酬の金額は、別紙Ａに別途記載された特定の場合を除き、

ファンドの純資産額に対する料率で計算される。

（ⅱ）呼値スプレッド

　受益証券一口に当たりの発行価格の計算において、管理会社は、受益証券一口当たり純資産価格に呼値ス

プレッド（もしあれば）を加算することができ、かかるスプレッドは、管理会社が決定し、別紙Ａに明示さ

れる受益証券一口当たり純資産価格に対する料率とする（以下「呼値スプレッド」という。）。呼値スプ

レッド（もしあれば）を加算した一口当たり純資産価格が発行価格（以下「発行価格」という。）となる。

（ⅲ）成功報酬

　ファンド証書により容認される場合、管理会社は、現行実績期間開始時の受益証券一口当たり純資産価格

と比較した当該評価時点の受益証券一口当たり純資産価格の上昇率（以下「増加額」という。）が当該イン

デックスの計算リターン（以下「インデックス・リターン」という。）を超え、かつ実績期間開始時の受益

証券一口当たり純資産価格がそれ以前の実績期間末現在の受益証券一口当たり純資産価格をも下回らない場

合、各評価時点に成功報酬（以下「成功報酬」という。）を計上することができる。インデックス・リター

ンは、該当する場合適切な複合要素を含む当該実績期間中のインデックスへの投資の増加率として計算され

る。なお、かかるインデックスは、３月、６月、９月および12月の最終評価時点現在の実勢市場金利に沿っ

て更新される。

　成功報酬はハイ・ウォーターマーク・ベースで計算される。

　ある評価時点の増加額が当該日のインデックス・リターンを超える場合、管理会社は、当該評価時点に発

行済の受益証券口数を乗じた超過分に対し成功報酬料率を適用して計算された報酬を計上することができ

る。各ファンドの成功報酬料率については関連ファンド証書に詳述されている。実績期間は、当初募集期間

の終了時に開始し、当初募集期間の終了後少なくとも６か月経た12月31日に終了し、その後は各暦年（12月

31日）に終了する。

　毎年12月31日現在計上されている成功報酬は、ファンドの信託財産から管理会社に支払われ、一度支払わ

れた成功報酬に払戻しの義務はない。

　管理会社は、その裁量により成功報酬に対する管理会社の権利を全面的または部分的に放棄することがで

きる。管理会社は、その絶対的裁量により、信託財産から支払われるいかなる費用に関しても、当該費用の

全部または一部について割り戻しを行うことができる。成功報酬の取決めは、かかる報酬取決めがない場合

よりもさらに投機的な投資またはさらに損失リスクの大きな投資を管理会社が行うインセンティブとなるこ

とがある。
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　成功報酬の計算は一部未実現の利益（また未実現の損失）に基づいており、かかる未実現の利益が当該

ファンドにより全く実現されないことがあることを投資者は留意すべきである。

　成功報酬の金額を含む（ただし、それに限られない。）本報酬に関し疑義のある場合、当該事項は監査人

に委ねられ、その決定は最終的なものとされる。

　成功報酬は、ファンド資産の運用業務の対価として、管理会社に支払われる。

　平成28年４月30日に終了した会計年度にHSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドについて支払われ

た成功報酬は、０米ドルである。

（ⅳ）受託報酬

　受託会社は、ファンドの資産から支払われる受託報酬を受領することができる。受託会社の報酬は、管理

報酬と同じ基準で計算され、計上される。

　ファンドに対する受託会社の報酬の現行料率は、別紙Ａに記載される通りである。

　受託報酬は、信託証書に基づく受託業務の対価として受託会社に支払われる。

　平成28年４月30日に終了した会計年度にHSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドについて支払われ

た受託報酬は、58,890米ドルである。

 

（４）【その他の手数料等】

（ⅰ）営業費用

　法的費用、監査報酬（監査人に支払う監査に係る報酬等）、受益証券価格の各種新聞紙上での公告、仲介

手数料、印刷、税金（法人税、源泉徴収税等）、登録手数料、ファンドの信託財産の全部または一部を保管

するためにファンドが全額出資投資会社を維持するコスト（適用ある場合）、管理会社、受託会社および投

資顧問会社の他の一定の管理コストと諸費用を含むが、それらに限定されないその他一切の手数料および費

用は、信託財産から原価で支払われるものの、リスク集約費用およびFXヘッジ・サービス強化費用は投資顧

問会社の経費となり、信託財産から原価で支払われることに、特に留意すべきである。特定ファンドに帰属

していないと管理会社がみなす負債の場合、管理会社は、受託会社との協議の上、ファンド間に当該負債が

割り当られまたは割当変更される基準を決定する裁量権を有する。

（ⅱ）設立費用

　HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの設立と各ファンドおよび受益証券クラスの設定におい

て管理会社が負担した当初設立費用は、まず管理会社が支払い、別紙に別途記載される場合を除き、その

後、一ファンドまたは受益証券クラスに割り当てられる最大額が25,000米ドルまたは他の通貨相当額を超え

ないように各ファンドまたは受益証券クラス間に割り当てられる。あるファンドまたは受益証券クラスへの

割当額は当該ファンドまたは受益証券クラスに対し請求され、その資産から支払われ、その後当該ファンド

または受益証券クラス内の会計処理を目的とし、５年を超えない期間にわたり償却される。

　上記に代えて、管理会社は、当該費用を引き続き負担し、５年を超えない期間にわたり按分して当該ファ

ンドまたは受益証券クラスに対し毎週負担額を課すことができる。ただし、各ファンドまたは受益証券クラ

ス当たりの年次負担額は年間当たり5,000米ドルまたは他の通貨相当額を超えないものとする。随時、

（ａ）管理会社の意見によれば、長期の継続的利益を有するかおよび／または一もしくは複数のファンドま

たは受益証券クラスに関係する特別の性質の追加費用が発生することがあり、（ｂ）新ファンドまたは受益

証券クラスが設定され、それにより現在の設立費用が分担されることになり、また（ｃ）既存ファンドまた

は受益証券クラスが終了し、これに関し既に賦課済みの費用がまだ償却されていないことがある。かかるす

べての場合、管理会社は、受託会社の事前の承認を得て、償却額を調整し、償却期間を５年以下に短縮する

ことができる。ただし、いかなるファンドまたは受益証券クラスにおいても償却されるべき費用の期限前支

払総額は、いずれの時点にても25,000米ドルまたは他の通貨相当額を超えないものとし、ファンドまたはク

ラス受益証券の年間償却額、管理会社により賦課される手数料が年額5,000米ドルまたは他の通貨相当額を

超えないことを条件とする。

　上記の（ｉ）および（ⅱ）の費用の額は、投資者が間接的に負担することになるが、運用状況等により変

動するため、事前に料率、上限額等を示すことができない。また、上記の手数料・報酬等の合計額について

は、投資者がファンドの受益証券を保有する期間等に応じて異なるため、表示することができない。
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　平成28年４月30日に終了した会計年度にHSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドについて支払われ

たその他の費用（上記（ｉ）および（ⅱ）を含むがこれに限定されない。）は、78,000米ドルである。

 

（５）【課税上の取扱い】

（Ａ）日本

　本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

Ⅰ　ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合

(イ）受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。

(ロ）国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資

信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。

(ハ）国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンド

の分配金については、20.315％（所得税15.315％、住民税５％。平成50年１月１日以後は20％（所得税

15％、住民税５％）の税率となる。）の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。

　日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになるが、確定

申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。

　確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等（平成28年１月１日施行の改正租税特別措置法

（昭和32年法律第26号。その後の改正を含む。）に定める上場株式等をいう。以下同じ。）の譲渡損失

（繰越損失を含む。）との損益通算が可能である。

(ニ）日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との

差益を含む。）については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ

15.315％の税率による源泉徴収が日本国内で行われ（一定の公共法人等または金融機関等を除く。）、

一定の場合、支払調書が税務署長に提出される（平成50年１月１日以後は15％の税率となる。）。な

お、益金不算入の適用は認められない。

(ホ）日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合（他のクラスの受益証券に転換し

た場合を含む。）は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益（譲渡価額から

取得価額等を控除した金額（邦貨換算額）をいう。以下同じ。）に対して、特定口座内での源泉徴収を

選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315％（所得税15.315％、住民税５％。平成50年１

月１日以後は20％（所得税15％、住民税５％）の税率となる。）の税率による源泉徴収が日本国内で行

われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一だが、確定申告

不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。

　譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が

可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降３年間の繰越も可能である。

(ヘ）日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)と同様の

取扱いとなる。

(ト）日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支

払調書が税務署長に提出される。

（注）日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ガーンジーに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設

を有しない場合、受益証券への投資に対しガーンジー税務当局により課税されることは一切ない。

Ⅱ　ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合

(イ）受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。

(ロ）国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信

託の普通分配金と同じ取扱いとなる。

(ハ）国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンド

の分配金については、20.315％（所得税15.315％、住民税５％。平成50年１月１日以後は20％（所得税

15％、住民税５％）の税率となる。）の税率による源泉徴収が行われる。

　日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもでき

るが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもで

きる。
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　申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等（租税特別措置法に定める上場株式等をいう。Ⅱに

おいて、以下同じ。）の譲渡損失（繰越損失を含む。）との損益通算が可能である。

(ニ）日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との

差益を含む。）については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ

15.315％の税率による源泉徴収が日本国内で行われ（一定の公共法人等を除く。）、一定の場合、支払

調書が税務署長に提出される（平成50年１月１日以後は15％の税率となる。）。なお、益金不算入の適

用は認められない。

(ホ）日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合（他のクラスの受益証券に転換し

た場合を含む。）は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対して、特定

口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315％（所得税15.315％、住

民税５％。平成50年１月１日以後は20％（所得税15％、住民税５％）の税率となる。）の税率による源

泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であ

るが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。

　譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が

可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降３年間の繰越も可能である。

(ヘ）日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)と同様の

取扱いとなる。

(ト）日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支

払調書が税務署長に提出される。

（注）日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ガーンジーに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設を

有しない場合、受益証券への投資に対しガーンジー税務当局により課税されることは一切ない。

Ⅲ　HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドおよびファンドは、税法上、公募外国株式投資信託と

して取り扱われる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性

もある。

Ⅳ　税制等の変更により前記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの

詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。

 

（Ｂ）全般

　投資家は、申告書またはあらゆる税務（すべての所得税、キャピタル・ゲイン税、富裕税および固定資産

税を含むが、これらに限定されない。）に関するその他の必要書類の提出およびその支払について有するこ

とがある義務を遂行する責任を負う。投資もしくは資産の保有または処分、さらに実現した収益、分配また

は損失は、投資家の適用ある本籍地、居住地、市民権または保有する資産の種別を含むがこれらに限定され

ない多数の要因に起因して税務上の影響を受けることがある。特定の国々では、本籍地、居住地または市民

権の取得地に関わりなく、域外効力を有する税制を有していることがある。管理会社は、いかなる法律上ま

たは税務上の助言も行わず、投資家は、独立した法律または税務アドバイザーから法律上または財務上の助

言を求めるべきである。HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンドの購入申込みを行うことにより、投

資家は、管理会社、受託会社、投資顧問会社または販売会社のいずれも、税務上の義務ならびに／または第

三者により提供される法律上および／もしくは税務上の助言に対する責任を負わないことを認識し、同意す

るものとする。

　課税を回避しうるか、回避が望ましい場合、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドまたはいず

れかのファンドが、収益の受領またはキャピタル・ゲインもしくは取引益に関し、いずれかの国で租税義務

を意図的に負うことになることは予想されていない。さらに、管理会社は、総合的な収益（課税控除を計算

に入れた後）が依然として魅力ある投資となる場合を除き、いずれかのファンドがある投資対象に対する利

益の支払について源泉徴収税の課税対象となる場合、当該投資対象を取得することを予定していない。ファ

ンドが税金を負担する場合、管理会社は、かかる税金を、潜在する税金の影響を勘案して当該投資決定がな

された上での税金であるとみなすことができる。
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　投資を行おうとする者には、自国でまたはファンド受益証券の取得、保有もしくは処分との関連する現在

もしくは過去の関係国で（当該国での保管会社またはノミニーの利用を含む。）自己に適用される税金の影

響に関し助言を求めることが強く勧められる。

　管理会社または受託会社は、概ね、その目的のために設立された投資対象保有会社を通してファンドの資

産を保有する。かかる会社は、英領ヴァージン諸島または利用可能な当該二重課税条約を勘案して管理会社

または受託会社が適当とみなす他の地域において設立されることがある。

　投資を行おうとする者には、ファンドの受益証券の購入、保有または処分に関連して、自国で自己に適用

される税金の影響に関し助言を得ることが強く勧められる。

 

（Ｃ）ガーンジー

　以下の記述は、ガーンジーの現行の税法および公表された実務慣行の一定の側面について、一般的な指針

とすることのみを目的としており、かかる税法および実務慣行はいずれも、遡及的効果を持って変更される

可能性がある。以下の記述は、網羅的ではなく、一般的な性質のものであり、税務上の助言を構成するもの

ではなく、また、税務上ガーンジー（オールダニーおよびヘルムを含む。）に居住し、その受益証券を実質

的に投資目的で保有する投資家（別段の表示がある場合を除く。）にのみ適用される。以下の記述は、有価

証券のディーラー、保険会社、集団投資スキームまたは任務もしくは職業を理由にもしくはこれらに関連し

て受益証券を取得したもしくは取得したとみなされる者等の一定の種類の投資家の地位について扱うもので

はない。税務上の地位について疑問のある投資家は、独立した専門家からの助言を求めることが推奨され

る。

ファンド

　ガーンジーの所得税に関わる責任者は、その意見によれば、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファ

ンドが1989年所得税（免税機関）令（改訂済）に基づきガーンジーにおける所得税免除の適格性を有してい

ることを確認している。HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドは現在ガーンジーの所得税を免除

されており、継続的に免除を得るために毎年申請を予定しており、またかかる免除を維持するためには、

ファンドは、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドによって支払われる年間報酬コスト（現在年

間当たり1,200スターリング・ポンド）を分担することになる。管理会社は、年次毎に認められるかかる免

税上の地位をHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドが維持するようにHSBC オルタナティブ・スト

ラテジー・ファンドとファンドの業務を遂行する予定である。

　ガーンジーは、資産の相続、証券のキャピタル・ゲイン、贈与、売却または出来高に対し課税せず、また

財産税は存在しない。受益証券の発行、譲渡、転換または買戻しに関してはガーンジーでは印紙税は課され

ない。

受益証券所有者

　あるファンドの受益証券に関わるすべての利益分配は、ガーンジーのあらゆる所得税の控除なしで行われ

る。ただし、かかる受益証券の所有者は、ガーンジーの所得税法上ガーンジー、オールダニーまたはヘルム

の居住者とはみなされず、また居住者とみなされる他の者のノミニーとして行為していないことが必要であ

る。受託会社は、受益者が居住者である場合、ガーンジーの所得税に関わる責任者に対し、ガーンジー、

オールダニーまたはヘルムの居住者である受益者に対して支払われた分配金の詳細を提示しなければならな

い。

 

（Ｄ）FATCA

　FATCAは、外国口座税務コンプライアンス法（Foreign Account Tax Compliance Act）の略である。同法

は、米国内での租税回避を防ぐことを目的とした制定法の部分である。

　米国財務省（「財務省」）および米国国税庁（「IRS」）により導入されたFATCAの目的は、米国人が自ら

の収益および資産に対する米国租税を回避するための銀行およびその他の金融機関の利用を制限することに

より、より良い税務遵守を促進することである。

　国際的な税務遵守を改善し、FATCAを制定するため、世界的に多数の国々が米国政府との政府間協定

（「IGA」）を締結している。これらのIGAにより、FATCA法がこれらの国々における現地法の一部となる。
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　米国内国歳入法の第1471条から第1474条（「FATCA」）により、FATCA第1471条(d）(4）に定義される外国

金融機関（「FFI」）に対する特定の支払には、かかるFFIがFATCAに準拠していない場合30％の源泉徴収が

課される。HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンドは、FFIであり、よってFATCAの対象である。

　米国内財源からの利息、配当およびその他特定の種類の収益を構成するHSBCオルタナティブ・ストラテ

ジー・ファンドおよびファンドに対する支払には、かかる源泉徴収税が適用される。2019年１月１日以降、

かかる源泉徴収税は、米国株式、債券および米国源泉配当または利息支払をもたらすその他特定の資産の売

却またはその他の処分により受領した総収益にも適用される。

　これらのFATCA源泉徴収税は、(i）ファンドがFATCAの規定およびそれに基づく関連規則、通知および発表

に従いFATCAに服する場合、または（ii）ファンドが適切なIGAに服する場合を除き、ファンドに対する支払

に課されることがある。

　ファンドは、自らの収益がFATCA源泉徴収税の対象となることがないよう確保するため適切な時期にFATCA

を遵守することを予定している。ガーンジーは、米国とIGAを締結しており、FATCAに関する現地規則を施行

している。HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンドおよびファンドは、かかるIGAの要項および現地

の施行規則を遵守することを意図している。ガイダンス・ノート原案は、ガーンジー内で公表されている。

　FATCAの定める義務を遵守するため、HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンドおよびファンドは、

自らの米国の課税上の地位を確定するための特定の情報を投資家から入手する必要がある。投資家が特定の

米国人、米国所有の非米国企業、非参加FFI（「NPFFI」）である場合または必要書類を提供しない場合、

HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンドおよびファンドは、これらの投資家に関する情報を該当税務

当局に報告する必要があることがある。かかる情報には、投資家、投資家の最終的な実質所有者および／ま

たは支配者、ならびに投資家によるセレクション・ファンドおよびファンドへの投資およびそのリターンに

関する一定の事項が含まれる場合がある。

　投資家またはHSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンドおよびファンドの持分を保有するために用い

られる仲介機関が、HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンドおよびファンド、それらの代理人もしく

は授権された代表者に、HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンドおよびファンドがFATCA（または類

似の制定法）を遵守するために必要な正確、完全かつ真正な情報を提供することができない場合、または

NPFFIである場合、当該投資家は、投資家に分配可能であったであろう金額に対する源泉徴収の対象となる

ことがあり、さらに(i）HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンドおよびファンドの持分を売却するこ

とを余儀なくされること、または（ii）特定の状況において、投資家のHSBCオルタナティブ・ストラテ

ジー・ファンドおよびファンドの持分が非任意的に売却されることがある。HSBCオルタナティブ・ストラテ

ジー・ファンドおよびファンドは、自らの裁量において投資家の同意を得ずに、HSBCオルタナティブ・スト

ラテジー・ファンドおよびファンドがFATCAを遵守するために適切または必要とみなす手段を講じるための

補完的な契約を締結することができる。

　投資家は、FATCA上の要件についての自らの状況に関し税務アドバイザーに相談すべきである。とりわ

け、仲介機関を通じて受益証券を保有する投資家は、投資利益に対してFATCA源泉徴収税が適用されること

のないよう、それらの仲介機関がFATCAを遵守しているか確認すべきである。

 

（Ｅ）共通報告基準

　2014年２月13日、経済協力開発機構は、FATCAに基づき報告すべき情報に準ずる、金融機関の口座情報を

自動的に交換するための世界的な規準を定めることを目的とした、「共通報告基準」を公表した。2014年10

月29日、51の国・地域が、共通報告基準に従いFATCA同様の情報を自動的に交換することを開始する、権限

のある当局による多国間協定（以下「多国間協定」という。）に調印した。以降、多国間協定に調印した

国・地域は増加し、合計で100を超える国・地域が共通報告基準の採用を約束している。これらのうち50以

上の国・地域が、2016年１月１日より共通報告基準を採用している。

　多国間協定に調印した早期採用国・地域（ガーンジーを含む。）は、2017年９月までに初回の情報交換を

実施するために努力する旨約束している。その他の国（日本を含む。）については、2018年から情報交換に

参加することが見込まれている。

　共通報告基準および2016年１月１日から共通報告基準を実施するためにガーンジーで制定された法律に基

づき、共通報告基準を採用した国・地域の居住者もしくは共通報告基準を採用した国・地域の居住者である
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１名以上の自然人により支配される企業である一定の投資家について、関連する免除が適用される場合を除

き、一定の開示要件が課されることになる。また、一定のデューディリジェンス義務も課されることにな

る。該当する場合、開示が必要となる情報には、投資家、投資家の最終的な実質所有者および／または支配

者、ならびに投資家によるセレクション・ファンドおよびファンドへの投資およびそのリターンに関する一

定の詳細が含まれることになる。共通報告基準は、草案形式で公表され、経済協力開発機構発行の指針に

よって補完された指針に従い、ガーンジーの国内法を介して実施される。

 

（Ｆ）税務情報請求

　現地もしくは外国の法律、制定法もしくは規制に従い現地もしくは外国の規制当局もしくは税務当局

（「税務当局」）が行う情報請求（「税務情報請求」）を遵守するため、ならびに／またはファンドの税務

報告および会計処理義務（FATCAまたは共通報告基準によるものを含むがこれらに限定されない。）を充足

するため、管理会社および／または受託会社は、企業体の状況の情報、個人税務情報、受託会社または管理

会社に向けた税務情報請求内で税務当局により指定され、管理会社および／または受託会社が保有してい

る、またはかかる投資家が管理会社または受託会社に提供する投資家に関係する付加的な情報を、かかる税

務当局対し収集、保存、使用、処理、開示、報告することがある。

　多くの国々は、共通報告基準の適用を含め、情報報告に関する税制の導入過程にある。HSBCオルタナティ

ブ・ストラテジー・ファンドおよびサブ・ファンドは、かかる要件の正確な指標は十分に明らかでないもの

の、適用を受けることがあるかかる税制を遵守する意向である。結果として、HSBCオルタナティブ・ストラ

テジー・ファンドおよびサブ・ファンドは、かかる国の法律に基づく投資家の税務状況および各投資家に関

する情報を当該政府当局に対する開示のため入手することが必要となることがある。
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５【運用状況】

運用実績は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。

（１）【投資状況】

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

（平成28年８月末日現在）

資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）

投資信託

ケイマン諸島 43,482,791.16 82.24

ヴァージン諸島 9,393,747.14 17.77

小計 52,876,538.30 100.01

現金その他の資産（負債控除後） －6,263.09 －0.01

合計（純資産総額）
52,870,275.21

(5,455百万円)
100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド
      （平成28年８月末日現在）

順
位

銘柄 国名 種類
保有株数
（株）

取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資

比率
（％）単価 金額 単価 金額

1

D.E. Shaw Composite

International Fund L.P. -

Ordinary Series Restricted

(SOP) Jul 16

ケイマン
諸島

投資
信託

1.00 605,002.53 605,002.53 9,677,690.31 9,677,690.31 18.30

2

Tyrus Capital Event Fund

Ltd - Class A USD Voting

(Non-Restricted)

ケイマン
諸島

投資
信託

27,284.84 116.50 3,178,678.04 164.14 4,478,618.88 8.47

3

East Lodge Capital Credit

Opportunities Fund, Ltd -

Class B USD

ケイマン
諸島

投資
信託

4,000.00 1,000.00 4,000,000.00 975.85 3,903,408.08 7.38

4

CQS Directional

Opportunities Feeder Fund

Limited - Class B USD

Shares Non New Issues

ケイマン
諸島

投資
信託

744.02 1,652.29 1,229,346.28 5,208.21 3,875,031.15 7.33

5

Davidson Kempner

International, Ltd. - Class

C Tranche 3 Series 1 Jan

2016

ヴァージ
ン諸島

投資
信託

22,610.49 126.70 2,864,859.94 171.06 3,867,653.40 7.32

6

ENA Opportunity Offshore

Fund Ltd - Class C Shares

Restricted Series Jan 16

ケイマン
諸島

投資
信託

4,000.00 1,000.00 4,000,000.00 956.40 3,825,589.20 7.24

7

Beach Point Total Return

Offshore Fund II, Ltd. -

Series V - 01 Nov 2007

ケイマン
諸島

投資
信託

2,521.59 1,119.91 2,823,958.68 1,508.32 3,803,363.93 7.19

8

Davidson Kempner

International, Ltd. - Class

C Tranche 4 - 01Jan16 (SOP)

ヴァージ
ン諸島

投資
信託

28,857.44 100.00 2,885,744.40 127.51 3,679,487.73 6.96

9
JHL Capital Group Fund Ltd.

- Class C Restricted
ケイマン
諸島

投資
信託

4,000.00 1,000.00 4,000,000.00 917.80 3,671,200.80 6.94

10

Starboard Value and

Opportunity Fund Ltd. -

Class A Series 92

ケイマン
諸島

投資
信託

1,350.76 2,499.18 3,375,802.80 2,389.70 3,227,921.50 6.11

11
Third Point Ultra Ltd. -

Class C - Series 8
ケイマン
諸島

投資
信託

418.88 4,844.11 2,029,100.83 5,128.46 2,148,210.67 4.06

12

Marcato International Ltd -

Class B Sub Class B1

Initial Series

ケイマン
諸島

投資
信託

1,224.53 1,655.96 2,027,771.15 1,585.40 1,941,374.76 3.67

13

ENA Opportunity Offshore

Fund Ltd - Class C Shares

Restricted Series 1 Dec 15

ケイマン
諸島

投資
信託

1,500.00 1,000.00 1,500,000.00 955.28 1,432,912.95 2.71

14

Paulson Enhanced Ltd -

Class BR Series 081401 HH -

Lot 48670481

ケイマン
諸島

投資
信託

25,000.00 100.00 2,500,000.00 52.43 1,310,666.83 2.48

15
Third Point Ultra Ltd. -

Class D - Series 22
ヴァージ
ン諸島

投資
信託

1,074.16 1,000.00 1,074,156.00 1,114.48 1,197,130.78 2.26

16
Third Point Ultra Ltd. -

Class C - Series 12 NI
ヴァージ
ン諸島

投資
信託

555.95 1,112.16 618,301.45 1,136.02 631,566.96 1.19

17

Davidson Kempner

International, Ltd. - Class

C Tranche 1 Series 1 Jan

2016 NI

ケイマン
諸島

投資
信託

358.04 399.93 143,193.52 521.73 186,802.10 0.35

18

AG Super Fund International

Ltd. - SOP Class XXXX

Series 1

ヴァージ
ン諸島

投資
信託

6.01 1,546.42 9,294.00 1,606.98 9,657.95 0.02

19

AG Super Fund International

Ltd. - SOP Class XXXX

Series 2

ヴァージ
ン諸島

投資
信託

5.14 1,543.97 7,936.00 1,605.12 8,250.32 0.02
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②【投資不動産物件】

　平成28年８月末日現在、該当事項なし。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

　平成28年８月末日現在、該当事項なし。
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

　平成28年８月末日前一年間における各月末および下記会計年度末のファンドの純資産の推移は、次の通り

である。

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

（米ドル・クラス受益証券)

 純資産総額 一口当たり純資産価格

 米ドル 百万円 クラス 米ドル 円

第１会計年度末

（平成20年４月末日）
601,665,000.00 62,080 米ドル 113.23 11,683

第２会計年度末

（平成21年４月末日）
290,572,000.00 29,981 米ドル 78.79 8,130

第３会計年度末

（平成22年４月末日）
304,090,009.72 31,376 米ドル 99.12 10,227

第４会計年度末

（平成23年４月末日）
244,549,884.22 25,233 米ドル 98.58 10,171

第５会計年度末

（平成24年４月末日）
105,144,171.21 10,849 米ドル 101.25 10,447

第６会計年度末

（平成25年４月末日）
82,838,978.49 8,547 米ドル 119.30 12,309

第７会計年度末

（平成26年４月末日）
75,327,234.72 7,772 米ドル 133.82 13,808

第８会計年度末

（平成27年４月末日）
66,098,117.17 6,820 米ドル 140.20 14,466

第９会計年度末

（平成28年４月末日）
56,903,578.21 5,871 米ドル 134.73 13,901

平成27年９月末日 57,144,052.22 5,896 米ドル 130.79 13,495

10月末日 55,885,654.74 5,766 米ドル 133.85 13,811

11月末日 55,133,151.25 5,689 米ドル 132.27 13,648

12月末日 52,178,075.70 5,384 米ドル 130.76 13,492

平成28年１月末日 56,868,029.48 5,868 米ドル 127.23 13,128

２月末日 56,448,257.71 5,824 米ドル 126.29 13,031

３月末日 59,792,000.66 6,169 米ドル 133.52 13,777

４月末日 56,903,578.21 5,871 米ドル 134.73 13,901

５月末日 57,154,068.30 5,897 米ドル 135.48 13,979

６月末日 56,336,337.16 5,813 米ドル 133.56 13,781

７月末日 52,339,790.92 5,400 米ドル 136.05 14,038

８月末日 52,870,275.21 5,455 米ドル 137.41 14,178

（注）「HSBCスペシャル・オポチュニティ・ファンド」は、平成23年9月30日付でポートフォリオの再編が行われ、その後、ポートフォリオ内

の非流動性資産については、別のサブ・ファンド「SOF リアライゼーション・ファンド」において運用されている。
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＜参考情報＞

純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移

 

 
 

②【分配の推移】

　ファンドは、分配金相当額を再投資する累積型であり、分配の推移について該当事項はない。別紙Ａを参

照のこと。

 

③【収益率の推移】

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

（米ドル・クラス受益証券）

会計年度
前会計年度末の一口当たり

純資産価格（米ドル）

会計年度末の一口当たり

純資産価格（米ドル）
収益率（％）

第１会計年度 － 113.23 13.23

第２会計年度 113.23 78.79 －30.42

第３会計年度 78.79 99.12 25.80

第４会計年度 99.12 98.58 -0.54

第５会計年度 98.58 101.25 2.71

第６会計年度 101.25 119.30 17.83

第７会計年度 119.30 133.82 12.17

第８会計年度 133.82 140.20 4.77

第９会計年度 140.20 134.73 －3.90

（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ

ａ＝会計年度末の受益証券一口当たり純資産価格（当該会計年度の分配金の合計額を加えた額）

ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の一口当たり純資産価格（分配落の額）。ただし、第一会計年度については、当初募集時

における受益証券一口当たり純資産価格（100米ドル）とする。

EDINET提出書類

ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 43/168



＜参考情報＞

年間収益率の推移

 

 

（４）【販売及び買戻しの実績】

　下記会計年度におけるファンドの販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末における発行済口数は、

次の通りである。

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

（米ドル・クラス受益証券）

会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数

第１会計年度
4,737,826.52

（187,964.07）

230,352.94

（0）

4,507,473.58

（187,964.07）

第２会計年度
310,168.94

（14,091.91）

1,702,657.10

（38,272.77）

3,114,985.42

（163,783.21）

第３会計年度
22,025.41

（5,324.45）

490,166.16

（23,195.70）

2,646,844.67

（145,911.96）

第４会計年度
9,178.26

(0)

489,428.98

(12,734.60)

2,166,593.95

(133,177.36)

第５会計年度
0

(0)

1,261,552.69

(73,809.92)

905,041.26

(59,367.44)

第６会計年度
0

(0)

264,140.63

(17,241.93)

640,900.63

(42,125.51)

第７会計年度
20,856.13

(0)

134,173.32

(13,040.27)

527,583.44

(29,085.24)

第８会計年度
9,391.42

(0)

83,731.66

(6,182.96)

453,243.20

(22,902.28)

第９会計年度
32,486.50

(0.00)

84,512.15

(1,646.51)

401,217.55

(21,255.77)

（注１）（　）内の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。

（注２）第１会計年度の販売口数には、当初申込期間の販売口数が含まれる。
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第２【管理及び運営】

 

１【申込（販売）手続等】

（１）海外における販売手続等

適格投資家

　ファンドの受益証券の申込みを行う者は、適格投資家でなければならない。適格投資家とは、（ⅰ）18歳以

上であり、（ⅱ）米国人ではなく、（ⅲ）同人に影響する各国または政府機関のすべての法律、財務要件、為

替管理規制に従って当該ファンドの受益者である資格があり、（ⅳ）同人が受益者となることによって、HSBC

オルタナティブ・ストラテジー・ファンド、いずれかのファンド、もしくは他の受益者が租税義務を負うこと

にならず、または本来負担もしくは被り得ないその他金銭上、財務上、規制上等の不利益を被ることになら

ず、また（ⅴ）HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドまたはいずれかのファンドが1940年米国投資

会社法（改正済）に基づき登録を要求されることにならないと定義される。

　受益証券を取得し、保有することは、当該投資家が適格投資家であることを継続的に表明し、保証すること

になる。適格投資家でなくなったことを認識した受益者はその所有受益証券を適格投資家に譲渡するか、また

は当該受益証券の買戻しを請求しなければならない。管理会社または名義書換事務代行会社の意見により適格

投資家ではない受益者は、強制的に買い戻されることがある。「強制買戻し」の項の以下の情報をご参照下さ

い。

　さらに、管理会社および名義書換代理人は、米国人が株主（または、これに準ずる者）となっているファン

ドによる受益証券の申込みを拒絶する権利を留保している。

マネー・ロンダリング規制

　管理会社および名義書換事務代行会社は、受益証券申込みの受付および資金の受領に際してデュー・ディリ

ジェンスを行うことを義務づける国内外の反マネー・ロンダリングおよびテロリズム防止規則（1999年ガーン

ジー刑事司法（犯罪収益）（改正済）ならびに金融犯罪およびテロリスト金融に関する金融サービス事業向け

の委員会のハンドブック（改正済）を含むが、これに限られない。）（以下「適用あるAML法」という。）に

服する。適用あるAML法により、管理会社および／または名義書換事務代行会社は、国内外で調査を行い、そ

の承知する調査結果および状況を報告することを要求されている。

　名義書換事務代行会社は、受益証券の申込みを行う個人や法人の身元の証明を要求する。したがって、受益

証券の申込人は、初回の受益証券の申込みの際には必ず、申込書の関連の項目に記入し、必要な添付書類とと

もに提出しなければならない。

　身元確認の目的で要求された情報の提出に遅滞・不履行がある場合には、名義書換事務代行会社は申込みや

申込金の受理を拒否することができ、また、申込後に要求された情報については、情報が提出されるまで買戻

代金の支払を拒否することができる。

マネー・ロンダリングおよびテロリズム金融の抑止

　マネー・ロンダリングおよびテロリズム金融の防止を目的とした措置は、投資家の身元、住所、資金源なら

びに該当する場合には、リスクについてセンシティブに対応して実質的な所有者の詳細な検証およびHSBC オ

ルタナティブ・ストラテジー・ファンドとの取引関係の継続的な監視を必要とする。

　一例として、投資家は、（ⅰ）正式名、旧名（旧姓等）およびその他の通称、（ⅱ）主たる居住地の住所、

（ⅲ）生年月日および出生地、（ⅳ）国籍、（ⅴ）職業、就いている公職および該当する場合には雇用者の氏

名、ならびに（ⅵ）公的な個人識別番号その他個人の写真が付された有効期限内の公的文書（例：パスポー

ト、身分証、居住許可証、社会保障記録、運転免許証）に記載された固有の識別番号を含む識別データの提供

を求められる。

　法人の投資家の場合、法人としての法人格を確認するために以下の提出が求められる場合がある。（ⅰ）該

当する場合、設立証書（またはその同等物）、（ⅱ）法人が解散、名簿抹消、清算または終了しておらず、現

在そのいずれも進行中ではない旨の確認を含む、会社登録検索、（ⅲ）直近の監査済年次財務書類の写し、

（ⅳ）基本定款および通常定款または同等の設立関連文書の写し、（ⅴ）取締役名簿の写し、（ⅵ）株主名簿

の写し、（ⅶ）電子的情報源を含む、独立した情報照会先（例：ビジネス情報サービス）、（ⅷ）口座の開設

および口座署名者の登録を承認した取締役会決議の写し、ならびに（ⅸ）主たる事業所への直接訪問。
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　重要な公的地位を有する者（以下「PEP」という。）についても、その身元が特定されなければならない。

PEPとは、（Ａ）ガーンジー以外の国・地域内で、その時期にかかわらず、現在または過去において、（ⅰ）

国家元首または首相、（ⅱ）高位の政治家その他政党の重要幹部、（ⅲ）政府高官、（ⅳ）上級裁判官、

（ⅴ）軍高官、および（ⅵ）国有企業の経営幹部を含むがこれらに限定されない重要な公的地位にある者、も

しくはそのような地位に選任もしくは任命された者、（Ｂ）当該個人の家族（その配偶者、パートナー（公的

地位を保有している国・地域の法律により「パートナー」が配偶者に相当するものとみなされている場合）、

親、子供、兄弟姉妹、義理の親もしくは孫を含むがこれらに限定されない。）、または、（Ｃ）（ⅰ）当該個

人と緊密な取引関係を維持していることが広く知られている者、もしくは（ⅱ）当該個人のために大規模な金

融取引を行う立場にある者を含むがこれらに限定されない、当該個人と近しい関係にある者をいう。

　投資家の資金源および富の源泉を理解することは、特にPEPとの関係においては、顧客デューディリジェン

スの重要な要素である。資金源とは、取引関係または一見取引を目的とした資金を生み出す活動をいう。富の

源泉とは、資金源とは区別されるもので、取引関係の内外においてある個人の純資産総額を生み出した活動、

すなわち、顧客の純資産および財産を生み出した活動をいう。資金源または富の源泉の確認にあたり、資金源

および富の源泉に関するリスクの影響ならびに申込者の資金源および／または富の源泉を生み出した活動の地

理的範囲を検討し、文書化しなければならない。

　管理事務代行会社、管理会社および名義書換事務代行会社はそれぞれ、投資家の身元、住所、資金源を検証

する必要がある情報を請求する権利を有する。投資家または申込者による身元確認のために要求された情報の

提出に遅滞・不履行が生じた場合、管理会社、名義書換事務代行会社または管理事務代行会社は、申込みまた

は申込金の受領を拒絶することができる。さらに、管理会社、名義書換事務代行会社または管理事務代行会社

は、かかる状況において、買戻請求の処理または買戻代金の支払を拒絶することもできる。申込者は、買戻代

金が登録口座にのみ振り込まれることに留意しなければならない。

　受益証券の各申込者は、かかる情報および資料が請求されたが、申込者により提出されなかった場合に受益

証券の申込みまたは買戻請求の処理できなかった結果生じた損失に関して、管理事務代行会社、管理会社、名

義書換事務代行会社およびファンドが補償され、免責されることを認識する。さらに、管理会社、名義書換事

務代行会社または管理事務代行会社は、管理会社、名義書換事務代行会社または管理事務代行会社のいずれか

により、特定の受益証券保有者に対する買戻代金または分配金の支払が適用のある反マネー・ロンダリング規

制またはその他の法令に違反または違反となる可能性が疑われるか、またはそのような助言を関連する法域内

の者から受けた場合には、当該受益証券保有者に対して買戻代金の支払または分配を行うことを拒否する権利

を有し、また、かかる拒否がファンド、管理会社、管理事務代行会社または名義書換事務代行会社が関連する

法域における法令遵守を確保するために必要または適切であると判断される場合も同様とする。

「顧客を知る」の規制

　HSBCグループは、厳格に「顧客を知る」という方針で営業しており、管理会社、受託会社および名義書換事

務代行会社はそれぞれ、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドに提供する役務に関しかかる方針に

従う。

契約証書

　契約証書は、取引成立後２営業日以内に発行される。受益証券一口当たり純資産価格が公表されるまで取引

は成立しない。詳細な情報については、後記「４　資産管理等の概要　(1）資産の評価」を参照のこと。名義

書換事務代行会社は、場合に応じ当該ファンドの受益証券の口数と種類、価格、支払われるべき対価総額また

は買戻し額、取引日の期日、賦課される当初手数料または買戻し手数料額、受益者名簿に記入される登録細目

を記載した契約証書を、受益証券申込者または受益証券を買い戻す所有者に対し送付する。

受益証券の申込み

　ファンドの受益証券が発行される前に、名義書換事務代行会社は、管理会社が認める体裁で完成された申込

書を受領することを要する。

　ファンドの受益証券の当初買付申込みについて、管理会社がその絶対的裁量により低価額の受諾に同意する

場合を除き、ファンドの最低保有金額（HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドの米ドル・クラス受益

証券：100,000米ドル）を下回らない価額でなければならない。

　関連するクラス受益証券の通貨建ての決済用キャッシュは、当該取引日の４営業日前の午後11時59分（ガー

ンジー時間）までに、名義書換事務代行会社が受領していなければならない。
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　上記の時刻までに決済用キャッシュが受領されなかった場合、申込みはキャンセルされ、申込可能な翌取引

日に処理されることがある。

　ファンドの基準通貨以外の通貨で受領した申込金は、管理会社の裁量により決定される換算レートにより、

管理会社または指定の代理人によって必要とされる通貨に換算される。受益証券は記名式であるため、受益証

券の所有に係る券面は発行されない。端数の受益証券は小数第２位まで発行される。買付金から当初手数料

（もしあれば）の控除後、名義書換事務代行会社は、得られた金額を当該受益証券の発行価格で除して発行さ

れる受益証券口数を決定する。

　当初申込み後、継続申込みは、（書面により事前に名義書換事務代行会社が同意した様式または方法によ

り、また名義書換事務代行会社の要求に従って）電子的に受諾することもできる。

　受益証券の現物による申込みは、管理会社の絶対的な裁量および信託証書に基づいて受理される。ただし、

申込者が受益証券の発行を選択し、かつ明示的に同意し、申請者によって提供される資産が発行される受益証

券と等価の価値を有し、提供資産が関連するファンドに適用のある投資目的および投資制限を遵守し、発行さ

れる受益証券口数が相当する現金額に対して発行される口数を超過せず、申込みの条件が既存受益者の利益を

侵害しないと管理会社が判断する場合でなければならない。

情報保護

　投資者は、自身のためまたは実質上の所有者のために、ファンドへの投資に合意することにより、管理会社

が2001年ガーンジー情報保護法（以下「情報保護法」という。）および関連する法令に従いファンドに対する

投資者の権利を適正に記録し、現在価値およびファンド書類の変更を含むファンドへの投資に関する事項につ

いて受益者に助言するため個人情報を保有し処理できること、および管理会社がその義務を履行し規制上の要

件を遵守するため以下の事項を行うことができることを了解し、受諾する。

（ａ）投資者に関する信用およびマネー・ロンダリングの確認のため個人情報を処理することを含む、ファン

ドへの投資により義務付けられまたはこれに関連する投資者個人情報(機微な個人情報を含む。)を処理

すること。

（ｂ）投資者に関連しておよび一般的にファンドへの投資に関して必要な場合、投資者と連絡を取ること。

（ｃ）投資者に関連しておよび一般的にファンドへの投資に関して必要と管理会社が判断する第三者または

ガーンジーもしくは欧州経済地域外の第三者を含む情報保護法により必要な第三者に個人情報を提供す

ること。

（ｄ）当該者がガーンジーまたは欧州経済地域外の者である場合にもかかわらず、処理のため受託会社および

登録機関に制限なく当該個人情報を提供すること。

（ｅ）管理会社の内部管理事務のため投資者の個人情報を処理すること。

更に、投資者は、ファンドへの投資に同意することにより、自身のためおよび実質上の所有者のため

に、アイルランドの1988年－2003年の情報保護法に従って、（ファンドに代わる情報処理者としての名

義書換事務代行会社が個人情報が処理することを了解し、受諾する。投資者の情報は、ファンドの名義

書換事務代行会社がその業務を遂行するため、また、会社法、反マネー・ロンダリングおよびテロリス

ト資金調達防止規制に基づく義務を含む、法的義務を遵守するために処理される。名義書換事務代行会

社は、法律上または規制上の理由により必要な場合、投資者の情報を第三者に開示する。これには、監

査人、（EU預金利子指令に基づく）アイルランド税務当局、アイルランド中央銀行、データ保護委員会

またはガーンジー法に基づき適切に構成された裁判所などの第三者への開示が含まれる。投資者は、

ファンドへの投資に同意することにより、情報確認を目的とする名義書換事務代行会社との通話の録

音、個人情報を前記のとおりまた管理会社に開示すること、必要な場合または名義書換事務代行会社も

しくは管理会社の正当な利益のため、名義書換事務代行会社および／または管理会社のグループ会社

（アイルランドと同様の情報保護法を有していない場合もある欧州経済領域以外の国に所在する会社を

含み、名義書換事務代行会社および管理会社は、かかる個人情報をマーケティング目的で開示または利

用する権限を有していないものと理解される。）への情報開示を含む、個人情報の処理に同意する。

受益者は、管理会社および名義書換代事務代行会社がそれぞれの法規上の義務の履行、金融犯罪リスク

の管理およびその他の活動において、受益者および実質上の所有者に関する個人情報を取り扱うことを

自身または実質上の所有者のために認識し、受諾する。その他の活動には、ファンドおよび第三者に対

する個人情報の開示ならびに国外への転送が含まれるが、さらなる詳細は個人情報の保護方針
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（http://www.hsbcnet.com/gbm/global-utilities/privacy-data-protection.html）に記載されてい

る。

受益証券の譲渡

　受益証券は、名義書換事務代行会社の容認する書式を完成させることにより、管理会社または名義書換事務

代行会社が事前に承認した場合を除き、譲渡されることはない。譲受人が既存の受益者ではない場合、当該譲

受人は、当該譲渡が行われる前に、可能な限り早く申込書に記入し、必要に応じて、身元証明書類とともに名

義書換事務代行会社に提出し、または別途書面により同様な情報、表明および約束を名義書換事務代行会社に

提供することを要する。受益証券の譲渡は、上記要件が充足された期日直後の取引日にのみ効力を生じる。

（２）日本における販売手続等

　日本においては申込期間中のファンド証券の申込みの取扱いが行われる日に、ファンド証券の申込みの取扱

いが行われる。

　日本における販売会社または販売取扱会社は、口座約款を投資者に交付し、当該投資者から当該口座約款に

基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受ける。日本における申込みの取扱時間は、原則として

東京時間午後２時までとする。HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドの米ドル・クラス受益証券の販

売の最低単位は100,000米ドルである。

　ファンド証券一口当たりの発行価格は、原則として、評価時点（HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファ

ンドについては各暦四半期の最終営業日の午後５時（ガーンジー時間））の一口当たり純資産価格である。

　日本の投資家による申込金額の支払は、日本において受益証券の申込書を日本における販売会社または販売

取扱会社に提出するのと同時に行われる。各申込日の発行価格の総額は、日本における販売会社または販売取

扱会社によって、日本において受益証券の申込書が受領されまたは受領されたとみなされる、HSBC スペシャ

ル・オポチュニティ・ファンドについては、３月、６月、９月および12月の最終営業日までに、管理会社が管

理する顧客口座にファンドのクラス証券の基準通貨により払い込まれる。ただし、顧客により払い込まれた発

行価格の総額は、日本における約定日（日本における販売会社または販売取扱会社が申込みの注文の成立を確

認した日）後、受益証券の日本における受渡日まで、日本における販売会社または販売取扱会社が開設する取

引口座に保管される。

　日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンド証券の保管を日本における販売会社または販売取扱

会社に委託し投資契約を締結した投資者に対し、日本における約定日後すみやかに取引報告書を交付する。申

込金額の支払は、原則としてファンドのクラス証券の基準通貨によるものとし、クラス証券の基準通貨と円貨

との換算は日本における約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本にお

ける販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。

　日本国内における申込手数料は、発行価格に3.24％（税抜き3.0％）以内で定められている料率を乗じて得

た額とする。

　なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンドの純資産総額

が１億円未満となる等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基

準」に受益証券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができない。

　上記「（１）海外における販売手続等」の記載は、必要な限度で日本においても適用される。
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２【買戻し手続等】

（１）海外における買戻し手続等

最低投資期間

　管理会社は、受益証券について買戻しが可能になるまで保有されていなければならない最低期間（以下「最

低投資期間」という。）を指定することができる。かかる最低投資期間は、受益証券が発行された取引日から

１年間である。管理会社は、いつでもすべての受益者に関して、絶対的裁量により最低投資期間を放棄する権

利を有し、買戻代金の５％または受益者に通知され英文目論見書で公表されるその他のレートの買戻留保金を

課すことができる。かかる買戻留保金はファンドに支払われるものとする。

買戻手続

　買戻請求の価値は、管理会社がその絶対的裁量でより低価額の受付に同意する場合を除き、関連ファンドの

最低取引金額（HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドの米ドル・クラス受益証券：100,000米ドル）を

下回らないものでなければならない。残りの保有受益証券数が関連する最低保有金額を下回ることになるよう

な、保有受益証券の一部の買戻請求が受領された場合、管理会社は、その絶対的裁量で全保有受益証券数に対

する申込みとみなすことができる。

　買戻請求は名義書換事務代行会社へのファクシミリ、電子方式または書面による請求で行うことができる。

買戻代金が事前に指定された銀行口座に払い込まれる場合、共同受益者のいずれか一人が買戻しを請求するこ

とができる。

　管理会社、販売会社、名義書換事務代行会社および受託会社は、買戻請求に応じたが、その後偽りであるこ

とが判明した場合、受益者が被った損失について責任を免除される。

　取引日に買い戻されたあらゆるクラス受益証券に関し、買戻代金は、受益証券の価格の決定から４営業日以

内に名義書換事務代行会社への当該受益者の指示に従い支払われる。かかるすべての支払は、受益者が別途指

示する場合を除き、関連ファンドの基準通貨で行われ、その際、管理会社またはその代理人は、当該受益者の

代理人として、その適正とみなす為替レートおよび条件により外国通貨の換算を行う。

　一口当たり買戻価格は、信託証書に従い（特定のファンドに関しては当該ファンド証書に従い）決定された

一口当たり純資産価格とされる。

　ファンドの純資産価格の計算が停止されている期間には買戻代金の支払は行われない。

　買戻請求もまた、（書面により事前に名義書換事務代行会社が同意した様式または方法により）名義書換事

務代行会社の要求に従って、電子的に受諾することができる。ファクシミリまたは電子的に送信された買戻請

求は、支払が登録口座へ行われる場合のみ処理することができる。

　管理会社の絶対的裁量および信託証書に基づき、受益証券は現物で買戻しを行うことができる。ただし、受

益者が受益証券を買い戻す際に現金の代わりに信託財産を受領することを選択し、かつ、これに明示的に同意

し、受益者に譲渡される信託財産が買い戻された受益証券の価値に相当し、管理会社の意見において買戻条件

が関連するファンドの残存受益者に損害を与えないものであることを条件とする。

遅延した申込み、購入および買戻請求の受理ならびに申込金の遅れた受領

　ファンドについて、管理会社は、絶対的な裁量により、前記の締切時間の後で、関連する取引日である評価

時点より前に受け取った申込み、購入および買戻請求を受諾し、ならびにかかる申込金を受領することができ

る。

買戻代金支払に関する必要な指示

　全受益者は、買戻代金の払込先の銀行口座を指定するよう勧められ、これを行う機能が申込書に記載されて

いる。買戻代金の払込先の銀行口座を変更する名義書換事務代行会社への指示またはその他何らかの方法で支

払を行うようにとの名義書換事務代行会社への別途の指示は、共同受益者の場合は全受益者が署名した書面に

より受領されなければならない。ファクシミリまたは電子的な指示では不十分である。

取引日に買い戻されるファンドの受益証券口数の制限

　管理会社は、取引日に買い戻される一つのファンドの受益証券口数を、当該日の直前の発行済受益証券総口

数の５％以下となるよう制限することができる。管理会社によるかかる裁量の行使により買い戻されない受益

証券は、翌取引日に繰り越され、買戻通知が事後に受領された他の受益証券に優先して比例按分して買い戻さ

れる。
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強制買戻し

　後記「４資産管理等の概要（５）その他（イ）ファンドの解散」に記載のとおりファンドが終了される場

合、受益証券は名義書換事務代行会社によって強制的に買い戻される。

　ある受益者が適格投資家ではないことを管理会社または名義書換事務代行会社が知るに至った場合、管理会

社は、翌取引日に当該者の保有する受益証券の買戻しを、当該日について決定された買戻価格で行い、当該代

金を当該者に送金することができる。そのほか、管理会社または受託会社のために行為する名義書換事務代行

会社は、当該買戻しがHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンド、ファンドまたは保有者等の最善の利

益になると管理会社または受託会社がその絶対的裁量により判断し、その判断を名義書換事務代行会社に通知

した場合も、いかなる者の保有する受益証券も強制的に買い戻すことができ、かかる判断により、管理会社お

よび受託会社のいずれも、当該受益者を含む何人にも当該判断の理由を開示することを要しない。

 

（２）日本における買戻し手続等

　日本における受益者は、HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドについて、３月、６月、９月および

12月の最終営業日の95日前に買戻請求を行うことにより日本における販売会社または販売取扱会社を通じて管

理会社に対して受益証券の買戻しを請求することができる。HSBCスペシャル・オポチュニティ・ファンドにつ

いて、最低投資期間は取引日から１年間である。かかる期間中、管理会社は、ファンドへ支払われる５％の買

戻留保金を課すことができる。HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドの買戻しは、当該取引日の１年

目の応答日またはその直後の暦四半期の最終営業日から行うことができる。管理会社は、いつでもHSBC スペ

シャル・オポチュニティ・ファンドのすべての受益者に関して、絶対的裁量により最低投資期間を放棄する権

利を有し、買戻代金の５％または受益者に通知され英文目論見書で公表されるその他のレートの買戻留保金を

課すことができる。かかる買戻留保金はHSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンドに支払われるものとす

る。

　買戻請求書には、買い戻されるべき受益証券の口数を明記しなければならない。買戻請求により投資者が保

有する受益証券の残高がファンドの最低保有額を下回ることとなる場合、買戻請求は、その保有するすべての

受益証券の買戻請求として取り扱われることがある。

　代行協会員が必要と認める場合、日本において買戻請求を取り扱わないことがある。日本における買戻請求

の取扱時間は、原則として東京時間午後２時までとする。ファンドの日本における買戻請求の取扱日に関する

照会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。

買戻しに関して、買戻し手数料は課されない。

　買戻代金の支払は、原則としてファンドのクラス証券の基準通貨によるものとし、クラス証券の基準通貨と

円貨との換算は、別段の定めがない限り、当該取引の日本における約定日における東京外国為替市場に準拠し

たもので、日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。

　日本における買戻代金の支払は、日本における約定日から起算して日本における４営業日目に行われる。

　上記「（１）海外における買戻し手続等」の記載は、必要な限度で日本においても適用される。
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３【転換手続等】

（１）海外における転換手続等

　あるクラス受益証券のファンドの受益証券（「保有受益証券」）の所有者は、保有受益証券の全保有分また

は一部保有分を、かかるファンドの別のクラス受益証券（「新受益証券」）の受益証券に転換するよう名義書

換事務代行会社に請求することができる。かかる請求は、当該請求の実行日である取引日のガーンジー時間午

後11時59分までに（ただし、保有受益証券および新受益証券のファンド概要にそれぞれ規定されている買戻し

または申込みのための通知期間に服する。）名義書換事務代行会社が受領していなければならない。かかる請

求の結果、当該所有者が最低保有限度以下の受益証券所有者となる場合、名義書換事務代行会社は、その単独

裁量により、当該請求の拒絶または容認を選択することができる。名義書換事務代行会社がかかる受益証券の

転換請求を実施する以前に、当該保有者は、新受益証券に関しても適格投資家として資格を有していることを

要し、管理会社、名義書換事務代行会社または受託会社が要求する追加情報を名義書換事務代行会社に提供す

ることを要求されることがある。

　保有受益証券から新受益証券への転換については、当該ファンドの分配口座に振り替えられる未分配の金員

に対する調整を条件として、転換される保有受益証券口数を関係取引日に適用される新受益証券の受益証券一

口当たり純資産価格に乗じて計算され、また得られた金額が新受益証券の基準通貨以外の通貨である場合、名

義書換事務代行会社は、新受益証券の申込みについて前述したものと同様な条件で当該通貨を必要とされる通

貨に転換する。必要とされる通貨の転換を条件として、名義書換事務代行会社は、次に、得られた金額を、新

受益証券の発行価格で除す。ただし、保有受益証券と新受益証券が同日の取引日ではない場合、新受益証券の

発行価格は、新受益証券の直後の取引日現在で計算される価格とする。

 

（２）日本における転換手続等

　各ファンドについて、日本において転換は取り扱われない。
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４【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①　純資産価格の決定

ファンドの純資産総額

　各ファンドの取引日は、別紙Ａに表示されている。管理会社は、その裁量により、管理会社が決定する目

的のために、上記取引日に加えて他の日を取引日として指定することができる。

　ファンドの純資産総額は、取引日毎に計算され、評価時点におけるファンドの資産総額から負債総額を差

し引いて決定される。資産総額は、現金、経過利息、評価時点現在ファンドが受領できる分配金およびすべ

ての長期保有投資対象の（以下の通り評価される）価値の合計額である。負債総額にはすべての発生負債

（管理報酬、受託報酬、レバレッジ手数料、借入れおよび借入費用を含む。）の価値が含まれる。

　証券市場で相場付けされ、売買される投資対象は、対象資産の主要市場における買呼値で評価される。当

該価格もしくは相場が入手できない場合または管理会社の意見によれば適正市場価格を反映していない場

合、投資対象は、管理会社が適正価格とみなす価格で評価されることになり、かかる価格は、評価時に適正

な売却において入手し得たであろう価格を基準にして管理会社が適切な注意義務をもって決定する。その他

の投資対象は、場合に応じ信託証書または当該ファンド証書の規定に応じて評価される。管理会社が異なる

時期に相場付けもしくは入手される価格または金利を使用して一定の種類の投資対象の評価を決定する場

合、管理会社は、当該方法が当該ファンドに関しある評価時点から次の評価時点まで一定のままである場合

にはそのまま当該方法によることができる。管理会社は、資産および負債に帰属する価格の決定においてそ

の合理的判断を行使することができ、また当該ファンド全体の利益のために誠実に行為する場合、かかる評

価は現在または過去のファンドの受益者による異議申立を受けることにはならない。

　買戻請求および買付申込みに適用される受益証券一口当たり純資産価格は、投資先ファンドの運用者また

はアドバイザーが提供するファンドが保有する投資先ファンドの持分の純資産価格の推定値（「推定価

格」）を基準とする。管理会社は、推定価格の決定においてその合理的判断を行使することができ、また

ファンド全体の利益のために誠実に行為する場合、かかる評価は現在または過去のファンドの受益者による

異議申立を受けることにはならず、当該受益証券に関しては管理会社によるさらなる支払または調整は行わ

れない。かかる価格設定方針の合理的根拠は、管理会社が投資家の要求に応じるべく受益証券の価格設定上

十分な正確性を維持しつつ受益証券の毎月の取引価格を提示するというプロセスを迅速化することである。

ただし、推定価格の設定の採用にもかかわらず、一口当たり純資産価格を推定価格ではなく実際の純資産価

格に基づくものとさせるために、評価時点からファンドの受益証券一口当たり純資産価格が決定するまでに

は最大17日の遅れが生じることとなる点に投資家は注意すべきである。これは、ファンドの受益証券を買い

付ける投資家にとり、投資家に割り当てられる受益証券口数の最終的確認の遅延を意味し、また買い戻す投

資家にとっては、かかる買戻しによる買戻代金の計算の遅延を意味することになる。投資家に対する買戻代

金の支払にあたり借入れを利用する必要がある場合、かかる買戻代金を調達するための関連する借入費用

は、かかる投資家に対する買戻代金から控除するのではなく、ファンドの純資産総額の将来の計算に含まれ

る（また、かかる借入費用は、受益証券一口当たり純資産価格の計算に、また、受益証券を買い戻す投資家

に対するその時の受益証券一口当たり純資産価格に基づくその後の支払代金の控除として、比例的に含まれ

る。これにより、投資家は、借入費用および買戻代金の調達費用について同じ扱いを受ける。）。契約証書

は、受益証券一口当たり純資産価格が決定されてから２営業日以内に発行される。

受益証券一口当たり純資産価格

　受益証券一口当たり純資産価格は、ファンドの純資産総額を入手して、当該取引日直前のファンドの受益

証券発行済口数で除して（小数第２位未満切上げ）計算される。

②　純資産価格の決定の停止

　管理会社は、下記の期間の全期間または一部期間、ファンドの純資産価格および評価の決定を停止するこ

とがある。

（ⅰ）ファンドの投資対象の大部分が通常取引される市場において取引が停止または制限される期間。

（ⅱ）管理会社の意見によれば、これによりファンドの資産の評価が実行不能となるような非常事態を構成

する状況の存続期間。
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（ⅲ）受益者からの受益証券の買戻しが、管理会社の意見によれば適用法の違反となる期間。

（ⅳ）管理会社の意見によれば、ファンドの投資対象の大部分を換金すること、不当に遅滞することなくも

しくは該当する場合通常の為替レートでかかる換金を行うこと、またはその他当該換金に係る現金に

よる手取金を受領することが不可能になるような状況が存在する期間。

（ⅴ）当該ファンドが投資する他のファンドの受益証券の取引の停止期間または純資産価格の計算の停止期

間。

　かかる停止が５営業日以上存続することが予想される場合、当該ファンドの全受益者は、書面による通知

により当該停止および当該停止の終了について通知を受け、また可能な場合、かかる通知は当該受益証券の

価格が通常公告されるガーンジーの官報や、ウォール・ストリート・ジャーナル・ヨーロッパ、インターナ

ショナル・ヘラルド・トリビューン（ヨーロッパ版）および管理会社が随時決定するその他の新聞ならびに

その他の刊行物に掲載されることがある。

　ファンドの純資産価格の計算が停止されている期間中、受益証券の発行または買戻しは行われない。

　管理会社は、買付申込みの受諾が停止され、受益証券の発行が行われない旨をいつでも決定することがで

きる。

（２）【保管】

　日本の投資者に販売されるファンド証券については、記名式の券面は発行されず、管理事務代行会社は、日

本における販売会社を名義人とする確認書を日本における販売会社に交付する。受益者に対しては、日本にお

ける販売会社または販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が交付される。

（３）【信託期間】

　HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドおよびファンドは2106年またはこれ以前に終了する。

（４）【計算期間】

　各ファンドの会計年度（「会計期間」）は、毎年４月の最終営業日に終了する。

（５）【その他】

（イ）ファンドの解散

（ⅰ）管理会社が清算（受託会社が事前に承認した任意清算を除く。）を開始するか、管理会社の資産に対

し管財人が任命された場合、もしくは管理会社が営業を停止する場合、（ⅱ）管理会社がその義務の履行不

能となるか、その義務を十分に履行しない場合、またはHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドも

しくはファンドに悪評をもたらすか、受益者の利益を害するとみなされることを行った場合、または（ⅲ）

受託会社が退任を希望し、管理会社が受託会社の希望の通知を受けてから６か月以内に新任の受託会社が指

名されていない場合、受託会社は、一部または全部のファンドを終了することができる。

　ファンドの存続が違法となるか、実行不能となるか、もしくは望ましくなくなる場合、または、もはや投

資家の最善の利益ではなくなる場合、管理会社は、当該ファンドを終了することができる。ファンドの純資

産額が、1,000万米ドルまたは相当額を下回り、管理会社が経済的に存続させるべきではないと考える場

合、管理会社は、当該ファンドを終了することができる。

（ⅰ）ファンドの受益者の単純多数により決議が採択された場合、または（ⅱ）委員会による認可が取り消

された場合、クラスＢ規則に従い、当該ファンドが終了することがある。HSBC オルタナティブ・ストラテ

ジー・ファンドは全ファンドが終了されるまでは終了することができない。

　ファンドの終了後、管理会社は、受託会社のためにすべての投資対象を換金し、すべての残存借入金を返

済し、受益者に対し分配可能な当該ファンドの受益証券一口当たり金額を決定する旨信託証書に規定されて

いる。受託会社は、その後可能な限り速やかに受益者に対し、当該ファンドの受益証券に対する各々の持分

に比例按分して当該純受取代金を分配するものとし、またその後６年間受益者による請求のない金員は放棄

されたものとみなされ、管理会社に対しその自己の勘定で支払われる。ファンドの終了後、管理会社および

受託会社は、全受益者への最終分配が行われる前に、当該ファンドに係る既存のまたは偶発債務を充足する

ための引当金として受託会社が留保すべき金額（もしあれば）を確定する旨信託証書に定められている。

（ロ）信託証書の変更

　受託会社および管理会社は、その適切とみなす方法および範囲で信託証書およびファンド証書の規定を捺

印証書により修正、変更または追記することができる。ただし、当該修正、変更または追記が受益者の利益

全般または特定ファンドの利益を大きく損なわず、受託会社または受託会社もしくは管理会社の代表に対し
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受益者に対する責任を大幅に免じるように運用されない限り、かかる修正、変更または追記は、当該ファン

ドまたはHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンド（場合による。）の受益者集会の決議の裁可なし

には実施されないものとする。かかる修正、変更または追記は、受益証券に関し追加の支払を行う義務また

は受益証券に関し追加責任を負う義務を受益者に対し課すものではない。

（ハ）関係法人との契約の更改等に関する手続

投資顧問契約

　投資顧問契約は、当事者が書面にて合意した場合に限り修正することができる。同契約は、一方当事者が

他方当事者に対し、１か月前に書面による通知をすることにより終了させることができる。また、同契約に

指定された事項が発生する場合、直ちに書面により通知することにより、投資顧問会社または管理会社によ

り終了させることができる。

　同契約は、ガーンジー法に準拠し、同法に従って解釈される。

管理事務代行契約

　管理事務代行契約は、管理事務代行会社および管理会社の間の書面合意により変更することができる。同

契約は、契約期間または更新された期間の終了の90日前に更新をしない旨の通知を送付する場合を除いて、

当初の契約期間について自動的に更新される。同契約の各当事者は、同契約に指定された事項が発生する場

合、直ちに他方当事者に対して書面により通知することにより、同契約を終了させることができる。同契約

は、また、契約上の問題について60日以内に管理事務代行会社により解決されない場合、90日前の通知によ

り、管理会社により終了することができる。

　同契約は、アイルランド法に準拠し、同法に従って解釈される。

包括保管契約

　包括保管契約は、保管受託会社および受託会社の間の書面合意により変更することができる。同契約は、

契約期間または更新された期間の終了の90日前に更新をしない旨の通知を送付する場合を除いて、当初の契

約期間について自動的に更新される。同契約の各当事者は、同契約に指定された事項が発生する場合、直ち

に他方当事者に対して書面により通知することにより、同契約を終了させることができる。同契約は、ま

た、契約上の問題について60日以内に総保管受託銀行により解決されない場合、90日前の通知により、管理

会社により終了することができる。

　同契約は、アイルランド法に準拠し、同法に従って解釈される。

名義書換事務代行委託契約

　名義書換事務代行委託契約は、一方の当事者が他方当事者に契約終了の旨を６か月前に通知した場合や、

当事者双方の早期終了の合意がある場合等には、終了させることができる。

　同契約は、ガーンジー法に準拠し、同法に従って解釈される。

代行協会員契約

　代行協会員契約は、一当事者が他の当事者に対し、３か月前に書面による通知をすることにより終了され

る。

　同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ

る。

受益証券販売買戻契約

　受益証券販売買戻契約は、一当事者が他の当事者に対し、３か月前に書面による通知をすることにより終

了される。

　同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ

る。

 

５【受益者の権利等】

（１）【受益者の権利等】

　受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、登録され

ていなければならない。従って、日本における販売会社または販売取扱会社に受益証券の保管を委託している

日本の受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益権を行使する
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ことはできない。これら日本の受益者は、日本における販売会社または販売取扱会社との間の口座約款に基づ

き、日本における販売会社または販売取扱会社をして受益権を自己のために行使させることができる。

　受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任にお

いて権利行使を行う。

　受益者の有する主な権利は次の通りである。

（ⅰ）買戻請求権

　受益者は、いつでも受益証券の買戻しを管理会社に請求する権利を有し、管理会社は、各取引日に受益者

から受益証券を買い戻すことができる。

（ⅱ）残余財産分配請求権

　トラストが解散された場合、受益者は受託会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求する権利

を有する。

（ⅲ）議決権

　受託会社または管理会社は、各ファンドの受益者集会、または該当する場合、HSBCオルタナティブ・スト

ラテジー・ファンドの集会としての全ファンドの全受益者の集会をいつでも、招集することができる。受益

者集会は、ガーンジーで開催される予定であり、受益者への10日以上前の通知により招集される。受益者集

会は連合王国内では開催されない。受託会社は、以下の（ⅰ）から（ⅴ）に記載される事項に関し単純過半

数による承認を得るため、または招集請求の管理会社への交付日に発行済とみなされるファンドまたはHSBC

オルタナティブ・ストラテジー・ファンド全体のすべての受益証券に係る全議決権の少なくとも10％以上を

合計で有する少なくとも５人の受益者の書面による請求に応じ、信託証書の規定によりその旨義務付けられ

る場合かかる受益者集会を招集する。かかる受益者集会における定足数は本人または代理人により出席する

受益者とする。

　適式に招集され、開催されるファンドまたはHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンド（場合によ

る。）の受益者集会は、決議により、（ⅰ）信託証書またはファンド証書の規定の修正、変更または追加に

ついて、かかる変更が信託証書に規定する受託会社および管理会社の権限の範囲外である場合において裁可

し、（ⅱ）ファンドの解散についてクラスＢ規則に従い受託会社に対し権限を付与しまたは指示を行い、

（ⅲ）別の機関または投資スキーム（当該投資スキームが集団投資スキームであるか否かは問わない。）と

ファンドとの事業再編または統合のための取決めを承認し、（ⅳ）管理会社を解任し、（ⅴ）ファンドの投

資目的、投資制限および借入限度の変更を承認する資格を有するものとする。

　かかる受益者集会では議長または本人もしくは代理人により出席する受益者は秘密投票を要求することが

できる。

　挙手の際には、本人もしくは代理人により出席する各受益者または法人の場合は役員もしくは代理人によ

り出席する各受益者は一議決権を有する。投票の際には、本人または代理人により出席する各受益者は、そ

の受益証券保有分により表象されるファンドまたはHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンド（場合

による。）のスキーム財産に対する非分割の受益証券口数と同数の議決権を有する。

　決議は、議決権を有する受益者の総議決権数の単純過半数により採択された場合、決議書として承認され

る。

　一ファンド（「投資側ファンド」）が別のファンド（「投資対象ファンド」）の受益証券に投資する場

合、投資側ファンドは当該投資対象ファンドに関する議決権を放棄するものとする。

投資家の公平な取扱い

　公平な取扱いを確保するため、全ての投資家は、投資目的、ファンドの特徴ならびに最低保有額および報

酬を含むその他の取決めに関する違いを除いて、全てのファンドについて実質的に同じ規定である信託証書

および付属のファンド証書の規定に従い投資する。

　従来、（管理会社と関係する者と関係しない者のいずれも）一定の受益者は、ファンドに投資するインセ

ンティブとして、（ファンドについて支払うべき管理報酬を割り戻す形による）優待措置を受けてきた。か

かる優待措置の形態はかつて（また、一定の状況においては現在においても）受益者が受領する割戻しであ

り、管理会社によって自身の報酬から支払われる。

　ファンドへの新たな投資家に与えられる割戻しの新たな取決めについては「第１　ファンドの状況　４手

数料等及び税金」において開示される。
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　さらに、ファンドの販売について、管理会社が自身の報酬から支払う報酬を受領する販売会社は、当該報

酬を受益者と分け合うことができる。

（２）【為替管理上の取扱い】

　日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ガーンジーにおける外国

為替管理上の制限はない。

（３）【本邦における代理人】

　アンダーソン・毛利・友常法律事務所　東京都港区元赤坂一丁目２番７号　赤坂Ｋタワー

　上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。

（ⅰ）管理会社またはHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドに対する、法律上の問題および日本証

券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限。

（ⅱ）日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の

裁判上、裁判外の行為を行う権限。

　なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届

出代理人は、

　弁護士　　中　野　春　芽

　東京都港区元赤坂一丁目２番７号　赤坂Ｋタワー

　アンダーソン・毛利・友常法律事務所

である。

（４）【裁判管轄等】

　日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有することを管

理会社は承認している。

　東京地方裁判所　　東京都千代田区霞が関一丁目１番４号

　東京簡易裁判所　　東京都千代田区霞が関一丁目１番２号

　確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第３【ファンドの経理状況】

 

１【財務諸表】

 

【HSBCスペシャル・オポチュニティ・ファンド】

 

ａ．　ファンドの直近２会計年度の日本文の財務書類は、ガーンジーにおける法令および英国会計基準に準拠して

作成された原文の財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の

内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条

第５項ただし書の規定の適用によるものである。

 

ｂ．　ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項

に規定する外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパース・シーアイ・エルエルシー

から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監

査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。なお、ケーピーエムジー　チャ

ネル　アイランズ　リミテッドは、受託会社の承認を得て、管理会社により任命され、解任される。

 

ｃ．　ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円換

算額が併記されている。日本円への換算には、便宜上、平成28年８月31日現在における株式会社三菱東京UFJ

銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝103.18円）が使用されている。なお、百万円未満の金額は四捨

五入されている。

 

ｄ．ファンドの財務書類の原文と日本文に齟齬がある場合、原文が優先する。
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（１）【貸借対照表】

 

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

連結貸借対照表

2016年４月30日現在

 

 注 2016年４月30日現在  2015年４月30日現在

  千米ドル  百万円  千米ドル  百万円

資産         

流動資産         

組入投資有価証券  60,056  6,197  71,912  7,420

債権 ６ 93  10  510  53

現金および現金同等物 ７ 62  6  23  2

  155  16  533  55

資産合計  60,211  6,213  72,445  7,475

負債         

債務：一年以内に期限の到来する金額 ８ (3,307) (341) (6,347) (655)

負債合計  (3,307) (341) (6,347) (655)

買戻可能参加受益証券保有者に帰属す
る純資産

 
 

56,904
 

 
5,871

 
 

66,098
 

 
6,820

 

本連結財務書類は、2016年８月22日付で管理会社であるHSBC マネジメント（ガーンジー）リミテッドにより承認

され、代表して以下により署名された。

 

 

［署　　　　名］

カール・ロスメク

 

［署　　　　名］

Ｍ・カーリントン

 

 

添付の注記は、本連結財務書類と不可分のものである。
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（２）【損益計算書】

 

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

連結総収益計算書

2016年４月30日終了年度

 

 注 2016年４月30日終了年度  2015年４月30日終了年度

  千米ドル  百万円  千米ドル  百万円

収益  4  0     

純キャピタル（ロス）／ゲイン ３ (1,295) (134) 3,882  401

支払利息 11 (75) (8) (85) (9)

運用費用 ４ (980) (101) (1,329) (137)

純費用  (1,055) (109) (1,414) (146)

買戻可能参加受益証券保有者に帰属す
る純資産の投資活動による変動

 
 

(2,346)
 

 
(242)

 
 

2,468
 

 
255

 

すべての業績は、継続的な業務から発生している。ファンドは、その他包括利益の内訳項目を有していないため、

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動は、当期包括利益合計を反映している。

 

 

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する連結純資産変動計算書

2016年4月30日終了年度

 

  2016年4月30日終了年度  2015年4月30日終了年度

  千米ドル  百万円  千米ドル  百万円

期首現在買戻可能参加受益証券保有者
に帰属する純資産

 
 

66,098
 

 
6,820

 
 

75,327
 

 
7,772

買戻可能参加受益証券発行および買戻
しによる変動：

        

発行受領額／未収額  5,018    1,287   

控除：買戻支払額／未払額  (11,866) (1,224) (12,984) (1,340)

  (6,848) (707) (11,697) (1,207)

買戻可能参加受益証券保有者に帰属す
る純資産の投資活動による変動

 
 

(2,346)
 

 
(242)

 
 

2,468
 

 
255

期末現在買戻可能参加受益証券保有者
に帰属する純資産

 
 

56,904
 

 
5,871

 
 

66,098
 

 
6,820

 

添付の注記は、本連結財務書類と不可分のものである。

　　次へ
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HSBCスペシャル・オポチュニティ・ファンド

 

連結財務書類に対する注記

 

１．ファンドの構造

HSBCスペシャル・オポチュニティ・ファンド（以下「トラスト」という。）は、2013年認可集団投資スキーム

（クラスＢ）規則に基づくクラスＢスキームとして認可されている、アンブレラ型ファンドとして設定された

オープン・エンド型のガーンジーのユニット・トラスト・スキームであるHSBC オルタナティブ・ストラテ

ジー・ファンドのサブ・ファンドである。

 

トラストの管理会社の登録事務所は、チャネル諸島、GY1 3NF、ガーンジー、セント・ピーター・ポート、セ

ント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウスである。

 

トラストは、英領ヴァージン諸島に登記された会社であるHSBCスペシャル・オポチュニティ・インベストメン

ツ・リミテッド（以下「投資対象保有会社」という。）の株式を100％保有している。トラストはまた、投資活

動に資金提供するため投資対象保有会社に資金を貸し付けていた。

 

投資対象保有会社は、投資有価証券明細表に記載された投資有価証券を保有している。投資対象保有会社の目

的は、当該投資有価証券からの分配金に係る源泉税が返還されることを確実にするためである。

 

本連結財務書類は、トラストおよび投資対象保有会社（以下、総称して「ファンド」という。）のすべての資

産および負債を含んでいる。

 

トラストは、金融行為規制機構およびルクセンブルク金融監督委員会において、オルタナティブ・ストラテ

ジー・ファンド（AIF）として登録され、2014年７月１日から発効した。非EEA　AIFMを有する非EEA　AIFとし

て、トラストはAIFMDに基づき承認または規制されておらず、したがって、受託者を維持する義務を負わない。

 

コンプライアンス声明

 

連結財務諸表は、英国およびアイルランド共和国で適用される財務報告基準（以下「FRS 102」という。）お

よび投資運用協会が2014年５月に発行し、2015年１月１日以降に開始する会計期間につき効力が生じる会計実務

勧告書（以下「SORP」という。）に従い作成された。ファンドは、2016年３月に発表されたFRS 102の修正の早

期適用も行った。

 

２．主要な会計方針

以下の会計方針が、本連結財務書類に関して重要と考えられる項目の取扱いについて継続して適用されてい

る。

 

作成の基礎

連結財務書類は、継続企業を前提に、一定の金融資産および金融負債を公正価値により認識および測定するた

めに修正された取得原価主義に従い作成されている。財務書類がFRS 102に基づき作成されたのは本年からであ

る。英国の一般会計原則に従い作成された最後の財務書類は、2015年４月30日に終了した年度のものである。

FRS 102への移行日は2014年５月１日である。FRS 102への移行の詳細は注記22に記載されている。
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見積および判断の使用

FRS 102の認識および測定に関する原則に準拠して連結財務書類を作成するために、経営陣は、方針の適用、

資産および負債の報告額、本連結財務書類の日付現在の偶発資産および偶発債務の開示ならびに当期中の収益お

よび費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積および仮定を行うことを要求される。

 

見積および関連する仮定は、過去の経験および現在の状況下で合理的であると思料される様々なその他の要因

に基づいており、これにより、他の情報源からは直ちに明らかではない資産および負債の帳簿価格について判断

するための基礎が形成される。実際の結果は、これらの見積と異なることがある。

 

より高度な判断や複雑性を含む分野、または仮定や見積が財務諸表にとって重要な分野は投資の公正価値に関

する会計方針および注記13に開示されている。

 

連結の前提

連結財務書類は、トラストおよびその全額出資子会社であるHSBC スペシャル・オポチュニティ・インベスト

メンツ・リミテッドの決算情報を含む。当該子会社を設立した理由は、財政上の便宜を図るためのみであるた

め、管理会社は、トラストの単体貸借対照表は、意義のあるものとは考えない。したがって、本連結財務書類に

は、単体貸借対照表は提示されていない。

 

機能通貨および表示通貨

機能通貨および表示通貨は米ドルであるが、これは米ドルがファンドが運用を行う主たる経済環境における通

貨であることによる。

 

金融商品

投資対象保有会社は、金融商品につき、FRS 102のセクション11および12を適用することを選択した。

 

i) 金融資産

　債権ならびに現金および現金同等物を含む基本的な金融資産は、当初、取引価格で認識される。ただし、金融

取引については、将来受け取る価値を市場金利で割り引いた現在価値で測定される。

 

　かかる資産は、その後実効金利法を使用して償却原価で計上される。

 

　各報告期間の終了時に、償却原価で測定される金融資産については、減損の客観的証拠が確認される。資産が

減損されている場合、減損損失は、資産の帳簿価格と推定キャッシュ・フローを当初の実効金利で割り引いた現

在価値との差額である。減損損失は連結総収益計算書で認識される。

 

　投資ファンドへの投資およびデリバティブ契約を含むその他の金融資産は、当初、通常は取引価格となる公正

価値で測定される。かかる資産は、その後公正価値で計上され、公正価値の変動は連結総収益計算書で認識され

る。
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　金融資産は、(a)資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利の期限が失効し、もしくは決済された

場合、(b)資産の所有権に係る実質上すべてのリスクおよび収益が他の当事者に移転された場合、または(c)資産

に対する支配権が、追加の制限を課すことなく資産を無関係の第三者に一方的に売却する現実的な能力を有する

他の当事者に移転された場合、資産としての認識が終了する。

 

ii) 金融負債

　債務および貸付債務を含む基本的な金融負債は、当初、取引価格で認識される。ただし、金融取引について

は、将来受け取る価値を市場金利で割り引いた現在価値で測定される。

 

　債務および貸付債務は負債として分類され、その後実効金利法を使用して償却原価で計上される。

 

　金融負債は、負債が消滅した場合、つまり、契約上の義務が履行され、取り消されまたは失効した場合に、負

債としての認識が終了する。

 

iii) 投資の公正価値

　投資ファンドへの投資は、ファンドが保有する投資対象の貸借対照表日付午後５時（ガーンジー時間）におけ

る一口当たり最終純資産価格で評価されている。公認の証券取引所またはその他の取引機関において値付けされ

ていない投資対象ファンドへの投資は、かかる事業体またはその管理事務代行会社により提供される純資産価格

で評価されている。当該評価額は、監査されていないかそれ自体が見積額であることがある。さらに、当該事業

体またはその管理事務代行会社が、評価額をまったく、または時宜を得た方法で提供しないことがあり、評価額

が入手できない場合には、かかる投資は、当該投資につき適切な評価技法を使用して投資顧問会社により評価さ

れる。公正価値を決定する際に、投資顧問会社は、適用ある場合、買戻しの停止、現金化の手続、サイド・ポ

ケットへの投資およびその他の重要な要素の影響を考慮する。管理会社の取締役会は、使用された評価が合理的

でないと確信する理由を有しない。

 

　投資有価証券に係る実現および未実現損益は、連結総収益計算書の収益に含まれている。有価証券の売却に係

る実現損益は、平均原価法を用いて決定される。投資有価証券の購入および売却は、取引日プラス１日基準で計

上されている。

 

iv) 先渡為替予約

　オープン先渡為替予約に係る未実現評価損益は、契約レートと契約終了レートの差額に基づき計算される。未

実現評価益は資産として、未実現評価損は負債として連結貸借対照表に報告される。先渡為替予約に係るすべて

の純損益は、連結総収益計算書に計上される。

 

収入

　受取利息は、実効金利法を使用して認識される。受取配当は、支払を受け取る権利が確定した時点で認識され

る。その他すべての収入は、発生主義で認識される。収入は連結総収益計算書に含まれている。クラスに固有で

ないすべての収益は、当期中の受益証券クラスの純資産総額に比例して各受益証券クラスに割り当てられる。ク

ラスに固有のすべての収益は、関連する受益証券クラスに割り当てられる。

 

費用

　費用は、発生基準で連結総収益計算書に含まれている。クラスに固有でないすべての費用は、当期中の受益証

券クラスの純資産総額に比例して各受益証券クラスに割り当てられる。クラスに固有のすべての費用は、関連す

る受益証券クラスに割り当てられる。
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支払利息

　支払利息は、ファンドが有する信用枠から発生する。かかる費用は、連結総収益計算書で認識され、実効金利

法を使用して算出される。

 

外貨取引

　外貨取引は、取引日の実勢為替レートで計上される。外貨建ての貨幣性資産および負債は、貸借対照表日付現

在の実勢最終為替レートで米ドルに換算される。ファンドは、連結総収益計算書上に米ドル建てでない投資有価

証券に係る実現為替差損益および未実現為替評価損益を計上する。米ドル建てでない未払金および未収金ならび

に外貨取引から生じる実現為替差損益および未実現為替評価損益は、連結総収益計算書に反映される。

 

現金および現金同等物

　現金および現金同等物は、手許現金、銀行通知預金、満期３か月以内の流動性の高いその他の短期投資商品お

よび当座借越金を含む。当座借越金は、該当する場合、流動負債の借入金に表示される。

 

キャッシュ・フロー計算書

　ファンドは、オープン・エンド型投資ファンドの条件に従っているため、FRS 102に基づき、キャッシュ・フ

ロー計算書の作成義務を免除されている。

 

設立費用

　ファンドの英文目論見書に従って、設立費用は、５年を超えない期間またはより短い管理会社が決定する期間

にわたり償却される。かかる処理は、英文目論見書に準拠しているが、FRS 102には準拠していない。このFRS

102からの逸脱は、連結財務書類において報告される損益に重大な影響を及ぼさない。

 

発行済受益証券

　買戻可能参加受益証券は、買戻可能参加受益証券保有者の選択により買戻可能であり、金融負債として分類さ

れる。

 

取引費用

　取引費用は、損益を通じて公正価値で測定される金融資産または金融負債の取得、発行または処分に直接起因

する増分費用である。取引費用は、発生した場合、総収益計算書において認識される。

 

新たな基準および修正

　現在、ファンドに重大な影響を及ぼすFRS 102に対する将来の修正は存在しない。
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３．純キャピタル（ロス）／ゲイン

    

 

2016年４月30日

終了年度

千米ドル  

2015年４月30日

終了年度

千米ドル

デリバティブ以外の投資対象に係る

実現利益 9,545  6,311

デリバティブ以外の投資対象に係る

実現損失 (240) (188)

デリバティブ以外の投資対象に係る

未実現純損失 (10,636) (1,409)

デリバティブ投資対象に係る

実現純利益／（損失） 85  (923)

デリバティブ投資対象に係る

未実現純（損失）／利益 (49)  91

純キャピタル（ロス）／ゲイン合計 (1,295)  3,882

 

ファンドが保有するデリバティブ商品は、注記12に詳述するとおり、先渡為替契約である。

 

４．運用費用

    

 

2016年４月30日

終了年度

千米ドル  

2015年４月30日

終了年度

千米ドル

管理会社およびその関連会社への未払金：    

管理報酬 (843)  (1,178)

成功報酬 -  (5)

 (843)  (1,183)

受託会社およびその関連会社への未払金：    

受託報酬 (59)  (71)

    

その他の費用：    

監査報酬 (19)  (19)

その他諸費用 (59)  (56)

 (78)  (75)

    

費用合計 (980)  (1,329)
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５．管理契約、受託契約および投資顧問契約

2007年２月８日付信託証書（随時改訂済）（以下「信託証書」という。）の条項に基づき、HSBCマネジメント

（ガーンジー）リミテッドが、ファンドを含む、HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンドの管理会社であ

る。英文目論見書に従い、管理会社は、米ドル・クラスおよびユーロ・クラスについて純資産総額の年率1.65％の

報酬を受領する。当期の管理報酬は、842,352米ドルであった（2015年：1,177,500米ドル）。期末現在未払いの報

酬はなかった（2015年：なし）。

 

信託証書の条項に基づき、管理会社は、HSBCオルタナティブ・インベストメンツ・リミテッドをHSBC オルタナ

ティブ・ストラテジー・ファンドの投資顧問会社に任命した。英文目論見書に基づき、管理会社は、現在の実績期

間開始時の受益証券一口当たり純資産価格と比較した当該評価時点の受益証券一口当たり純資産価格の上昇率が当

該インデックスの計算リターン（以下「インデックス・リターン」という。）を超え、かつ実績期間開始時の受益

証券一口当たり純資産価格がそれ以前の実績期間末現在の受益証券一口当たり純資産価格を下回らない場合、投資

顧問会社は、成功報酬を受領することができる。インデックス・リターンは、該当する場合、適切な複合要素を含

む当該実績期間中のインデックスへの投資の増加率として計算される。なお、かかるインデックスは、３月、６

月、９月および12月の最終評価時点現在の実勢市場金利に沿って更新される。成功報酬は、該当する受益証券クラ

スのインデックスを超える新たな「超過額」の10％となる。当期の成功報酬はなかった（2015年：5,340米ド

ル）。期末現在未払いの報酬はなかった（2015年：139,741米ドル）。

 

信託証書の条項に基づき、HSBC プライベート・バンク（C.I.）リミテッドがHSBCオルタナティブ・ストラテ

ジー・ファンドの受託会社である。英文目論見書に従い、受託会社は、純資産総額の年率0.10％の報酬を受領す

る。当期の受託報酬は、58,890米ドルであった（2015年：71,364米ドル）。期末現在未払いの報酬はなかった

（2015年：なし）。

 

６．債権

    

 

2016年４月30日

現在

千米ドル  

2015年４月30日

現在

千米ドル

売却未決済額 -  445

先渡為替契約に係る未実現評価益（注12参照） 17  65

前払費用 76  -

 93  510

 

７．現金および預金同等物

    

 

2016年４月30日

現在

千米ドル  

2015年４月30日

現在

千米ドル

現金および同等物 62  23
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現金残高は、ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッド（以下「保管

受託銀行」という。）およびHSBCプライベート・バンク（C.I.）リミテッド（以下「受託会社」という。）に保有

される。ファンドの現金は、保管受託銀行の副保管ネットワーク内の分別勘定で保管されている。保管受託銀行の

親会社であるステート・ストリート・コーポレーションの信用格付は、2016年４月30日現在、Aであった（2015

年：A+）。受託会社の親会社であるHSBCホールディングス・ピーエルシーの、ムーディーズ格付機関による信用格

付は、2016年４月30日現在、A1であった（2015年４月30日：Aa3）。

 

８．債務：一年以内に期限の到来する金額

    

 

2016年４月30日

現在

千米ドル  

2015年４月30日

現在

千米ドル

借入未払金（注11参照） (3,305)  (6,186)

未払成功報酬 -  (140)

その他の債務 (2)  (21)

 (3,307)  (6,347)

 

９．税制

アンブレラ型ファンドであるHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドは、1989年所得税（ガーンジー）

令（免除団体）に基づきガーンジーの所得税を免除されており、年次免除料として1,200英ポンドを課せられてい

る（2015年：1,200英ポンド）。

 

10．発行済買戻可能参加受益証券口数

 

 米ドル・クラス ユーロ・クラス 発行済受益証券口数

合計

2015年５月１日現在

発行済買戻可能

参加受益証券 453,243.20 17,156.14 470,399.34

発行 32,486.50 5,665.80 38,152.30

買戻し (84,512.15) (3,066.60) (87,578.75)

2016年４月30日現在

発行済買戻可能

参加受益証券 401,217.55 19,755.34 420,972.89

 

    

 米ドル・クラス ユーロ・クラス 発行済受益証券口数

合計

2014年５月１日現在

発行済買戻可能

参加受益証券 527,583.44 27,071.90 554,655.34

発行 9,391.42 - 9,391.42

買戻し (83,731.66) (9,915.76) (93,647.42)

2015年４月30日現在

発行済買戻可能

参加受益証券 453,243.20 17,156.14 470,399.34
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ファンドの受益証券１口当たり純資産価格は後述の投資有価証券明細表に開示されている。

 

注記５に記載の管理報酬率を除き、すべてのシリーズ受益証券は、収益および費用の配分について同じ順位であ

り、かつ同一の権利が付与されている。

 

管理会社は、いずれかの取引日に買い戻されるトラストの受益証券口数を当該日の直前の発行済受益証券総数の

15％以下に制限することができる。申込日から最初の一年間の受益証券のいかなる買戻しについても、買戻代金の

５％に相当するファンドに支払われる買戻留保金が課せられる。当該期間以降は、買戻留保金は０％となる。

 

管理会社の裁量により、申込金額の最大３％の当初申込手数料をすべての受益証券クラスに課すことができる。

 

 米ドル・クラス ユーロ・クラス 合計

 千米ドル 千米ドル 千米ドル

2016年4月30日現在純資産 54,055 2,849 56,904

2015年4月30日現在純資産 63,544 2,554 66,098

2014年4月30日現在純資産 70,601 4,726 75,327

 

11．関係会社取引

HSBC プライベート・バンク（C.I.）リミテッドは、ファンドの受託会社として行為する。

 

ファンドはまた、年間を通じて定期的に受託会社に預託金を置いている。受領する金利は、通常の商業預金で受

領する金利と一致している。

 

HSBCオルタナティブ・インベストメンツ・リミテッド（以下「投資顧問会社」という。）は、管理会社および受

託会社の関係会社に全額出資されている。

 

借入金

ファンドは、投資ファンドの売買取引に係る決済日の不一致により生じる現金不足を補うために１か月を上限と

して、また買戻しの資金調達のために３か月を上限として、その純資産総額の25％までの借入れを行うことができ

る。また、投資目的で、投資ファンドへの追加投資を可能にするためにファンドの純資産総額の10％までの借入れ

を行うことができる。当期中に、ファンドによるかかる借入制限の違反はなかった。

 

当期中に、HSBC プライベート・バンク（C.I.）リミテッドがファンドに信用枠を提供した。期末現在、借入残

高は3,305,000米ドル、または純資産総額の5.81％であった（2015年：6,186,000米ドル、または純資産総額の

9.36％）。当期中に支払われた利息は、75,446米ドルであった（2015年：85,142米ドル）。貸借対照表日付現在の

実勢金利は、1.6700％（2015年：1.0200％）である。借入金は、保証付きの要求払いであり、当期中に、ファンド

によるかかる借入制限の違反はなかった。

 

注記５に概要が述べられている管理会社、受託会社および投資顧問会社に支払われた報酬を除き、当期中にその

他の関係会社取引はなかった。
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12．先渡為替契約

資産は、各受益証券クラスの機能通貨以外の通貨建てであることがあり、一定の通貨エクスポージャーが関連す

るクラスの通貨に対してヘッジされている。このヘッジ目的で、先渡為替契約もしくは当該契約に係るオプショ

ン、または入手可能で同等または類似の効果があるその他のデリバティブ商品が使用される。投資顧問会社は、そ

の絶対的な裁量により通貨ヘッジに係る方針を変更する権利を有している。かかるヘッジ費用のすべては、関連す

る受益証券クラスの保有者のみが負担する。

 

2016年４月30日現在、HSBCスペシャル・オポチュニティ・ファンド－ユーロ・クラスのヘッジに関して、以下の

先渡為替契約が未決済であった。

     

満期日 購入額 売却額 取引相手方 未実現評価益

    米ドル

2016年５月31日 2,458,962ユーロ 2,783,557米ドル ステート・ストリート・バンク 17,130

2016年５月31日 20,572ユーロ 23,311米ドル ステート・ストリート・バンク 120

    17,250

 

先渡為替契約に係る未実現純評価益  17,250

 

2015年４月30日現在、HSBCスペシャル・オポチュニティ・ファンド－ユーロ・クラスのヘッジに関して、以下の

先渡為替契約が未決済であった。

     

満期日 購入額 売却額 取引相手方 未実現評価益

    米ドル

2015年５月29日 2,281,564ユーロ 2,493,681米ドル ステート・ストリート・バンク 65,513

2015年５月29日 4,217米ドル 3,867ユーロ ステート・ストリート・バンク (120)

    65,393

 

先渡為替契約に係る未実現純評価益  65,393

 

13．金融商品

市場リスクの監督

管理会社は、リスク管理について、関連ファンドに係る英文目論見書のファンド・セクションに記載されたファ

ンドの投資規制に従ったポートフォリオの監督および監視とあわせて、管理会社の選考およびポートフォリオ管理

プロセスに伴うリスクの理解および管理とともに、重層的なアプローチ法をとる。

 

管理会社の選考の際、リターンを求めてヘッジ・ファンドのマネージャーがとるリスクが適切であり、かつ管理

されているか理解することを中心にデュー・デリジェンスが行われる。投資に焦点を当てたかかるデュー・デリ

ジェンスを補完するため、オペレーショナル・デュー・デリジェンス・プロセス・チームが、ヘッジ・ファンドの

事業および運営（非投資）リスクを評価し、不十分な構造やプロセスによって投資を損なう可能性のあるヘッジ・

ファンドを避けようと努めている。

 

ポートフォリオ管理では、ポートフォリオが適切に分散されていることを確保することが最重要事項である。リ

スクおよびポートフォリオの分散化を査定するために、リターンおよびエクスポージャーに基づく分析を含む、定

性的手法と定量的手法の両方が用いられる。
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管理会社は、定期的に各ファンドによる英文目論見書に詳述される投資規制の遵守状況を監視し、リスク管理プ

ロセスのあらゆる要素の監督を行う。

 

ファンドの金融商品から生じる主なリスクは、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクである。

 

市場リスク

市場リスクは主に保有する金融商品の将来価格の不安定性から生じる。それは、価格変動に直面する市場持高を

保有することによりファンドが被るかもしれない潜在的損失を表している。投資顧問会社は、ファンドの投資方針

に従いつつ、特定の国または産業分野に関連するリスクを最小限にするために組入有価証券の資産配分を検討す

る。

 

市場リスクは、損失および利益の両方の可能性を表し、為替リスク、金利リスクおよび価格リスクを含んでい

る。ファンドの投資プログラムの収益性は、かなりの割合で、有価証券、株式およびその他投資対象の将来の価格

変動の方向性についての正確な評価にかかっている。管理会社がかかる価格変動を正確に予測することができると

いう保証はない。証券市場は、近年、非常に不安定で予測できないという特徴を有している。投資顧問会社がファ

ンドの資産を投資する投資戦略に関しては、常にある程度の、時には重大な市場リスクが存在する。

 

貸借対照表日付現在のファンドの組入投資有価証券の詳細は、後述の投資有価証券明細表に開示されている。

 

ファンドは、一般的に、感応度・シミュレーション分析ならびに想定最大損失額（以下「VaR」という。）計測

を含むがこれに限られない複数のリスク分析手法を用いてポジションの開始、増加、減少または解消を図る。これ

らのリスク分析手法は、所定の期間にわたり各ポジションにつき発生した過去最大の潜在的損失の信頼水準を決定

するために過去および将来のボラティリティおよび変動の統計的分析を使用する。損失が発生しないとの保証や、

過去のパフォーマンスが将来の運用成果の指標となる保証はない。

 

VaR計算は、ポートフォリオの各保有資産のモンテカルロ・シミュレーションを統合したものであり、シミュ

レーションされたポートフォリオ1,000個のリターンを示す。リターンは、期待収益率およびボラティリティを定

数とする確率過程の増分としてシミュレートされ、このため、連続的な幾何ブラウン運動に近似する。

 

以下のデータは、ファンド価格、金利および外国為替相場の悪化により１日に発生する可能性のある価値の損失

として測定されたファンドの金融商品のVaR（信頼水準99％）を示す。

 

EDINET提出書類

ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 69/168



    

 

2016年４月30日

現在

 2015年４月30日

現在

全体的市場VaR（99%） (6.36)%  (6.48)%

 

（a）その他の価格リスク

価格リスクは、個々の投資対象もしくはその発行体に固有の要因によるかまたは市場で取引されるすべての投

資有価証券に影響を及ぼす全要因により引き起こされるかどうかにかかわらず、市場価格の変動（金利リスクま

たは為替リスクから生じるものを除く。）の結果として投資有価証券の価額が変動するリスクである。

 

ファンドは、英文目論見書に定義されている標準投資および借入制限に従うことが要求される。ファンドの投

資制限は、ファンドの受託会社により定期的に監視され、管理会社により四半期毎に見直される。違反および持

高が制限レベルに近づいた状況の監視および報告のために整備された特別な指針がある。

 

（b）金利リスク

ファンドの金融資産の大部分は、利息支払も満期日もない投資ファンドへの投資である。ファンドが投資する

投資先ファンドは、金利リスクにさらされる。しかし、ファンドはその投資を分散することにより当該リスクを

軽減する。

 

ファンドは、期末現在、3,305,000米ドルを借り入れていた（2015年：6,186,000米ドル）。ファンドは、金利

リスクを最小限にするため、変動金利ローン契約を締結している。貸借対照表日付現在の実勢金利は、1.6700％

（2015年：1.0200％）である。

 

変動金利にさらされるファンドの現金および預金残高は、62,334米ドルである（2015年：22,810米ドル）。

 

（c）為替リスク

ファンドは、その機能通貨以外の通貨建ての金融商品に投資し取引を行うことができる。それにより、ファン

ドは、他の外国通貨に対するその通貨の為替レートが、米ドル以外の通貨建てのファンド資産および負債の該当

部分の価額に悪影響を与える方向に変動するリスクにさらされる。

 

ファンドの為替リスクは、所定の方針および手続にしたがって投資顧問会社により毎月管理されている。ポー

トフォリオ・レベルのすべてのエクスポージャーは、標準的な月次の先渡を使用して毎月関連する受益証券クラ

スの通貨にヘッジされる。ファンドの全体的な通貨持高およびエクスポージャーは、管理会社により月次ベース

で監視される。

 

ファンドはまた、受益者を為替リスクにさらすユーロ建ての買戻可能参加受益証券を販売している。当該リス

クは、受益者を代理してファンドがこの注記に詳述されている先渡為替契約を締結することにより軽減される。
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以下の表は、2016年４月30日現在のファンドの為替リスクに対するエクスポージャー合計および外貨に対する

エクスポージャー純額を表している。

    

通貨 貨幣性資産

および負債

千米ドル

先渡為替合計

千米ドル

純額

千米ドル

ユーロ - 2,824 2,824

 

以下の表は、2015年４月30日現在のファンドの為替リスクに対するエクスポージャー合計および外貨に対する

エクスポージャー純額を表している。

    

通貨 貨幣性資産

および負債

千米ドル

先渡為替合計

千米ドル

純額

千米ドル

ユーロ - 2,555 2,555

 

信用リスク

信用リスクは、金融商品の取引相手方が債務またはファンドとの間で締結した契約を履行できないリスクであ

る。

 

ファンドは取引を行う相手方との信用リスクにさらされ、決済不履行のリスクも負う。

 

ブローカーとの取引から発生する信用リスクは、決済待ちの取引と関係している。該当する決済期間が短いこと

および利用するブローカーの信用度が高いことから、未決済の取引に関連するリスクは小さいと考えられる。管理

会社は、投資対象の信用リスクを更に軽減するために、利用するブローカーの信用格付および財務ポジションを監

視する。

 

実質的に、ファンドのすべての資産は、ステート・ストリート・アンド・カストディアル・サービシーズ（アイ

ルランド）リミテッド（以下「保管受託銀行」という。）が保有している。保管受託銀行の破産または支払不能に

より、保管受託銀行に保有される有価証券に関するファンドの権利行使が遅れるかまたは制限されることがある。

管理会社は、ファンドが使用する保管受託銀行の信用度および財務ポジションを監視することによりそのリスクを

測定する。保管受託銀行の親会社であるステート・ストリート・コーポレーションの信用格付は、2016年４月30日

現在、Aであった（2015年：A+）。

 

受託会社の親会社であるHSBCホールディングス・ピーエルシーの、ムーディーズ格付機関による信用格付は、

2016年３月31日現在、A1であった（2015年３月31日：Aa3）。

 

さらに、ファンドは、投資対象ファンドの投資有価証券が有する信用リスクを通じて、信用リスクに間接的にさ

らされるリスクを有している。

 

ファンドは、数多くの取引相手と取引を行うことにより信用リスクの集中を軽減する。会計年度末現在、ファン

ドの金融資産で支払期限が過ぎているものまたは減損されたものはない（2015年：なし）。
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流動性リスク

ファンドの主な負債は、投資者が買い戻すことを希望する受益証券の買戻しおよびHSBCプライベート・バンク

（C.I.）リミテッドに対し返済すべき借入れである。リスクは、受益者または貸主が要求する金額を払い戻すため

にファンドが投資持高を換金できないかもしれないことである。

 

ファンドの流動性リスクは、所定の方針および手続に従って投資顧問会社により継続的に管理される。ファン

ド、リミテッド・パートナーシップまたはその他の流動性のないビークルに直接投資することは、ファンドの通常

の方針ではない。ファンドの全体的な流動性リスクは、管理会社により月次ベースで監視される。

 

英文目論見書に定義されているファンドの投資制限（そのうちのいくつかは流動性リスクおよびその集中の管理

に関するものである。）は、ファンドの受託会社により継続的に監視される。違反および持高が制限レベルに近づ

いた場合の監視および報告のために定められた特別な指針がある。

 

管理会社は、いずれかの取引日に買い戻されるファンドの受益証券口数を当該日の直前の発行済受益証券総数の

15％以下に制限することができる。かかる15%の制限は、各受益証券クラスにつき算出するのではなく、ファンド

全体につき算出するものとする。管理会社による当該裁量権の行使により買い戻されなかった受益証券は、次回の

取引日に繰り越され、その後買戻通知を受領したその他の受益証券に優先して比例的に買い戻されるものとする。

 

ファンドのすべての負債は、一年以内に支払期限が到来し、借入金は、要求払いである。

 

2016年４月30日現在、以下の投資先ファンドは、投資持高の買戻しに係る買戻期間を90日超としていた。

 2016年４月30日
 現在の時価
 千米ドル
  
AG Super Fund International Ltd. - Class XXXX Series 1 - Special Investment 10

AG Super Fund International Ltd. - Class XXXX Series 2 - Special Investment 8

Paulson Enhanced Ltd. - Class BR -Series 081401 HH 1,389

 1,407

 

2015年４月30日現在、以下の投資先ファンドは、投資持高の買戻しに係る買戻期間を90日超としていた。

 2015年４月30日
 現在の時価
 千米ドル
  
AG Super Fund International Ltd. - Class XXXX Series 1 - Special Investment 14

AG Super Fund International Ltd. - Class XXXX Series 2 - Special Investment 12

Paulson Enhanced Ltd. - Class BR -Series 081401 HH 2,552

 2,578
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公正価値ヒエラルキー

 

FRS 102のセクション11.27「公正価値：開示」は、資産および負債について公正価値測定を分類した公正価値ヒ

エラルキーに関する開示を要求している。開示は、公正価値を測定するための評価手法で使用されるインプットの

３段階の公正価値ヒエラルキーに基づく。

 

FRS 102が要求する公正価値ヒエラルキーは、金融資産および金融負債の公正価値を決定するために使用される

評価インプットならびに個別の各金融資産および金融負債の市場の活発性の考慮に基づいている。レベル１、レベ

ル２、レベル３の定義は、以下のとおりである。

 

レベル１：企業が測定日においてアクセスできる同一の資産または負債に関する活発な市場における、調整前の

公表価格

 

レベル２：レベル１に含まれる公表価格以外の、資産または負債について直接または間接的に観察可能な（市場

データの利用によりもたらされる）インプット

 

レベル３：資産または負債に関する観察不能な（市場データを利用できない）インプット

 

全体の公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーのレベルは、全体の公正価値測定に重要であったイン

プットのうち最も低いもののレベルに基づき決定された。このため、インプットの重要性は、全体の公正価値測定

に対し評価された。

 

公正価値測定において重大な調整を要する観察不能なインプットを必要とする観察可能なインプットを使用した

場合、かかる測定はレベル３となった。全体の公正価値測定に対する特定のインプットの重要性を評価すること

は、資産または負債に特有の要因を考慮し、判断を必要とする。何が「観察可能」であるかを決めるに当たり、投

資顧問会社による重大な判断が必要であった。

 

投資顧問会社は、即時に利用可能で、定期的に配信または更新され、信頼性があり検証可能で、独占的でなく、

かつ関連市場に積極的に関与している独立した情報源によって提供される市場データをもって、観察可能なデータ

である判断した。

 

(a) ヒエラルキー分析

 

以下の表は、2016年４月30日に公正価値で測定されたファンドの金融資産の公正価値ヒエラルキーの分析を示

す。

 

 レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産 千米ドル 千米ドル 千米ドル 千米ドル

損益を通じて公正価値で測定する金融資産：     

投資ファンド - 60,038 18 60,056

先渡為替契約 - 17 - 17

資産合計 - 60,055 18 60,073

 

以下の表は、2015年４月30日に公正価値で測定されたファンドの金融資産の公正価値ヒエラルキーの分析を示

す。
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 レベル1 レベル2 レベル3 合計

資産 千米ドル 千米ドル 千米ドル 千米ドル

損益を通じて公正価値で測定する金融資産：     

投資ファンド - 71,886 27 71,913

先渡為替契約 - 65 - 65

資産合計 - 71,951 27 71,978

 

全体の公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーのレベルは、全体の公正価値測定に重要であったイン

プットのうち最も低いもののレベルに基づき決定された。

 

レベル間の移行は、会計年度末に行われたものとみなして計上される。

 

2016年４月30日または2015年４月30日に終了した会計年度中、公正価値ヒエラルキーのレベル１とレベル２との

間の移行はなかった。

 

現金および現金同等物、その他の資産および負債ならびに買戻可能受益証券保有者に属する純資産を含む、公正

価値で測定されない金融資産および金融負債の帳簿価額は、その流動性の高さおよび相手方当事者の高い信用力に

より、公正価値と近い数値となり、かかる資産および負債は、FRS 102に従い、ヒエラルキーのレベル２に分類さ

れた。

 

(b) 公正価値ヒエラルキーのレベル間の移行

 

会計年度中、公正価値ヒエラルキーのレベル１とレベル２との間の移行はなかった。

 

(c) レベル３調整

 

以下の表は、報告期間の開始時から終了時までの間にレベル３に分類された金融商品の公正価値のすべての推移

に関する調整を示す。

 

 2016年４月30日 2015年４月30日

 終了年度 終了年度

 レベル3 レベル3

損益を通じて公正価値で測定する金融資産： 千米ドル 千米ドル

期首残高 27 29

当期合計実現および未実現利益 - 1

購入 - -

売却および返済 (9) (3)

レベル3への移行 - -

レベル3からの移行 - -

期末残高 18 27
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(d) 公正価値の測定に利用される重要な観察不能なインプット

 

公正価値の測定に利用される重要な観察不能なインプットは、管理事務代行会社が公表する投資ファンドへの投

資の受益証券／投資証券の最新の入手可能な純資産価格および直近の取引事例である。

 

(e)レベル３金融商品における重要な仮定の変更の効果

 

ファンドによるファンド投資の公正価値が３％変動した場合、レベル３のファンド投資の公正価値は541米ドル

変動する（2015年：795米ドル）。

 

レバレッジ

ファンドがレバレッジを許可する場合、ファンドの潜在的変動性は、レバレッジが許可されなかった場合と比べ

大幅に増大する。これは、ファンドがより大きなエクスポージャーを伴うことでより高いリターンに参加する機会

を与える一方、市場全体が、または、ファンドが個別に投資した資産の価格が下落した場合、より大きな損失リス

クにファンドをさらすことになる。

 

ファンドが投資する可能性がある一定の投資ファンドは、高い水準のレバレッジを利用し、借入能力や証拠金借

入の水準のいずれにおいても制限されていない。かかるファンドが保有するポジションの総額は、純資産総額を超

える場合がある。取得したレバレッジは、全体的により多くの利益を達成する可能性を与えるが、ファンドの変動

性を増加させ、投資した額をすべて失うリスクをももたらす。借入れの詳細については注記11を参照。

 

14. 資本管理

トラストの資本は、買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産によって表章される。トラストは、受益者か

らの四半期毎の買戻請求の対象となる。

 

資本管理に関するトラストの目的は、継続企業としての存在能力を保護することである。

 

管理会社は、買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産価値に基づき資本をモニタリングしている。注記13

に詳述のとおり、英文目論見書に定義されているファンドの投資制限（そのうちのいくつかは流動性リスクおよび

その集中の管理に関するものである。）には、クローズド・エンド型ファンドへの投資に関する制限、買戻しに関

する制限、個々の投資ファンドについて許容される保有比率に関する制限が含まれている。流動性リスクは、ファ

ンドの受託会社により継続的にモニタリングされる。モニタリングおよび報告に違反があった場合ならびに持高が

制限レベルに近づいた場合について定められた特別な指針がある。

 

注記11に詳述のとおり、ファンドは、売買取引に係る決済日の不一致により生じる現金不足を補うために、買戻

しの資金調達のために、また、投資目的でファンドの純資産総額の10％を上限とした投資ファンドへの追加投資を

促進するために利用可能な借入枠も有している。

 

15．分配方針

管理会社は、分配金の支払を推奨していない。収益は全額「再投資」され、したがって、収益は分配されずに

ファンドに留保され、受益証券一口当たり純資産価格に反映される。
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16．為替レート

以下の為替レートが、資産および負債の報告通貨（米ドル）への換算に使用された。

   

 2016年４月30日現在 2015年４月30日現在

ユーロ 0.8787 0.8918

 

17．契約債務および偶発債務

2016年４月30日および2015年４月30日現在、ファンドは契約債務または偶発債務を有していなかった。

 

18．期中の重要な事象

2015年１月１日付で、FRS 102は、同日以降に開始する会計期間について英国およびアイルランド共和国内で適

用される財務報告基準となった。ファンドにおけるFRS 102への移行日は、2014年５月１日であった。

 

19．後発事象

2016年６月23日、英国の有権者は欧州連合から脱することを投票で決定した。この決定により、完了までに最低

２年以上かかると見込まれるプロセスが開始されているが、同期間中、英国は欧州連合の加盟国にとどまる。しば

らくの間、英国経済の先行きは不透明となり、金融市場における変動性は増大すると見込まれる。これは、貸借対

照表日（2016年４月30日）付で報告した、投資ポートフォリオを含む資産および負債の公正価値に影響を及ぼすも

のではない。

 

その他に、期末日以降、本連結財務書類に調整または開示が必要となる重要な事象はなかった。

 

20．支配当事者

管理会社は、ファンドの直接のまたは最終的な支配当事者が存在するものとは考えない。

 

21．当期中の受益証券１口当たり最高および最低純資産価格

 

受益証券クラス

受益証券１口当

たり最高

純資産価格

受益証券１口当

たり最低

純資産価格

HSBCスペシャル・オポチュニティ・ファンド-米ドル・クラス 141.97米ドル 126.29米ドル

HSBCスペシャル・オポチュニティ・ファンド-ユーロ・クラス 134.40ユーロ 119.20ユーロ

 

22．FRS 102への移行

当期は、ファンドがFRS 102に基づき業績を表示する最初の年度である。従前の英国の一般会計原則に基づき作

成された最後の財務書類は、2015年４月30日に終了した年度のものであった。FRS 102への移行日は、2014年５月

１日であった。投資対象保有会社は、FRS 102に対する修正（2016年３月公表）を早期適用している。以下は、会

計方針の変更に伴う、従前に報告済みの英国の一般会計原則およびFRS 102との間の、2015年４月30日終了会計年

度の利益ならびに2014年５月１日および2015年４月30日現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の調

整を記載したものである。
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調整

 

FRS 102の要件に従い、前年の純資産の変動および期首残高の調整は以下のとおりである。

 

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の投資活動による年間変動の調整:

 

  2015年4月30日

  千米ドル

英国の一般会計原則に基づき報告された

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の投資活動による変動

 

2,468

移行による調整 ‒ なし  -

FRS102に基づき報告される

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する合計包括利益（投資活動によるもの）

 

2,468
   

 

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の調整:

 

  2015年4月30日  2014年5月1日

  千米ドル  千米ドル

英国の一般会計原則に基づき従前に報告された

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産  66,098  75,327

移行による調整 ‒ なし  -  -

FRS102に基づき報告される

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産  66,098  75,327
     

 

FRS 102への移行に起因するその他の調整

 

　本財務書類において、取引および残高の認識および測定に影響を及ぼす調整は見当たらない。FRS 102におい

て義務付けられた追加の注記および開示は、本財務書類に含まれている。現在、ファンドに重要な影響を及ぼす

ことになる将来の修正は公表されていない。
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（３）【投資有価証券明細表等】

 

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

投資有価証券明細表

2016年4月30日現在（未監査）

 

 

 

証券銘柄 保有高  時価  純資産総額

   千米ドル  比率％

米ドル (2015年:108.80%)      
AG Super Fund International Ltd. - Class XXXX Series 1 -

Special Investment

6

 
10

 
0.02

AG Super Fund International Ltd. - Class XXXX Series 2 -

Special Investment

5

 
8

 
0.01

Beach Point Total Return Offshore Fund II - IS Series V 01

Nov 2007 GSY

2,522

 
3,636

 
6.39

CQS Directional Opportunities Feeder Fund Ltd. - Class B

USD Shares Non New Issues

1,146

 
5,629

 
9.89

D.E. Shaw Composite International Fund - April 1st

Subscription

1

 
11,317

 
19.88

East Lodge Capital Credit Opportunities Fund - Class B 4,000  3,713  6.53

ENA Opportunity Offshore Fund Ltd. - Class C Shares

Restricted Series 1 Dec 2015

1,500

 
1,453

 
2.55

ENA Opportunity Offshore Fund Ltd. - Class C Shares

Restricted Series Jan 2016

4,000

 
3,880

 
6.82

Davidson Kempner International (BVI) Ltd. - Class C Tranche

1 Series 1 Jan 16 ‒ GSY

358

 
181

 
0.32

Davidson Kempner International (BVI) Ltd. - Class C Tranche

3 Series 1 Jan 16 ‒ GSY

22,610

 
3,757

 
6.60

Davidson Kempner International (BVI) Ltd. - Class C Tranche

4 Series 1 Jan 16 ‒ GSY

28,857

 
3,571

 
6.28

JHL Capital Group Fund Ltd. Class C 4,000  3,873  6.81

Marcato International Fund Class B - Sub Class B1 Initial

Series

1,837

 
2,622

 
4.61

Paulson Enhanced Ltd. - Class BR Series 081401 HH 25,000  1,389  2.44

Starboard Value and Opportunity Fund Ltd. - Class A Series

92

2,001

 
4,602

 
8.09

Third Point Offshore Fund Ltd. - Class E - GSY 2,842  943  1.66

Third Point Ultra Ltd. - Class C - GSY 419  1,958  3.44

Third Point Ultra Ltd. - Class C - Series 12 NI - GSY 556  576  1.01

Third Point Ultra Ltd. - Class D - Series 22 - GSY 1,074  1,092  1.92

Tyrus Capital Event Fund Ltd. - Class A USD - GSY 36,380  5,846  10.27

   60,056  105.54

      
組入投資有価証券 (2016年:108.80%)   60,056  105.54

      

純流動負債（デリバティブを含む）   (3,152)  (5.54)

      
純資産総額   56,904  100.00
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一口当たり純資産価格   
 2016年４月30日現在 2015年４月30日現在

   
HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

－米ドル・クラス

134.73米ドル 140.20米ドル

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

－ユーロ・クラス

126.72ユーロ 132.77ユーロ

   

 
 
ポートフォリオの分類   

 2016年４月30日現在 2015年４月30日現在

未上場有価証券 100.00% 100.00%

 100.00% 100.00%
   
 
 
投資戦略別配分   
 2016年４月30日現在 2015年４月30日現在

イベント・ドリブン 59.60% 59.70%

マルチ・ストラテジー 28.20% 31.50%

クレジット・ロング／ショート 12.20% 8.80%

 100.00% 100.00%
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重要なポートフォリオの変動の概要＊

2016年4月30日終了年度（未監査）

 

購入     
     
銘柄  額面保有高  取得原価

    千米ドル

     
East Lodge Capital Credit Opportunities Fund - Class B  4,000  4,000

ENA Opportunity Offshore Fund Ltd. - Class C Shares Restricted

Series Jan 2016  
4,000

 
4,000

JHL Capital Group Fund Ltd. - Class C  4,000  4,000

ENA Opportunity Offshore Fund Ltd. - Class C Shares Restricted

Series 1 Dec 2015  
1,500

 
1,500

Third Point Ultra Ltd. - Class D - Series 22  1,074  1,074

     
売却     
     
銘柄  額面保有高  手取額

    千米ドル

     
D.E. Shaw Composite International Fund - April 1st Subscription  0.284  3,700

AG Super Fund International Ltd. - Class XXXX Series 2  2,253  3,478

Marcato International Fund Class B - Sub Class B1 Initial Series  1,976  3,174

CQS Directional Opportunities Feeder Fund Ltd. - Class B USD Shares

Non New Issues  
596

 

2,750

Beach Point Total Return Offshore Fund II - IS Series V 01 Nov 2007

GSY  
1,760

 

2,497

AG Super Fund International Ltd. - Class XXXX Series 1  1,570  2,427

Tyrus Capital Event Fund Ltd. - Class A USD ‒ GSY  16,170  2,397

Highland Crusader Fund II  1  1,868

Davidson Kempner International (BVI) Ltd. - Class C Tranche 4 Series

1 Jan 16 ‒ GSY  

12,316

 

1,500

Third Point Ultra Ltd. - Class F - Series 1  3,410  1,074

Aderans - Common Stock  40,000  226

     
     

 

* 重要なポートフォリオの変動は、期首現在のトラスト純資産額の２％を超える有価証券の購入額または売却額と

定義されている。2016年４月30日終了年度における購入額および売却額の合計は、上記のとおりである。

 

 
　　次へ
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

（平成28年８月末日現在）

 
米ドル

（ｄ．を除く。）

千円

（ｄ．およびｅ．を除く。）

ａ．資産総額 53,039,777.18 5,472,644

ｂ．負債総額 169,501.97 17,489

ｃ．純資産総額（ａ－ｂ） 52,870,275.21 5,455,155

ｄ．発行済口数 米ドル・クラス 365,624.78口

ｅ．一口当たり純資産価格 米ドル・クラス 137.41 14,178
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第４【外国投資信託受益証券事務の概要】

 

（イ）受益証券の名義書換

　HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの記名式証券の名義書換機関は次の通りである。

　取扱機関　HSBC セキュリティーズ・サービシーズ（アイルランド）リミテッド

　取扱場所　アイルランド、ダブリン２、グランド・カナル・ハーバー、グランド・カナル・スクエア１番

　日本の受益者については、日本における販売会社または販売取扱会社に委託している場合、その販売会社ま

たは販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。

　名義書換の費用は受益者から徴収されない。

 

（ロ）受益者集会

　受託会社または管理会社は、ガーンジー法に従うことを条件にいつでも、ファンドの受益者集会、または該

当する場合全受益者の集会を適切と考える日時および場所において招集することができる。受益者集会は、ク

ラスＢ規則に定める方法で、10日以上前（または信託証書もしくは関連するファンド証書においてそのために

定められ、またはガーンジー法により定められたこれより長い通知期間）（通知が送達された日および通知が

発信された日を含む。）の通知により、ガーンジーで開催される予定である。受益者集会は連合王国内では開

催されない。受託会社は、以下の（ⅰ）から（ⅴ）に記載される事項に関し特別決議による受益者の承認を得

るため、または招集請求の管理会社への交付日に発行済とみなされるファンドまたはHSBC オルタナティブ・

ストラテジー・ファンド全体のすべての受益証券に係る全議決権の少なくとも10％以上を合計で有する少なく

とも５人の受益者の書面による請求に応じ、信託証書の規定によりその旨義務付けられる場合かかる受益者集

会を招集する。かかる受益者集会における定足数は、信託証書もしくは関連するファンド証書および適用され

るガーンジー法に定めるとおり、本人または代理人により出席する受益者とする。

　適式に招集され、開催されるファンドまたはHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンド（場合によ

る。）の受益者集会は、特別決議により、（ⅰ）信託証書の規定またはファンドの修正、変更または追加を裁

可し、（ⅱ）ファンドの解散について受託会社に対し権限を付与しまたは指示を行い、（ⅲ）別の機関または

投資スキーム（当該投資スキームが集団投資スキームであるか否かは問わない。）とファンドとの事業再編ま

たは統合のための取決めを承認し、（ⅳ）管理会社を解任し、（ⅴ）ファンドの投資目的、投資制限および借

入限度の変更を承認する資格を有するものとする。

　かかる受益者集会では、議長または本人もしくは代理人により出席する受益者は、投票を要求することがで

きる。

　挙手の際には、本人もしくは代理人により出席する各受益者または法人の場合は役員もしくは代理人により

出席する各受益者は一議決権を有する。投票の際には、本人または代理人により出席する各受益者は、その受

益証券保有分により表象されるファンドまたはセレクション・ファンド（場合による。）のスキーム財産に対

する非分割の受益証券口数と同数の議決権を有する。

　挙手による受益者集会の決議は、（ⅰ）議決権行使権限を有する受益者本人が議決権を行使した場合の受益

者および（ⅱ）議決権行使権限を有する受益者の正式な代理人として議決権を行使した者の単純過半数により

成立する。投票による受益者集会の決議は、本人または代理人により議決権行使権限を有する受益者の総議決

権の単純過半数を表象する受益者により採択された場合、単純過半数により成立する。

　決議は、議決権を有する受益者の総議決権数の単純過半数により採択された場合、決議書として承認され

る。

　一ファンド（「投資側ファンド」）が別のファンド（「投資対象ファンド」）の受益証券に投資する場合、

投資側ファンドは当該投資対象ファンドに関する議決権を放棄するものとする。

投資家の公平な取扱い

　公平な取扱いを確保するため、全ての投資家は、投資目的、ファンドの特徴ならびに最低保有額および報酬

を含むその他の取決めに関する違いを除いて、全てのファンドについて実質的に同じ規定である信託証書およ

び付属のファンド証書の規定に従い投資する。
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　従来、（管理会社と関係する者と関係しない者のいずれも）一定の受益者は、ファンドに投資するインセン

ティブとして、（ファンドについて支払うべき管理報酬を割り戻す形による）優待措置を受けてきた。かかる

優待措置の形態はかつて（また、一定の状況においては現在においても）受益者が受領する割戻しであり、管

理会社によって自身の報酬から支払われる。

　ファンドへの新たな投資家に与えられる割戻しの新たな取決めについては「第１ ファンドの状況 ４　手数

料等及び税金」において開示される。

　さらに、ファンドの販売について、管理会社が自身の報酬から支払う報酬を受領する販売会社は、当該報酬

を受益者と分け合うことができる。

 

（ハ）受益者に対する特典、譲渡制限

　受益者に対する特典はない。

 

EDINET提出書類

ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

104/168



第三部【特別情報】

 

第１【管理会社の概況】

 

１【管理会社の概況】

（１）資本金の額

　資本金の額　平成28年８月末日現在、100,000英ポンド（約1,349万円）

　発行済株式総数　　100,000株

　管理会社は、100,000株の授権株主資本のみ発行することができ、全株発行済みである。

　最近５年間における資本金の額の増減はない。

 

（２）会社の機構

　定款に基づき、管理会社は、最低２名の取締役により構成される取締役会により運営される。取締役は、管

理会社の株主であることを要しない。取締役は、臨時の欠員補充のため、または追加の取締役として、誰でも

取締役に任命することができる。ただし、当該取締役の任期は、次の株主総会までとし、再任も可能である。

取締役の権利を害することなく、年次株主総会で株主もまた、臨時の欠員または追加の取締役として、誰でも

取締役に任命することができる。

　取締役会の決議は、過半数の取締役が構成している取締役会に出席または代理出席している取締役の多数決

により決定される。

　取締役会は、法律、定款またはファンドの信託証書に定める規定に従い、管理会社およびファンドの名のも

とに行為し、管理会社およびファンドの目的を達成するための管理または処分に関するすべての行為を実行

し、承認する最大の権限および責任を有する。
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（３）役員および従業員の状況

（平成28年８月末日現在）

氏名 役職名 略歴 保有株数

カール・ロスメク

（Carl Rosumek）

勅許会計士

非常勤取締役

ガーンジー・ファイナンシャル・サービシーズ・

コミッション投資監督および方針部門の前取締

役。その前はKPMGにて勤務

0

イサベル・ロビンス

（Isabel Robins）

理学士、MRICS優等学士

非常勤取締役

過去にクレストブリッジ・トラスト・カンパニー

において不動産チームを担当し、ジャージーにお

いてシュローダーでファンド運用者を務めた

チャータード・サーベイヤー

0

トニー・コーフィールド

(Tony Corfield)
最高業務執行責任者

内部監査人協会の元会員。前職では、英国関税庁

および銀行の内部監査人として勤務。
0

マイケル・カーリントン

（Michael Quarrington）

FCA MSCI

非常勤取締役
ミーズ・ピアソン・リーズ・グループ会計事務

所、退任パートナー
0

ケイト・チャールズ

（Kate Charles）

常勤取締役

ビジネス・

マネジメント・

ヘッド

HSBCの前シニア・リーガル・カウンセル 0

スティーブン・ルーセル

(Stephen Rouxel)

ケイト・チャールズ

の常任代替取締役

オペレーション監督

責任者

前職では、ステート・ストリートおよびバター

フィールド・フルクラムにて運用監督業務に従

事。

0

（注）管理会社の従業員は７名である。
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２【事業の内容及び営業の概況】

　管理会社は、ファンドおよび受益者のために、証券の売買および申込みならびにファンド資産に直接または間

接的に属する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。

　管理会社は、HSBC オルタナティブ・インベストメンツ・リミテッドに投資助言サービスの提供を委託してい

る。また、管理会社は、管理事務代行会社であるステート・ストリート・ファンド・サービシーズ（アイルラン

ド）リミテッドにファンドの管理事務代行業務を委託している。また、管理会社は、HSBCセキュリティーズ・

サービシーズ（アイルランド）リミテッドにファンドの受益証券の発行、買戻しおよび名義書換等に関する事務

代行業務を委託している。受託会社は、保管受託銀行であるステート・ストリート・カストディアル・サービ

シーズ（アイルランド）リミテッドにファンドの資産の受託保管を委託している。

　管理会社は、平成28年８月末日現在、以下の通り、６本の投資信託（合計純資産総額3,323.15百万米ドル）の

管理・運用を行っている。

 

ファンド名 国名 基本的性格

純資産総額

（百万米ドル）

（平成28年８月末

日現在）

HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファ

ンド

（HSBC Portfolio Selection Fund）

ガーンジー
ガーンジー籍アンブレラ型ユ

ニット・トラスト
2,199.15

HSBC ユニ・フォリオ

（HSBC Uni－Folio）
ガーンジー

ガーンジー籍アンブレラ型ユ

ニット・トラスト
52.70

HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファ

ンド

（HSBC Alternative Strategy Fund）

ガーンジー
ガーンジー籍アンブレラ型ユ

ニット・トラスト
79.21

HSBC UCITS アドバンテージ・ファンド

（HSBC UCITS AdvantEdge Fund）
アイルランド UCITS型投資信託 108.85

BFC バリュー・チェーン・ファンド

（BFC Value Chain Fund）
ガーンジー

ガーンジー籍アンブレラ型ユ

ニット・トラスト
16.50

プライベート・エクイティ・

シンジケーツ

（Various Private Equity

　Syndicates）

ガーンジー
ガーンジー籍ユニット・トラ

スト
866.73
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３【管理会社の経理状況】

 

a.　管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ガーンジーにおける法令および国際財務報告基準に準

拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内

閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第５項ただし書の規定

の適用によるものである。

 

b.　管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７

項に規定する外国監査法人等をいう。）であるケーピーエムジー　チャネル　アイランズ　リミテッドから

監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査

報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。

 

c.　管理会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円

換算額が併記されている。日本円による金額は、便宜上、平成28年８月31日現在における株式会社三菱東京

UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝103.18円）で換算されている。なお、千円未満の金額は

四捨五入されている。

 

d.　管理会社の財務書類の原文と日本文に齟齬がある場合、原文が優先する。
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（１）【貸借対照表】

 

HSBC マネジメント（ガーンジー）リミテッド

 

財政状態計算書

2015年12月31日現在

 

  2015年  2014年

 注記 米ドル  千円  米ドル  千円

非流動資産         

有形固定資産 ５ 19,565  2,019  27,460  2,833

子会社への投資 ２ 158  16  158  16

         

流動資産         

現金および現金等価物 ６ 32,640,748  3,367,872  28,286,438  2,918,595

管理運用するファンドからの未収金 ３,７ 21,521,951  2,220,635  23,226,133  2,396,472

兄弟会社からの未収金  500,000  51,590  500,000  51,590

流動資産  54,662,699  5,640,097  52,012,571  5,366,657

         

流動負債         

手数料 10 12,158,085  1,254,471  10,019,493  1,033,811

兄弟会社への未払金 ９ 6,600,631  681,053  5,381,967  555,311

関係会社への未払金 ９ 1,962,322  202,472  2,099,253  216,601

その他債務 10 121,500  12,536  180,000  18,572

流動負債  20,842,538  2,150,533  17,680,713  1,824,296

純流動資産  33,820,161  3,489,564  34,331,858  3,542,361

純資産  33,839,884  3,491,599  34,359,476  3,545,211

         

株主持分         

資本金 11 157,762  16,278  157,762  16,278

利益剰余金  33,682,122  3,475,321  34,201,714  3,528,933

株主持分合計  33,839,884  3,491,599  34,359,476  3,545,211

 

本財務書類は、取締役会により2016年３月24日付で承認され、以下の代表者によって署名された。

 

 

　　　　（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（署名）

Ｋ．チャールズ／取締役　　　　　　　　　　　　　Ｃ．ロスメク／取締役

 

 

後述の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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（２）【損益計算書】

 

HSBC マネジメント（ガーンジー）リミテッド

 

包括利益計算書

2015年12月31日終了年度

 

  2015年  2014年

 注記 米ドル  千円  米ドル  千円

収益         

管理報酬、受託管理報酬、管理事務代
行報酬および業績報酬

３
 

56,931,851
 

 
5,874,228

 
 

62,301,828
 

 
6,428,303

  56,931,851  5,874,228  62,301,828  6,428,303

費用         

手数料 ３ 21,861,985  2,255,720  20,384,774  2,103,301

投資顧問報酬 ３ 11,092,737  1,144,549  14,719,008  1,518,707

受託報酬、保管報酬および名義書換事
務代行報酬

 
 

4,382,189
 

 
452,154

 
 

4,519,434
 

 
466,315

給与および給付  1,084,574  111,906  1,409,386  145,420

グループ会社に対する管理報酬 ４ 943,787  97,380  1,065,749  109,964

外国為替差損 ２ 549,755  56,724  530,811  54,769

その他費用  296,056  30,547  204,858  21,137

非業務執行取締役報酬  232,466  23,986  144,000  14,858

減価償却費 ２,５ 7,894  815  9,368  967

  (40,451,443) (4,173,780) (42,987,388) (4,435,439)

         

当期包括利益合計  16,480,408  1,700,448  19,314,440  1,992,864

 

当グループは、当期利益の他にその他包括利益の内訳項目を有していない。

 

 

後述の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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HSBC マネジメント（ガーンジー）リミテッド

 

持分変動計算書

2015年12月31日終了年度

 

 資本金  利益剰余金  持分合計

 米ドル  千円  米ドル  千円  米ドル  千円

2015年１月１日現在 157,762  16,278  34,201,714  3,528,933  34,359,476  3,545,211

当期包括利益合計 -  -  16,480,408  1,700,448  16,480,408  1,700,448

持分に直接計上される            

保有者との取引：支払配当金
（１株当り107.76米ドル）

-  -  (17,000,000) (1,754,060) (17,000,000) (1,754,060)

            

2015年12月31日現在 157,762  16,278  33,682,122  3,475,321  33,839,884  3,491,599

            

            

 資本金  利益剰余金  持分合計

 米ドル  千円  米ドル  千円  米ドル  千円

2014年１月１日現在 157,762  16,278  34,887,274  3,599,669  35,045,036  3,615,947

当期包括利益合計 -  -  19,314,440  1,992,864  19,314,440  1,992,864

持分に直接計上される            

保有者との取引：支払配当金
（１株当り126.77米ドル）

-  -  (20,000,000) (2,063,600) (20,000,000) (2,063,600)

            

2014年12月31日現在 157,762  16,278  34,201,714  3,528,933  34,359,476  3,545,211

 

後述の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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HSBC マネジメント（ガーンジー）リミテッド

 

キャッシュ・フロー計算書

2015年12月31日終了年度

 

  2015年  2014年

 注記 米ドル  千円  米ドル  千円

営業活動からのキャッシュ・フロー         

税引前利益  16,480,408  1,700,448  19,314,440  1,992,864

以下の調整：         

－減価償却費 ５ 7,894  815  9,367  966

営業資本の変動前の営業活動からの
キャッシュ・フロー

 16,488,302  1,701,263  19,323,807 1,993,830

営業資本の変動：         

－その他の資産の減少  1,704,183  175,838  2,485,976  256,503

－その他の負債の減少  3,161,825  326,237  788,333  81,340

  21,354,310  2,203,338  22,598,116  2,331,674

営業活動から生じた現金純額  21,354,310  2,203,338  22,598,116  2,331,674

         

財務活動に使用されたキャッシュ・
フロー

        

株主に支払われた配当金  (17,000,000) (1,754,060) (20,000,000) (2,063,600)

財務活動に使用された現金  (17,000,000) (1,754,060) (20,000,000) (2,063,600)

現金および現金等価物の減少純額  4,354,310  449,278  2,598,116  268,074

１月１日現在現金および現金等価物  28,286,438  2,918,595  25,688,322  2,650,521

12月31日現在現金および現金等価物  32,640,748  3,367,872  28,286,438  2,918,595

 

後述の注記は、当財務書類と不可分のものである。

　　次へ
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HSBC マネジメント（ガーンジー）リミテッド

 

財務書類に対する注記

 

HSBCマネジメント（ガーンジー）リミテッド（以下「当社」という。）は、1986年9月25日にガーンジーにお

いて登記された。当社はガーンジーに本拠を置いており、ガーンジーにおいて登記されているHSBCインベストメ

ント・ホールディングス（ガーンジー）リミテッドの全額出資子会社である。最終的な親会社は、英国において

設立された公開上場会社であるHSBCホールディングス・ピーエルシーである。

当社の主な活動は、各種ファンドの管理会社、受託管理会社および取締役として行為することならびに関連子

会社の会社取締役として行為することである。当社の完全所有子会社は以下のとおりである。

 

会社名 設立国 所有割合 会社形態

エマージング・グロース・リアル・エステート・ファンド

Ⅱ・ジーピー・リミテッド

ガーンジー 100% ジェネラル・パート

ナー

ヴィンテージⅢ・スペシャル・シチュエーションズ・ジー

ピー・リミテッド

ガーンジー 100% ジェネラル・パート

ナー

ヴィンテージⅠ・セカンダリー・ジーピー・リミテッド ガーンジー 100% ジェネラル・パート

ナー

セカンダリー・クラブ・ディールⅡ・ジーピー・リミテッ

ド

ガーンジー 100% ジェネラル・パート

ナー

セカンダリー・クラブ・ディールⅠ・ジーピー・リミテッ

ド

ガーンジー 100% ジェネラル・パート

ナー

HDSAP・ジーピー・リミテッド ガーンジー 100% ジェネラル・パート

ナー

ヴィンテージ2016 HV・ジーピー・リミテッド(1) ガーンジー 100% ジェネラル・パート

ナー

(1) 2016年２月11日に設立

 

１．作成の基礎

(a)　当社は、真実かつ公正な概観を提供するその財務書類を、国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に

準拠して、また2008年ガーンジー会社法に従って作成する。IFRSは、国際会計基準審議会およびその前身

となる組織により発行された会計基準ならびに国際財務報告基準解釈指針委員会およびその前身となる組

織により発行された解釈とで構成される。

 

(b)　本財務書類の承認日現在、当社に関係するが本財務書類には未だ適用されていない下記の基準および解釈

が公表されたが未発効である。

 

IFRS第９号「金融商品-認識および測定」（2018年１月１日以後開始する期間から発効）。当社は、IFRS第

９号の影響を評価中である。

 

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」（2018年１月１日以後開始する期間から発効）。当社は、

IFRS第15号の影響を評価中である。

 

これらの基準は発効後、適用される。

EDINET提出書類

ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

113/168



(c)　財務書類の作成に際しては、将来の状況についての見積および仮定の使用が要求される。これらの見積お

よび仮定については、財務書類の作成時と最終的な純資産総額の公表との間のタイムラグのため、別の情

報源からでは入手できない純資産総額の数値を得るために使用する帳簿価額に関する経営陣の判断が要求

される。これらの見積および仮定は、過去の経験およびその他関連性があると考えられる要因に基づく。

実際の業績は、これらの見積とは異なることがある。

 

これらの見積が提供された財務情報を正確に表示するものであるか否かは、当社によって引き続き見直さ

れる。会計上の見積の修正は、当該見積が修正される期中および影響を及ぼす将来の期間に認識される。

 

経営陣の意見によれば、当社の財務書類中の包括利益計算書、財政状態計算書およびキャッシュ・フロー

計算書の適正な表示に必要と思われるすべての通常かつ経常的な調整が行われた。

 

２．主要な会計方針

以下の会計方針は、当社の財務書類に関連して重要とみなされる項目を取り扱う場合に継続して適用されてい

る。

機能通貨および表示通貨

財務書類に含まれる項目は、当社が事業を行っている主たる経済環境の通貨（以下「機能通貨」という。）を

使用して測定される。本財務書類は、当社の機能通貨および表示通貨である米ドルで表示される。

外国為替

　外貨取引は、取引日現在の実勢為替レートで機能通貨により計上される。外貨建の貨幣性資産および負債は、

財政状態計算書日付現在の実勢為替レートで機能通貨に換算される。結果として生じた為替差損益は、期中の損

益勘定に含まれている。外貨建の取得原価で測定される非貨幣性資産および負債は、当初取引日の為替レートを

用いて機能通貨に換算される。外貨建の公正価値で測定される非貨幣性資産および負債は、公正価値が決定され

た日の為替レートを用いて機能通貨に換算される。

有形固定資産

有形固定資産は、減価償却費を控除した原価で表示される。

減価償却費は、定額法を用いて見積耐用年数にわたり有形固定資産の原価を償却するため、以下の年率で計算

される。

家具・備品および付属品 10％

コンピュータ・ハードウェアおよび関連ソフトウェア 33 1/3％

 

コンピュータ・ソフトウェアの原価は、ハードウェアと特別に関連するもの以外は、全額償却され、発生時に

費用計上される。

子会社への投資

子会社への投資は、原価で測定される。すべての子会社は、前述の通り完全所有子会社のジェネラル・パート

ナーであり、ガーンジーで設立されている。

現金および現金等価物

キャッシュ・フロー計算書上、現金および現金等価物は、一定の金額の現金に容易に換金可能で、価格変動の

リスクが大きくない流動性の高い投資対象を含む。かかる投資対象は、通常、取得日から支払期日まで３か月未

満であり、現金、銀行当座預金および銀行へのコールマネーを含む。

収益認識

管理報酬、受託管理報酬および管理事務代行報酬（信託報酬）は、発生基準で計上される。業績報酬は、業績

報酬を受取る権利が合理的に確定される時点で認識される。

 

３．報　　酬

管理報酬および受託管理報酬（信託報酬）

当社は、それぞれのファンドの基礎となる純資産総額または合計約定額の比率に基づき管理報酬および受託管

理報酬を受領する。管理報酬および受託報酬は、発生基準で認識される。当社の規制された信託業務により、合

計1,230,788米ドル（2014年：1,112,027米ドル）の信託報酬が2015年12月31日終了年度に稼得された。

手数料
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当社は、その裁量により、管理するファンドに申込者を紹介するHSBCグループ企業の各支店、兄弟会社、関係

会社および関連会社ならびに特定の認可された第三者に対して割戻手数料を支払うことに同意した。割戻手数料

は２つのカテゴリーに分類され、第一に当初費用（もしあれば）の一部、第二に受益証券発行により導入され引

き続きかかる受益証券に関連している資金の純資産価額に基づく継続的付随手数料である。手数料は発生基準で

計上され、年度末時点の支払手数料は注記10に詳述される。

投資顧問報酬

当社は、管理運用するファンドに投資助言を提供する兄弟会社、HSBCグループ企業および第三者に投資顧問報

酬を支払う。投資顧問報酬は、発生基準で計上される。

管理会社の業績報酬

複数の企業や組織との管理契約に基づき、当社は、対象となるビークルの業績に基づき業績報酬を受領する権

利を有する。当社は、受領した当該業績報酬を、関連会社および投資顧問会社に必要に応じて分配することがで

きる。2015年12月31日終了年度に、合計8,367,692米ドルの業績報酬を稼得した（2014年：11,111,364米ド

ル）。未払業績報酬は、業績報酬を回収する権利が確定される時点で認識される。

 

４．グループ会社に支払われる管理報酬

グループ会社に支払われる管理報酬には343,181米ドル（2014年：272,987米ドル）の賃借料が含まれる。

 

５．有形固定資産

  
家具・備品および付

属品
 

コンピュータ・

ハードウェアおよび

関連ソフトウェア

 合　計

  米ドル 米ドル 米ドル

原　価       

2015年1月1日現在  162,502  1,027,736  1,190,238

       

       

2015年12月31日現在  162,502  1,027,736  1,190,238

       

減価償却       

2015年1月1日現在  136,630  1,026,149  1,162,779

当期費用  6,307  1,587  7,894

       

2015年12月31日現在  142,937  1,027,736  1,170,673

       

簿価純額       

2015年12月31日現在  19,565  -  19,565

       

2014年12月31日現在  25,873  1,587  27,460
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６．現金および現金等価物

2015年12月31日現在の現金および現金等価物には、関係会社であるHSBCプライベート・バンク（C.I.）リミ

テッドに保有する32,640,748米ドル（2014年：28,286,438米ドル）の残高が含まれている。2015年度中、当社の

当該残高についての利息収入はなかった（2014年：なし）。

 

７．管理運用するファンドからの未収金

  2015年 2014年

  米ドル 米ドル

管理報酬および管理事務代行報酬  14,186,786  13,003,784

業績報酬  5,860,149  7,941,836

その他の報酬  1,475,016  2,280,513

  21,521,951  23,226,133

 

８．税　　金

2012年12月13日付の法人所得税（ゼロ10）（企業中間税率）（改訂）（ガーンジー）規則2012年の制定を受

け、2013年１月１日より、特定の規制された信託業務から発生する当社の収益（控除可能費用差引後）は、10％

の企業中間税率で課税される（当期中に受領した信託報酬は注記３に記載される。）。当社の残りの収益は、

０%の企業標準税率で課税される。当社の信託業務に対する課税につき費用は発生しなかった（2014年：な

し）。

 

９．グループ企業への未払金

  2015年 2014年

  米ドル 米ドル

兄弟会社への未払金  6,600,631 5,381,967

関係会社への未払金  1,962,322 2,099,253

  8,562,953 7,481,220

 

グループ企業への未払金は、無担保、無利息で、要求に応じて返済される。

 

10．その他の負債

  2015年 2014年

  米ドル 米ドル

未払手数料（注３）  12,158,085 10,019,493

その他債務  121,500 180,000

  12,279,585 10,199,493

 

11．資 本 金

  2015年 2014年

授　権　済：  英ポンド 英ポンド

　額面1英ポンド　普通株式100,000株  100,000 100,000

     

割当済および全額払込済：  米ドル 米ドル

　額面1英ポンド　普通株式100,000株  157,762 157,762

（取得原価で換算）     

 

持分を表章する普通株式には、以下の権利が付与されている。

・　随時取締役により推奨され、当社により宣言される確定配当金を受領する権利。

・　１株に付き１個の議決権。

・　すべての普通株式の当社の残存資産に関する同等の順位。
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12．関係会社取引

兄弟会社からの未収金を除くすべての関係会社取引は、独立当事者間取引において一般的な条件と同等の条件

で行われ、本財務書類に開示されている。通常の業務過程で発生したグループ会社への未払金は、無担保、無利

息および要求払いである。

財務書類の注記４、注記６、注記７および注記９に開示される取引および残高とは別に、当社は、当期中、兄

弟会社および関係会社と以下の取引を行った。

 

  2015年  2014年

  米ドル  米ドル

損益計算書     

投資顧問報酬  (11,527,865) (15,039,008)

手数料  (7,114,702) (9,652,217)

受託報酬および保管報酬  (807,092) (657,509)

管理報酬  -  -

 

さらに、年度末時点の関連会社への未払金は12,158,085米ドル（2014年：10,019,493米ドル）であり、年度末

時点の兄弟会社からの未収金は500,000米ドル（2014年：500,000米ドル）であった。

 

当社のために役務を提供するすべてのスタッフは、HSBCプライベート・バンク（C.I.）リミテッド（以下

「PBCI」という。）に雇用されている。PBCIは、当社の運営のために使用されているスタッフについて、月次

ベースで当社に請求を行う。2015年12月31日終了年度に、PBCIは、給与および給付について、合計1,084,574米

ドル（2014年：1,409,386米ドル）を当社に請求した。

非業務執行取締役報酬232,466米ドル（2014年：144,000米ドル）は、当年度中に支払義務が生じた。

 

13．リスク管理

(a) 信用リスク管理

信用リスクは、顧客または取引相手方がファンドの管理事務代行契約に基づく義務を履行できないことから

財務上の損失が生じるリスクである。当社は、かかるすべての活動からのリスクを管理監督するために設け

られた基準、方針および手続を有している。

現金および現金等価物は、信用リスクが最小であると経営陣が考える場合、フィッチの信用格付がAAである

HSBCグループ会社に保管される。

当社は、管理運用するファンドおよび兄弟会社からの未収金の信用リスクは最低限であると考える。以下の

表は、保有する担保またはその他の信用補完を除く、信用リスクの内訳を表している。

  12月31日現在

  2015年  2014年

  米ドル  米ドル

     

兄弟会社からの未収金  500,000  500,000

現金および現金等価物  32,640,748  28,286,438

管理運用するファンドからの未収金  21,521,951  23,226,133

  54,662,699  52,012,571
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(b) 市場リスク管理

市場リスクは、管理運用するファンドの価額が減少して、結果として収益にも影響するリスクである。

当社の事業への影響を削減するため、当社は、HSBCグループの資産負債管理委員会（ALCO）により承認され

たリスク限度により市場リスクを管理する。

 

(c) 外国為替エクスポージャー

外国通貨リスクは、金融商品の価額が外国為替レートの変化により変動するリスクである。当社の外国為替

エクスポージャーは、以下に記載するように、外貨建の金額の米ドル相当額の変動により生じる。

  2015年  2014年

  米ドル  米ドル

資産     

ユーロ  915,630  5,360,176

英ポンド  550,809  1,051,046

スイス・フラン  210,339  550,663

日本円  18,021  50,691

中国元  -  97,517

シンガポール・ドル  -  17,353

香港ドル  96  2,043,346

     

負債     

英ポンド  446,959  89,912

 

感応度分析

2015年12月31日現在、以下の通貨に対して米ドルが５%強くなった場合には、以下に示す利益（損失）への

影響が生じる。米ドルが５%弱くなった場合には、以下に示す金額と同等だが逆の影響を及ぼす。かかる分

析は、その他すべての変数（特に金利）は不変であると仮定する。

  2015年  2014年

  米ドル  米ドル

ユーロ  45,781  268,009

英ポンド  49,888  52,552

スイス・フラン  10,517  27,533

日本円  901  2,535

中国元  -  4,876

シンガポール・ドル  -  868

香港ドル  5  102,167

 

(d) 流動性リスク管理

流動性リスクは、当社が資産の現金化においてまたは契約を履行するための資金調達において困難に直面す

るリスクである。

当社は、安定した資金調達を提供するためのさまざまなソースを利用する。これらには、即時利用可能な短

期資金勘定に銀行残高を維持すること、グループ内の資金調達および当社の株主持分が含まれる。

(e) 資本リスク管理

当社の方針は、投資家、債権者および市場の信頼性を維持するために強固な資本基盤を維持すること、なら

びに事業の将来的な発展を維持することである。資本は、資本金および利益剰余金で構成される。経営陣

は、資本収益および普通株主への配当金レベルを監視する。

当社は、後述の当社の資本要件を規定し監視するガーンジー金融サービス委員会により規制されている。経

営陣は、ガーンジー金融サービス委員会の要件を確実に遵守するために、当社の資本金を定期的に監視す

る。

(f) 金利リスク管理

当社は、金利の発生する金融商品を保有していないため、当社の金利リスク・エクスポージャーは存在しな

い。
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(g) 業務リスク管理

業務リスクは、詐欺、無許可活動、過誤、不作為、不手際、システム障害または外部事象により生じる損失

リスクである。それはすべての事業体につきものであり、幅広い問題を含む。

HSBCグループは、過程を記録し許可を独立させ取引を照合して監視するという規制に基づく環境により当該

リスクを管理する。これは、内部監査により行われる定期的な見直しの独立した取組みおよび外部の業務リ

スク事由を観察することにより支えられ、HSBCグループが最良の実務に沿っていることおよび金融サービス

業界内の公表された経営の失敗から得た教訓を考慮していることを保証する。

HSBCグループは、高度な基準を発表することによりその業務リスク管理プロセスを規則化した。これは、

HSBCグループが、リスクの特定、評価、監視、統制および軽減、ならびに業務リスク事由の是正および現地

の規制上の要件と一致させるために要求される追加的手続きの実施により、どのように業務リスクを管理し

ているかを説明している。業務リスクを管理するために行われる対処法は、各HSBCグループの経営規模およ

び特性を参考に決定される。当該HSBCグループの基準は以下を網羅している。

・業務リスク管理責任は、事業経営上の上級管理職レベルに帰する。

・情報システムは、業務リスクの特定および評価を記録し、ならびに適切な定期的管理報告の作成のために

使用される。

・業務リスクは、各事業が直面する業務リスクならびに過程、活動および製品に固有のリスクを包むリスク

評価により特定される。リスク評価は、重要な変動を監視するために特定されたリスクの定期的な見直し

を含む。

・業務リスク損失データは、収集され上級管理職に報告される。当該報告書は、業務リスク損失総額および

重要性の基準を超える事柄の詳細を網羅している。

・保険を含むリスクの軽減は、費用対効果がある場合、検討される。

現地の経営陣は、業務リスクに対してHSBCグループの基準を履行することに責任を負う。

(h) 風評リスク管理

HSBCの信用を守ることは、当社の成功を継続するために最も重要であり、すべてのスタッフの責任である。

風評リスクは、社会的、倫理的もしくは環境面の問題から、または業務リスク事由の結果として生じうる。

銀行グループとして、HSBCの高い評価は、その事業をどのように行っているかに立脚するが、それはまた金

融サービスを提供している顧客がどのように行動するかにも影響される。

風評リスクは、方針の立案およびHSBC基準の確立に際して、取締役会、HSBCグループ運営取締役会、リスク

管理委員会、子会社の取締役会、取締役委員会および/または上級管理職により検討され評価される。事業

のすべての重要な事項に関する基準は、HSBCならびに個々の子会社、事業および部門について設定されてい

る。内部統制システムの不可分な一部である当該方針は、マニュアルおよび方針説明書により伝達され、内

部通信および訓練を通じて公表される。当方針は、資金洗浄の抑止、環境面の影響、汚職防止策および従業

員関係を含む風評リスクのすべての分野における運用手順を規定している。

HSBCグループの内部監査機能が、方針および基準の遵守を監視する。
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14．支配当事者

当社は、HSBCインベストメント・ホールディングス（ガーンジー）リミテッドの100％子会社であり、

最終的な支配権はHSBCホールディングス・ピーエルシーにある。

 

15．後発事象

2016年３月17日、当社の取締役会は、普通株式につき17,000,000米ドルの配当を承認した。配当は

2016年３月31日に支払われる。
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HSBC マネジメント（ガーンジー）リミテッド

 

資本計算書

2015年12月31日現在

 

  米ドル

支出額基準要件テスト   

調整後、偶発債務およびリスク控除後の純資産  54,060,763

年間監査済み支出額の25％および100,000ポンドの大きい方：   

年間監査済み支出額の25％  (1,676,651)

   

資本余剰金純額  52,384,112

   

流動性要件   

調整後、偶発債務およびリスク控除後の純資産  54,060,763

年間監査済み支出額の10％および10,000ポンドの大きい方：   

年間監査済み支出額の10％  (670,661)

   

資本余剰金純額  53,390,103

 

　　次へ
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４【利害関係人との取引制限】

　信託証書が規定する「利害関係人」は、（ⅰ）受託会社、（ⅱ）管理会社、（ⅲ）投資顧問会社、（ⅳ）管理

会社の親会社または関係会社、（ⅴ）投資顧問会社の親会社または関係会社、（ⅵ）受託会社の親会社または関

係会社である。

　信託証書は、利害関係人は、受託会社および管理会社が信託証書の当事者ではなかった場合に利害関係人が有

したであろう同様の権利を有する受益証券を所有し、これを保有し、処分しまたはその他の方法により処理する

ことができる。同様の投資銘柄が信託証書に基づきスキーム財産の一部として保有されているか否かに関わら

ず、個人の勘定でいかなる投資銘柄も購入し、保有し、処分することができる。かかる利害関係人は、当該取引

により、または関連して生じた収益または利益について、他の利害関係人もしくは受益者またはそのすべてに対

して、説明する義務はない。

　信託証書および投資顧問契約は、クラスＢ規則第4.10条に言及している。かかる条項は、管理会社、受託会

社、投資顧問会社またはその関連会社が主にスキーム財産に関し以下の取引を行えない場合を規定している。

（ａ）ファンドの勘定で、受託会社に対し資産を販売、または販売の取扱いを行うか、（ユニット化によるもの

を除く。）ファンドの受益証券の発行に対し受託会社の資産を提供する場合。

（ｂ）ファンドの勘定で行為する受託会社から資産を購入する場合。

　第4.10条は、受託会社、管理会社、投資顧問会社、またはそれらの関係会社のいずれも本条に従い行った取引

から生じた収益または利益について、他の当事者および／または受益者に対し説明する義務はない旨規定してい

る。

　本書は、HSBCグループの開示について上述している。

　本書は、また、一ファンドが他の一ファンドまたは複数のファンドに投資する場合、管理会社は、管理報酬の

二重請求が発生しないように当該取得権益に関して管理会社に生じるすべての報酬が払い戻されることを明記し

ている。

利益の相反

　管理会社、受益会社、投資顧問会社または監査法人の取締役は、受益証券を有さない。

　管理会社の各取締役が、現在または過去５年間に務めた取締役の一覧は、請求すれば管理会社の事務所におい

て入手可能である。

 

５【その他】

（１）定款の変更

　管理会社の定款の変更または管理会社の自発的解散に関しては、４分の３以上の多数決による株主総会の決

議（特別決議）が必要である。

（２）事業譲渡または事業譲受

　受託会社の合意、クラスＢ規則および委員会に対する事前の書面による通知および委員会の正式承認に基づ

き、管理会社の委員会によって承認された他のガーンジーの関係当事者に対する信託証書に基づく管理会社を

退任するか、またはその権利および義務を譲渡することができる。

（３）出資の状況

　該当事項なし。

（４）訴訟事件その他の重要事項

　管理会社は、本書提出日現在、その知りかつ信じうる限り、いかなる管轄法域における裁判所、仲裁機関お

よび政府機関において、仲裁または行政手続に関与していない。

　その他、本書提出日現在、管理会社、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドおよび各ファンドに

重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はない。
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第２【その他の関係法人の概況】

 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）HSBC プライベート・バンク（C.I.）リミテッド（「受託会社」）

　（HSBC Private Bank（C.I.）Limited）

①　資本金の額

　平成28年８月末日現在、800万米ドル（約８億2,544万円）

②　事業の内容

　受託会社は、ガーンジーにおいて昭和60年６月６日、有限責任会社として設立され、GY1 1EE、ガーン

ジー、セント・ピーター・ポート、パーク・ストリート、パーク・プレイスに登記上の事務所を有する。受

託会社は、HSBCグループの一社である。平成20年５月31日付で、HSBC プライベート・バンク（ガーン

ジー）リミテッドより名称を変更した。

　受託会社の主たる事業は、銀行および関連金融サービスを全世界の個人・法人顧客に対して提供すること

である。

 

（２）ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッド（「保管受託銀

行」）

　（State Street Custodial Services（Ireland）Limited）

①　資本金の額

　平成28年８月末日現在、200,000スターリング・ポンド（約2,698万円）

②　事業の内容

　保管受託銀行は、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの保管業務を提供する。

 

（３）ステート・ストリート・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド（「管理事務代行会社」）

　（State Street Fund Services（Ireland）Limited）

①　資本金の額

　平成28年８月末日現在、350,000スターリング・ポンド（約4,721.5万円）

②　事業の内容

　管理事務代行会社は、HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの管理事務代行業務を提供する。

 

（４）HSBC オルタナティブ・インベストメンツ・リミテッド（「投資顧問会社」）

　（HSBC Alternative Investments Limited）

①　資本金の額

　平成28年８月末日現在、1,078,543米ドル（約１億1,128.4万円）

②　事業の内容

　投資顧問会社は、所定の投資業務の遂行に関して金融サービス委員会により規制されている英国における

有限責任会社として設立され、ロンドン　SW1A 1JB、セント・ジェームズ通り78番を主たる所在地としてい

る。投資顧問会社は、管理会社および受託会社の関連会社により全額出資されている。
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（５）HSBCセキュリティーズ・サービシーズ（アイルランド）リミテッド（「名義書換事務代行会社」）

　（HSBC Securities Services (Ireland) Limited）

①　資本金の額

　平成28年8月末日現在、1,000,005米ドル（約１億318万円）

②　事業の内容

　HSBCセキュリティーズ・サービシーズ（アイルランド）リミテッドは、平成３年11月29日にアイルランド

で設立された非公開有限責任会社であり、最終的にはHSBCホールディングス・ピーエルシーの全額出資子会

社である。HSBCホールディングス・ピーエルシーは、英国で設立された公開会社で、平成28年６月30日現

在、約２兆6,081億米ドルの総資産を有している。

 

（６）HSBC 証券会社　東京支店（「HSBC証券」）（「代行協会員」および「日本における販売会社」）

①　資本金の額

　平成28年９月末日現在、197億7,500万円

②　事業の内容

　日本において第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

（７）香港上海銀行　東京支店（「香港上海銀行」）（「日本における販売会社」）

①　資本金の額

　平成28年９月末日現在、960億5,245万7,252.5香港ドル（約１兆2,274億9,768万円）および47億３百万米

ドル（約4,852億5,554万円）

（注）香港ドルの円換算額は、平成28年８月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１香港ドル＝13.30

円）による。

②　事業の内容

　日本において銀行業務を行っている。

 

（８）クレディ・スイス証券株式会社（「日本における販売会社」）

①　資本金の額

　平成28年９月末日現在、781億円

②　事業の内容

　第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。

 

２【関係業務の概要】

（１）HSBC プライベート・バンク（C.I.）リミテッド（「受託会社」）

　（HSBC Private Bank（C.I.）Limited）

　1987年法およびクラスＢ規則の目的上、受託会社は、ファンドの指定受託会社である。信託証書の要項に基

づき、受託会社は、管理会社および委員会の事前の承認を得て、ファンドに関し受託会社との共同受託者とし

て連帯して行為すべき他の法人を当該ファンドの受託会社に指名する権限を有する。

　信託証書の要項に基づきまたクラスＢ規則に従い、受託会社は、インベスターズ・トラスト・アンド・カス

トディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッドとの間で包括保管契約を締結した。同契約上の地位は

ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッドに譲渡され、同社が保管

機能を委託されている。当該契約に基づき受託会社がステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ

（アイルランド）リミテッドに支払うべきすべての報酬は受託報酬から支払われる。

 

（２）ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッド（「保管受託銀

行」）

　（State Street Custodial Services（Ireland）Limited）
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　インベスターズ・トラスト・アンド・カストディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッドは、受託

会社との間で包括保管契約を締結した。同契約上の地位はステート・ストリート・カストディアル・サービ

シーズ（アイルランド）リミテッドに譲渡され、同社が保管機能を委託されている。

 

（３）ステート・ストリート・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド（「管理事務代行会社」）

　（State Street Fund Services（Ireland）Limited）

　インベスターズ・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッドは、管理会社との間で管理事務契約

を締結した。同契約上の地位はステート・ストリート・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド

に譲渡され、同社が管理事務機能を委託されている。

 

（４）HSBC オルタナティブ・インベストメンツ・リミテッド（「投資顧問会社」）

　（HSBC Alternative Investments Limited）

　投資顧問会社は、ファンドの運用に関する専門的サービスの提供のため、またクラスＢ規則および投資顧問

契約中の投資ガイドラインに従った投資運用取引全般を一任ベースで行うため、管理会社により選任された。

 

（５）HSBCセキュリティーズ・サービシーズ（アイルランド）リミテッド（「名義書換事務代行会社」）

　（HSBC Securities Services (Ireland) Limited）

　ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび名義書換等に関する事務代行業務を行う。

 

（６）HSBC 証券会社　東京支店（「HSBC証券」）（「代行協会員」および「日本における販売会社」）

　日本における代行協会員業務および受益証券の販売および買戻しの取扱業務を行う。

 

（７）香港上海銀行　東京支店（「香港上海銀行」）（「日本における販売会社」）

　日本における受益証券の販売および買戻しの取扱業務を行う。

 

（８）クレディ・スイス証券株式会社（「日本における販売会社」）

　日本における受益証券の販売および買戻しの取扱業務を行う。

 

３【資本関係】

　管理会社およびHSBC オルタナティブ・インベストメント・リミテッドは、HSBC インベストメント・ホール

ディングス（ガーンジー）リミテッドの全額出資会社である。受託会社は、HSBC プライベート・バンキング・

ホールディングス（スイス）エス・エイの全額出資会社である。HSBC インベストメント・ホールディングス

（ガーンジー）リミテッド、HSBC プライベート・バンキング・ホールディングス（スイス）エス・エイ、HSBC

セキュリティーズ・サービシーズ（アイルランド）リミテッドおよびHSBCアセット・マネジメント・リミテッド

の最終的な親会社は、HSBCホールディングス・ピーエルシーである。
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第３【投資信託制度の概要】

 

１　ガーンジーにおける投資信託制度の概要

１　1988年４月１日までは、ガーンジーのあらゆる種類の投資信託は、ユニット・トラストとして設立された

か、1908年ガーンジー会社法（改正後）の下における会社として設立されたかを問わず、ガーンジー州投資顧

問・金融委員会によって規制され、1946年ガーンジー借入規制法に従って制定された借入規制に関する政令に

規定された相当程度限られた権能のみを有していた。

２　1988年４月１日、1987年ガーンジー投資者保護法（「1987年法」）が全面的に施行され、同日、特に1987年

法の実施を目的として、1987年ガーンジー金融サービス委員会法により、ガーンジー州によって設立された

ガーンジー金融サービス委員会（「金融サービス委員会」）が活動を開始した。

３　1987年法により、何人であれ、金融サービス委員会が発行する免許なしに、ガーンジー内から規制下にある

投資業を営むことまたはかかる業務を行っていると表示することは違法であり、また、ガーンジーの団体が、

ガーンジーの領域外で、規制下にある投資業を営むことおよび営んでいると表示することは、当該団体がガー

ンジーで当該業務を行う免許を有し、かつ当該業務がガーンジーで適法になしうるものでなければ、違法であ

る。

４　1987年法において、1987年法付則第一部に明示されている種類の「規制投資」に関連して、1987年付則第二

部に明示されている「制限活動」のいずれかを業とする者は、規制投資業を営んでいるものとみなされる。集

団投資スキームは、付則第一部に明示されている規制投資の一つのカテゴリーを構成するものであるが、一般

証券およびデリバティブは規制投資の他のカテゴリーを構成しており、また、ガーンジー州は、政令により、

付則第一部に他のカテゴリーを追加する機能を有する。

５　1987年法付則第一部カテゴリー１は、集団投資スキームを、あらゆる種類の資産（現金を含む）に関する一

切の仕組みであり、以下の特色を有するものと定義している。

（ａ）投資者が、当該資産の取得、保有、運用もしくは処分から生じる収益もしくは収入またはかかる収益も

しくは収入から支払われる金員の取得、保有、運用もしくは処分から生じる収益もしくは収入にあずか

り、またはこれを受け取ることができるようにする目的または効果を有し、

（ｂ）当該活動に関連する資産の運用に対して、投資者が日々の管理を行うことができず（意見をする権利ま

たは指示を与える権利を有するか否かは問わない）、かつ

（ｃ）その下において、（ⅰ）投資者の出資および支払原資となる収益もしくは収入が集められ、または

（ⅱ）当該資産が、その運用に責任を負う者によりもしくはその者のために、合同運用されること。

　付則第一部カテゴリー１は、集団投資スキームでない投資活動を数多く列挙している。それには、例

えば、各投資者が当該スキームの管理会社と同グループ内の法人である取引、フランチャイズの仕組

み、銀行による預金受入れ、保険契約および企業年金スキームが含まれる。オープン・エンド型会社型

投資信託でない法人およびクローズド・エンド型ユニット・トラスト（法人の場合、オープン・エンド

型会社型投資信託ではない仕組みと定義されている。）もまた除外されている。

６　1987年法は、制限活動を構成する活動として、販促活動、購入、登録、売買、運用、管理、助言、保管およ

び投資取引所の運営を挙げている。免許業者は、当該集団投資スキームが1987年法に従って金融サービス委員

会により許可されない限り、ガーンジー法に基づいて設立または設定された集団投資スキームに関して制限活

動に従事することができない。当該集団投資スキームがガーンジー以外の国または地域の法律により設立また

は設定され、運用および保管の両方の制限活動が免許業者により行われまたは委託されている場合、当該ス

キームもまた、1987年法に基づき、金融サービス委員会により認可されることが必要である。運用、保管また

は管理の制限活動のいずれかが、免許業者により、ガーンジーにおいて、特定の法域において認可された一定

のスキームを除く非ガーンジー籍スキームに関して行われる場合、かかる活動を行う免許業者は、金融サービ

ス委員会に対して、かかるスキームのためにかかる活動を行うことを、事前に書面により通知しなければなら

ない。1994年非ガーンジー籍スキームに対する業務運営および通知に関する規則に基づく一定の要件が満たさ

れなければならない。

７　2008年10月29日までは、クローズド・エンド型ユニット・トラストならびに1987年法に基づく集団投資ス

キームではない会社およびその他の投資ファンドは、1959年－1989年ガーンジー借入規制に関する政令（改訂
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済）（「COBO政令」）に基づくガーンジー州投資顧問・金融委員会同意を要求されていた。かかる同意には、

通常、当該ファンドの業務方法の変更につき金融サービス委員会の事前同意が必要という条件が含まれてい

た。さらに、1987年法が拡張され、付則第一部カテゴリー２の「規制投資」の定義にクローズド・エンド型ス

キームが追加されてからは、1987年法の規定により、当該会社およびファンドについて制限活動を行う者は免

許を得なければならない。2007年ガーンジー投資者保護（改訂）法（「POI改正法」）に関連して、COBO政令

は改正され、ユニット・トラスト・スキームおよびリミテッド・パートナーシップ・スキームは、COBO同意を

必要としていなかった。2013年２月27日、COBO政令は、2013年ガーンジー借入規制（廃止）政令に差し替えら

れた。

８　2008年10月29日までは、1987年法第８条第１項によれば、集団投資スキームは、金融サービス委員会によっ

て、特定の種類の認可されたスキームである旨宣言されることができると定めていた。POI改正法に関連し

て、金融サービス委員会はまた、現在、集団投資スキームについて特定の種類の登録されたスキーム（「登録

ファンド」）である旨宣言することができる。金融サービス委員会は、クラスＡ、クラスＢおよびクラスＱと

いう３種類の異なる認可オープン・エンド型スキームを規定している（認可クローズド・エンド型スキームに

ついては以下を参照。）。

　クラスＡスキームである旨宣言されたスキームは、その投資および借入権能を決定するために、フィー

ダー・ファンド、ファンド・オブ・ファンズ、マネー・マーケット・ファンドおよび証券スキームとしてさら

に区分される。クラスＡスキームは、クラスＡ規則の下で設立されたスキームを英国における個人投資家に販

売するのに相応しいものと指定する2002年集団投資スキーム（クラスＡ）規則（2003年集団投資スキーム（ク

ラスＡ）（改訂）規則により改訂済）、および新規クラスＡスキームの設立またはよりリベラルな投資権限を

活用しているが、現在のところ英国で販売する予定はない既存クラスＡスキームの転換を認めるためのHM財務

省による指定に先立ち、2008年11月24日に導入された2008年認可集団投資スキーム（クラスＡ）規則により改

訂済）（「クラスＡ規則」）により規制される。クラスＢスキームは、2014年１月２日に発効した2013年認可

集団投資スキーム（クラスＢ）規則（「クラスＢ規則」）により規制され、1990年集団投資スキーム（クラス

Ｂ）規則は全面的に効力を失った。クラスＱスキームは、1998年集団投資スキーム（適格専門的投資家向け

ファンド）（クラスＱ）規則（「クラスＱ規則」）により規制される。

　2008年10月29日付で、POI改正法は、COBO政令のファンド業務に関連する部分および1987年法の改正部分と

差し替えられた。2008年12月15日、金融サービス委員会は多くの規則（「新規則」）を施行したが、これに

は、2008年認可クローズド・エンド型投資スキーム規則（「ACEIS規則」）、2015年登録集団投資スキーム規

則（「RCIS規則」）および2008年目論見書規則が含まれている。2009年４月30日までにRCIS規則に基づき登録

されることを選択していなかった既存のクローズド・エンド型集団投資スキーム（2008年12月15日以前に承認

済）は、COBO政令に基づき実際に同意を得た日に、ACEIS規則が当該日に施行されていたものとして、改正済

1987年法第８条およびACEIS規則6.02項に従い認可クローズド・エンド型投資スキーム（「認可ファンド」）

として認可を宣言されたものとみなされた。

　2008年目論見書規則は、登録されたオープン・エンド型集団投資スキーム、登録されたクローズド・エンド

型集団投資スキームおよびガーンジーのカテゴリー２の規制投資の公募のための目論見書に関する情報開示要

件の概要を定めている。2008年目論見書規則は、ACEIS規則と共に読み込むことを要する。

　変更により、投資信託は、現在、「認可される」または「登録される」ことができる。両方のタイプの投資

信託とも、金融サービス委員会により「規制対象」商品とみなされるが、異なる届出制度に従わなければなら

ない。すなわち、現在、1987年法に基づき６種類の異なる集団投資スキーム、すなわち、認可クラスＡ（オー

プン・エンド型）、認可クラスＢ（オープン・エンド型）、認可クラスＱ（オープン・エンド型）、認可（ク

ローズド・エンド型）、登録オープン・エンド型および登録クローズド・エンド型集団投資スキームが存在す

る。

　既存のクローズド・エンド型スキームについて、二つのカテゴリー間に事実上ほとんど違いはない。

９　クラスＡスキーム

　クラスＡ規則は、クラスＡスキームの設立書類、関連のスキーム説明書の内容、スキームの一般管理および

投資パラメーターを規制する。クラスＡ規則は、証券ファンド、マネー・マーケット・ファンド、ファンド・

オブ・ファンズ、先物およびオプション・ファンド、不動産ファンド、ワラント・ファンド、フィーダー・

ファンドおよびアンブレラ・ファンドとして設立されるクラスＡスキームを規制する。
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10　クラスＡスキームであると宣言されたスキームは、例外なくクラスＡ規則の全てを遵守しなければならず、

管理会社は、認可申請に際して、主要文書（ユニット・トラストの場合は信託証書、会社型スキームの場合は

定款、管理契約および保管契約）がその内容に関連してクラスＡ規則の全てを遵守していることを言明する承

認された法律事務所からの証明書を提出しなければならず、また当該証明書の署名済または認証済の写しをス

キーム説明書およびその他の重要書類と共に金融サービス委員会に提出しなければならない。

11（１）クラスＢスキーム

　クラスＢスキームは、通常、限定的に、または私募によりまたは機関投資家もしくは専門的投資家に対

して販売されるものである。クラスＢ規則は、主要文書およびスキーム説明書に記載すべき情報の内容を

定めているが、投資権能および借入権能に特定の制限を課すものではなく、一般的に、柔軟でありなが

ら、同時に最善の実務慣行を反映するように定められている。

（２）クラスＱスキーム

　クラスＱスキームは、純資産200万英ポンド超の信託の受託者、純資産200万スターリング・ポンド超の

会社またはリミテッド・パートナーシップおよび最低50万スターリング・ポンド超の純資産を有する個人

を含む適格専門的投資家向けである。最低購入制限は存在しない。クラスＱ規則は、金融サービス委員会

がその適用を拒絶または修正しない限り適用される。クラスＱ規則は、目論見書において、スキーム当事

者の詳細、適格専門的投資家の定義、受益証券の特徴および潜在的投資家が思慮深い判断をなすために十

分なリスク警告が含まれていなければならないと規定している。

　クラスＱスキームの主要な特徴は以下のとおりである。

（ⅰ）各スキームは金融サービス委員会により認可され、その恒久的かつ継続的な監督に服さなければな

らない。

（ⅱ）クラスＱスキームは、法人（プロテクテッド・セル会社を含む）、信託またはリミテッド・パート

ナーシップとして設立することができる。管理会社は、パートナーシップ持分、株式および受益証

券の所有が定義された適格専門的投資家に限定されることを確保しなければならない。

（ⅲ）クラスＱスキームへの投資について最低の個別購入額要件は存在しない。

（ⅳ）スキームの財産は、リスクの分散が図られていなければならないが、それは管理会社（会社の場合

は当該会社）の裁量に委ねられる。リスク分散の基準は、スキームの目論見書に明記されなければ

ならない。

（ⅴ）書類の要件はより直截である。思慮深い投資判断を可能にするために十分な情報が含まれた目論見

書が作成されなければならない。

（ⅵ）スキームの認可に先立ち、法律専門家の証明書は要求されない。その代わり、管理会社は目論見書

がクラスＱ規則を遵守していることを証明する必要がある。

　クラスＢスキームおよびクラスＱスキームへの投資については、クラスＡスキームに適用される

正式な補償スキームは適用されない。

12　クラスＡ、クラスＢまたはクラスＱのいずれかであるかにかかわらず、新規の集団投資スキームの認可また

は登録の申請を審査する際、金融サービス委員会は、申請の対象となっているスキームが1987年法および適用

ある規則のすべての条件を満たしていると見られる場合であっても、認可を与える義務を負わない。金融サー

ビス委員会は、申請を拒否する意図を有する場合、決定を下す前に、申請者に対して、書面で、審査中の決定

について通知をしなければならず、申請者が希望すれば、書面で理由を通知する旨を示さなければならない。

その時点から28日間、申請者は、口頭または書面により意思を表明することができ、金融サービス委員会が認

可拒否の決定を下した場合、申請者は、ガーンジー王立裁判所通常座部に、当該決定が同委員会の権限逸脱ま

たは権限の不当な行使によるものであるという理由により不服申立てをすることができる。

13　設立者がガーンジーにおける新規参入者である場合、金融サービス委員会は、設立者となろうとする者の地

位を重視する。選別的方針というものがあり、それによれば既設の投資信託の設立に関する証明可能な実績を

有する者のみが許される。設立者になろうとする者が、他の法域における規制当局から認可を受けたという事

実は、それ自体では、一般的には十分ではない。

14　1987年に基づき認可または登録が求められるすべての集団投資スキームについて、金融サービス委員会は、

当該スキームが1987年法付則第３部の特定要件を充足すると確信した場合のみ、認可または登録を与えること

ができる。かかる要件とは、以下の通りである。
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（１）当該スキームは、当該スキームが認可または登録されたスキームとして宣言を受けようとするクラスの

集団投資スキームに適用される、1987年法に基づくすべての規則を遵守すること。

（２）当該スキームの名称が望ましくないものまたは誤解を招くおそれがあるものでないこと。

（３）当該スキームの目的が、合理的に見て実現可能であること。

（４）当該スキームが次のいずれかの権利を投資者に与えること。

（ⅰ）投資者の受益証券を、当該受益証券に関連する資産の純資産価格に関する価格で、償還または買い戻

させること。

（ⅱ）投資者の受益証券を、公認の投資取引所において、上記（ⅰ）から著しく乖離しない価格で売却する

こと。

　当該スキームの管理会社および資産の保管受託銀行または受託者は、それぞれ法人でなければなら

ない。

（５）オープン・エンド型投資スキームとして販売を促進されるかまたはその他の場合に説明されるスキーム

の管理会社および資産の受託者または保管受託銀行は、それぞれ法人でなければならない。

15　金融サービス委員会は、新規のスキームの承認および認可について、三段階の手続を踏む。第一段階は、原

則として、様式GFAの記入および提出を伴う承認申請であり、同様式には、特に、スキームの特徴および目

的、予定される管理会社および保管受託銀行の名称および住所、ならびにスキームが負担すべき手数料を記載

する。設立者がガーンジーにおける実績を有しない場合にその地位に関して金融サービス委員会を満足させな

ければならないのは、この段階においてである。概括的承認が得られた場合、次の段階は、原則として同意お

よび認可の申請である。これは、クラススキームに応じて、様式APA、APBまたはAPQに則ってなされ、最終稿

にできるだけ近いスキーム説明書の写しを、現在のところ3,269スターリング・ポンドである申請料と共に添

付することになっている。すべての文書が最終稿となり、金融サービス委員会が挙げた疑問点について同委員

会の納得のいくように処理された場合、最終認可の申請が、原本証明を付したすべての重要な文書の写しおよ

び当該スキームに関して発行されるスキーム説明書の最終版の写しおよび関係規則を遵守していることを確認

する弁護士の証明書を添付した書簡によってなされる。
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２　免許業者（業務運営）および資本適性度規則

　2014年免許業者（業務運営）規則（以下「業務運営規則」という。）および2010年免許業者（資本適性度）規

則（以下「資本適性度規則」という。）はそれぞれ、2010年１月１日および2010年４月16日に施行され、1988年

集団投資スキーム（指定業者）規則（以下「指定業者規則」という。）および1998年免許業者（財源、通知、業

務運営およびコンプライアンス）規則（以下「FNCC規則」という。）と差し替えられた。

Ａ　指定業者

１　1987年法に基づく認可または登録によれば、（とりわけ）指定管理者の名称および指定受託者または指定

保管銀行の名称を記載する必要がある。多くの場合、当該スキームがユニット・トラストである場合には信

託証書中で指名された管理会社が、当該スキームが会社型である場合には管理契約に基づいて投資信託会社

により任命された管理代行会社が、他の会社と、すべてでないにしろほとんどの義務の履行についてかかる

他の会社（「代行会社」）に対して委任する契約を締結する。かかる場合、金融サービス委員会は、代行会

社を1987年法第８条にいう指定管理者として指定するものとし、管理会社は、主要管理者として位置づけら

れる。

２　クラスＡ規則およびクラスＢ規則はともに、次のように定めている。

（ａ）認可されたスキームの指定管理者および指定受託者は、

（ⅰ）別々の者であり、相互に独立して行為し、

（ⅱ）各々、ガーンジーにおいて設立、運営され、営業所を有し、

（ⅲ）一方の会社の子会社でなく、かつ

（ⅳ）共通の業務執行取締役またはその他の役員を有しないこと。

（ｂ）会社型スキームの場合、指定保管銀行は、当該会社型スキームと、業務執行取締役またはその他の役

員を共有しないこと。

　さらに、クラスＢ規則は、指定管理者および指定受託者または指定保管銀行のそれぞれが1987年法

に基づく免許を有していなければならないと規定している（これは、いかなる場合においても、1987

年法に基づくクラスＡスキームについての要件でもある）。また、金融サービス委員会は、本規則に

適合することを保証するために同委員会の決定する約定書、捺印証書、保証および保険を要求するこ

とができる。クラスＱ規則の場合、上記（ａ）（ⅰ）、（ⅲ）および（ⅳ）ならびに（ｂ）が適用さ

れる。加えて、指定管理者および指定受託者または指定保管銀行のそれぞれが、1987年法に基づく免

許を得ていなければならず、また、ガーンジーにおいて管理されかつ営業所を有していなければなら

ない。

３　業務運営規則

　2010年１月１日付で、業務運営規則は、指定業者規則と差し替えられ、免許業者（指定管理者および指定

受託者／指定保管銀行）の取締役会、免許業者およびコンプライアンス・オフィサーが遵守しなければなら

ない数多くの重要な規則を制定した。

　業務運営規則は、業務運営規則に基づき金融サービス委員会により特段の合意がなされない限り、すべて

の免許業者に適用される。業務運営規則には、コーポレート・ガバナンスおよび上級管理職の責任、コンプ

ライアンス協定、会計記録および財務書類、事業運営、記録保管、顧客分類、苦情、顧客資産、契約報告

書、利益相反、即時の通知および年次通知についての詳細な規則が含まれている。

 

Ｂ　資本適性度規則

　2010年４月16日付で、資本適性度規則は、FNCC規則と差し替えられた。資本適性度規則は、資本適性度規則

に基づき金融サービス委員会により特段の合意がなされない限り、すべての免許業者に適用される。資本適性

度規則は、すべての免許業者がいつでも（ⅰ）適切な財源要件を遵守し、かつ（ⅱ）流動性要件を維持するこ

とを規定している。さらに、資本適性度規則は、免許業者が一定の即時の財務通知を金融サービス委員会に対

して届け出ることおよび財源要件の算定に関する枠組みを規定している。

　財源要件および流動性要件の詳細は、「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　１　ファンドの性

格（６）監督官庁の概要（ⅰ）委員会により行使される監督の概要　④」に記載される。
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　免許業者は、以下に該当すると判断される事由を有する場合、直ちに金融サービス委員会に届け出るものと

する。

（ａ）財源要件または流動性要件に違反するかまたは１か月以内に財源要件に違反することが予想される場合。

通知には、違反の治癒のため免許業者がとる予定のまたはとった措置を明記し、書面により確認されなけ

ればならない。

（ｂ）免許業者の監査人が会計報告に限定意見を付す意図がある場合

（ｃ）免許業者の子会社の負債が子会社の資産を超える場合

（ｄ）免許業者の親会社の負債が親会社の資産を超える場合

 

３　集団投資スキームの運用に関するガーンジー法に基づいて採用された２種類の仕組の概要

　ガーンジー籍の認可集団投資スキームは、全て、ユニット・トラストまたはオープン・エンド型投資会社とし

て設立される。

１　ユニット・トラスト

　ユニット・トラストは、独立の法人格を有せず、管理者を一方当事者とし、受託者を他方当事者とする、一

般に「信託証書」として知られる書面による合意によって設立される。この概念は、ガーンジーにおいて、少

なくとも100年間は認知されており、信託は、現在、一般に、2007年ガーンジー信託法（改正済）の規定によ

り規律されている。ガーンジー法により最初に規律されたユニット・トラストは、30年以上前に創設されたも

のとされている。

　ユニット・トラストの投資者の持分は、受益証券によって証明され、各受益証券は、信託財産の分割されて

いない持分一口を表章する。投資者が保有する受益証券によって表章される権利は、信託における受益権の性

質を有する。受益証券を購入することにより、投資者は、信託証書の当事者であるのと同様にその条項に拘束

される。

　受益証券は、記名式で発行され（規制当局の承認を得て、かつマネーロンダリング防止およびテロ資金調達

防止に関する法令および規制を遵守する。）、券面が発行される場合もされない場合もある。受益者名簿は、

受益者の閲覧に供されるが、管理者および受託者は、受益者名簿を公衆縦覧に供する義務はない。

２　オープン・エンド型投資会社

　会社（いかなる場合も、ガーンジー法において株主とは別個の法人格を有するものとして扱われる。）は、

2008年ガーンジー会社法（改訂済）に基づいて組織される。オープン・エンド型投資会社は、1987年法におい

て、以下の特徴を有する集団投資スキームと定義されている。

（ａ）当該投資信託の下において、資産が、投資リスクを分散し、株主に資金運用の結果として得られる利益

を享受されることを狙いとして、資金の投資を目的とする法人に実質的に帰属し、かつ、かかる法人に

よりまたはそのために管理されること。かつ、

（ｂ）投資者がスキームの条件に基づいて、当該受益証券に関する資産の価額に当たる価格で、

（ⅰ）保有する受益証券を、当該スキームによりもしくは当該スキームが提供する資金をもって、償還もし

くは買い戻させる権利を有すること、または

（ⅱ）受益証券を、投資取引所において売却する権利を有すること。

2008年６月30日以前

　投資者がその株式を買い戻すことを可能にするために、オープン・エンド型投資会社を、記名割当株式また

は参加型償還可能優先株式のいずれかとして発行される極めて額面の小さい多数の種類分けされていない株式

をもって設立するのが通常の実務慣行であった。2008年７月１日までにガーンジー法の下で株式が償還可能で

あるためには、当該株式がそれに対して優先的地位を有する別種の株式が存在する必要があり、したがって、

オープン・エンド型投資会社の株式資本は、通常管理株式または設立者株式と言われた比較的少数の株式をも

含んでいた。この株式には、配当請求権はなく、清算に際しては当該株式について払込済みの額面額の払戻し

を受ける権利のみがあった。かかるモデルに基づき、投資者に対して、種類分けされていない株式が参加型償

還可能優先株式として発行される場合、その価格は、会社の現存純資産の価額を反映する総額であり、当該株

式の額面額にプレミアムを加算した額となる。プレミアムの額は、会社の会計帳簿の株式プレミアム勘定と呼

ばれる特別勘定に計上される。投資者が株式の償還を希望する場合、会社は、自分自身で当該株式を買い戻す

か、償還される。いずれの場合においても、償還価格は、会社の現存純資産価格を参照して計算される。会社
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が株式を償還する場合、当該株式の額面金額分は、管理者に対する記名割当株式発行の収益（または配当可能

利益）から償還され、残余部分は、株式プレミアム勘定（または、十分な残高がある場合には、損益勘定）か

ら支出される。

2008年７月１日以降

　2008年ガーンジー会社法（改訂済）の施行後、株式の買戻しが可能となる前であっても2008年６月30日以前

のモデルも依然として運用でき、会社の取締役は、買戻し後に会社が支払能力テストに合格することを保証し

なければならない。合格しない場合、取締役会は買戻しを認めない。

　オープン・エンド型投資会社に関する2008年ガーンジー会社法（改訂済）の改正は、償還可能株式が償還可

能となるためにそれに対して優先的地位を有する別種の株式が存在する必要はないとしている。したがって、

今後は上記の管理株式または設立者株式の要件はなくなる。ガーンジー会社が授権株式資本を有していなけれ

ばならないとの要件もなくなるため、多くのガーンジー会社は無制限の株式資本を有することになる。これ

は、特にオープン・エンド型投資会社の場合、額面金額のない無制限の株式をもって会社を設立することによ

り有効となる。会社が株式の償還を希望する場合、額面株式の発行またはその他の措置を講じることなく、純

資産価格に基づき償還することができる。

　償還する場合、会社の定款に従い、会社のあらゆる勘定から株式を償還することができる。ただし、会社は

常に最低１名の株主を有さなければならないため、すべての株式を償還することはできない。

　従前どおり、償還価格は会社の純資産総額を参照して計算される。

　ガーンジー籍の会社の株式は、記名式でのみ発行されるが、券面が発行される場合もされない場合もある。

会社の株主名簿は、株主の閲覧に供されるだけでなく、誰でも適切な手数料を支払って閲覧することができ

る。会社は、毎年、特に会社の授権株式資本、発行済株式資本および取締役の詳細を記載した年次確認書を

ガーンジー会社登記官に届け出なければならない。会社の記録は、ガーンジー会社登記官において維持され、

適切な手数料を支払えば誰でも閲覧することができる。

　すべての会社は、その運営および投資方針の立案について最終的に責任を負う取締役会を有していなければ

ならないが、1987年法は、各会社が指定管理者および指定保管銀行を有することを要求している。

　ユニット・トラストおよびオープン・エンド型投資会社の双方について、クラスＢ規則の下では、スキーム

を運用し、主要な文書、クラスＢ規則および直近に公表されたスキーム説明書（および、会社型スキームの場

合には、取締役が随時下す決定）に従って、随時、スキーム財産の構成に関する決定を下すことが管理者の義

務である。

　次のことは受益者／保管銀行の義務である。

（ａ）スキームが管理者により適切に運用されることを保証するために、合理的な注意をすること。

（ｂ）主要文書およびクラスＢ規則に基づいて義務を果たすこと。

 

４　クラスＢ集団投資スキームすべてに適用ある投資制限および借入制限の概要

　クラスＢ規則に従い、クラスＢスキームの財産は、リスクを分散する目的で投資され、主要書類およびスキー

ム説明書に基づき認められた資産のみで構成され、スキーム説明書に定められた性質または種類を構成する。

　クラスＢスキームの財産は、主要書類またはスキーム説明書に基づいて課された制限に違反して投資すること

はできない。スキーム説明書が主要書類より制限的である場合には、スキーム説明書に従うが、修正の発効前に

受益者が受益証券の取引を行うことができるような十分な受益者に対する通知を書面で行うことを条件として、

スキーム説明書は修正される。スキームの管理者は、スキーム財産がその制限に違反して投資されないことを確

保するためにあらゆる相当な措置を講じ、あらゆる精査を行わなければならない。受託者／保管銀行は、この点

につき管理会社が適切にその義務を履行することを監督するためにあらゆる合理的な措置を講じる。かかる制限

の違反がある場合、管理者は、その状況を修正するために必要な措置を講じて（一定の例外はある）受託者に通

知しなければならず、１か月以内にその状況が修正されない場合、金融サービス委員会に通知しなければならな

い。

　中心となる管理会社、中心となる管理会社と同じグループの者、または中心となる管理会社の支配者もしくは

中心となる管理会社がその支配者となる者が管理または運用する集団投資スキームの受益証券は、認可スキーム

のために取得されてはならない。ただし、中心となる管理会社が、自己が適切と考える方法で、対象となる集団

投資スキームに課される手数料を認可スキームまたはその投資家に直接または間接に負担させないようにした場
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合はこの限りでない。同じ投資顧問会社を要する集団投資スキーム、または投資顧問会社と同じグループの者ま

たは投資顧問会社の支配者である者もしくは投資顧問会社がその支配者となる者による集団投資スキームの受益

証券は、認可スキームのために取得されてはならない。ただし、対象となる集団投資スキームに課される手数料

が、認可スキームまたはその投資家によって直接または間接に負担されない場合はこの限りでない。

　クラスＢスキームのスキーム説明書には、主要書類またはスキーム説明書に基づいて許容されたヘッジ取引ま

たは借入れを開示しなければならない。ヘッジ取引および借入れは、主要書類またはスキーム説明書に基づいて

課される制限に違反してはならない。スキーム説明書が主要書類より制限的である場合は、スキーム説明書に従

うが、修正の発効前に受益者が受益証券の取引を行うことができるような十分な受益者に対する通知を書面で行

うことを条件として、スキーム説明書は修正される。スキームの管理者は、ヘッジ取引および借入れがかかる制

限に違反してなされないことを確保するためにあらゆる相当な措置を講じ、あらゆる精査を行わなければならな

い。受託者／保管銀行は、この点につき管理会社が適切にその義務を履行することを監督するためにあらゆる合

理的な措置を講じる。かかる制限の違反がある場合、管理者は、その状況を修正するために必要な措置を講じて

（一定の例外はある）受託者に通知しなければならず、６か月以内にその状況が修正されない場合、金融サービ

ス委員会に通知しなければならない。

　クラスＢ規則は、クラスＢスキームによって採択された投資対象および方針に関する以下の事項を明確にする

スキーム説明書を要求している。

（ａ）投資対象に関する具体的な詳細事項

（ｂ）受益者決議への提案のための要件（もしあれば）を含む、投資対象を変更するための権限の詳細

（ｃ）適用されることがある借入れ、レバレッジまたはヘッジの権限

（ｄ）適用される投資制限

（ｅ）リスク分散の方法

（ｆ）適用される借入れまたはレバレッジの権限、および

（ｇ）受益者決議への提案のための要件を含む、上記（ｄ）、（ｅ）または（ｆ）を変更するための権限の詳細

　また、アンブレラ・ファンドに関して、クラスＢ規則によってそのスキーム説明書に記載することが要求され

ている情報が別のサブ・ファンドと異なる場合、その情報は各サブ・ファンドについて記載されなければならな

い。

　クラスＢ規則は、スキーム説明書が、金融サービス委員会によって要求されているリスク警告を含むことを要

求している。スキーム説明書には、また、以下の重要な情報を記載しなければならない。

（ａ）スキームへの投資のメリットおよび許容しうるリスクについて十分な情報に基づく判断をするために、投

資家およびその専門的アドバイザーが合理的に要求し、合理的に探せるような情報。

（ｂ）管理者（会社型スキームの場合その取締役の知識）またはそれらの者が合理的な調査により取得できたで

あろう情報

 

５　クラスＢ集団投資スキームに適用される広告および販売に関する規則の概要

　クラスＢ規則には、広告および販売に関する多くの条項がある。

（ａ）規則2.14(1)(b)は、管理者は、未だ受益者となっていない者に対してクラスＢスキームの受益証券の販

売を実行してはならないと定めている。ただし、かかる者が直近の年次報告書および会計情報を無料で

提供されている場合、または関連するウェブサイトで当該書類を入手できる場合はこの限りでない。

（ｂ）規則2.13（１）は、スキーム説明書が遵守していない規則を設定しているスキームの認可宣言規定に従

うことを条件として、スキーム説明書がクラスＢ規則の付則の条項に従うことを要求している。規則

2.14（１）によれば、認可されたクラスＢスキームの管理者（会社型スキームの場合には会社）は、ス

キーム説明書が規則2.13（１）に従って英語で作成され、写しが受託者／保管銀行および金融サービス

委員会に提出され、管理者（会社型スキームの場合には会社）が規則2.13の要件を満たすのに十分な数

と合理的に信じるだけのかかる説明書を含む印刷物が入手できるように手配されていない限り、かかる

スキームの受益証券を販売することができない。規則2.14(1)(b)は、管理者（会社型スキームの場合に

は会社）は、いかなる者に対しても、（かかる者が既に受益者である場合は別として）スキーム説明書

を無料で提供するまでは、当該スキームの受益証券の販売を実行してはならないと定めている。スキー
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ム説明書の写しは、通常の営業時間内はいつでも、管理者（会社型スキームの場合には会社）のガーン

ジーにおける主たる営業所において、公衆縦覧に供されなければならない。

（ｃ）規則2.12はまた、スキーム説明書を毎年定期的に更新すべきことおよびその内容に重大な変更が発生し

た場合はスキーム説明書を即時に改訂することを定めている。さらに、スキームの受益証券を購入しも

しくは購入することに同意し、目論見書の一部もしくは全部を構成するスキーム説明書に含まれる誤っ

た情報もしくは誤解を招く情報、クラスＢ規則に従い記載が必要な情報の欠落、またはスキーム説明書

の改訂を怠ったことから生じる虚偽、誤導表示もしくは欠落の結果として損失を被った者への補償につ

いての規定を有する。これらの規則に基づく義務には一定の例外が定められている。「目論見書」とい

う用語は、1987年法において、公衆に対する規制投資の応募、購入または交換の申込みに関する詳細な

情報を記述した目論見書、通知、ちらしまたはその他の文書であると定義されている。

（ｄ）規則4.03は、2008年ガーンジー会社法（改訂済）の条項に基づき、管理者および受託者／保管銀行に対

して、いかなる者に対しても、相当な手数料の支払を条件に、スキームの主要書類およびスキーム説明

書の写しを、ファックスまたは電子メールのいずれかの方法で入手可能とすることを要求している。

 

６　スキームおよび管理会社の状況についてのガーンジーにおける継続的開示義務

（ａ）ファンド

　認可されたクラスＢスキームの管理会社は、クラスＢ規則6.02（１）により、各会計年度の終了後６か月

以内に同規則6.02の（２）項および第（３）項に従い、年次報告書を公表することを要求される。報告書の

写しは、発行日に受益者名簿に登録されている各受益者に対し送付されなければならず、または、主要書類

により認められる場合には、ウェブサイトで閲覧可能となる。報告書は、発行後、会計年度終了後６か月以

内の公表時に、金融サービス委員会に対して送付されなければならない。そのほか、管理会社および受託会

社／保管受託銀行、同規則6.02第（３）項により、直近に公表されたスキーム説明書に特定された各場所に

おいて通常の営業時間内における公衆縦覧のために英語による最新の年次報告書を提供することを要求され

る。中間報告書および財務書類は、年次報告書および財務書類に関する規則に準じて、各受益者に送付さ

れ、閲覧に供されなければならない。

　同規則2.10（１）は、管理会社に対し、スキームによる投資、借入れおよびヘッジ権限に重要な変更を提

案する場合またはスキームの受託会社の変更を提案する場合、金融サービス委員会に事前の書面による通知

を行うことを義務付けている。金融サービス委員会は、かかる変更について承認する義務を負わない。ただ

し、（ａ）変更の効力が生じる前に、スキームの受益証券の買戻しが行えるよう受益者に十分な書面による

通知を行い、かつ、（ｂ）主要書類またはスキーム説明書が速やかに変更されない限り、スキームによる投

資、借入れおよびヘッジ権限を変更することはできない。

　業務運営規則に基づきその業務について管理会社に適用される継続開示義務の詳細については、「第二

部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　１　ファンドの性格（５）開示制度の概要」を参照のこと。

（ｂ）管理会社

　クラスＢスキームに適用される業務運営規則の規定に基づき、管理会社は、その取引内容を十分に明示お

よび証明する英語による更新された、その時点の免許業者の財政状態をいつでも合理的な正確性をもって開

示する会計記録を維持し、管理会社にとってクラスＢ規則、業務運営規則および資本適性度規則の遵守をい

つでも証明できることを要求される。管理会社はまた、（ａ）指定管理会社の場合には、少なくとも一般に

公正妥当と認められた会計原則に従う計算書が含まれている年次財務諸表を作成しなければならず、（ｂ）

すべての顧客勘定の残高総額の詳細を提供し、また、（ｃ）クラスＡ規則に従う各スキームに関して計算さ

れた関連する会計基準日現在の運用しているすべてのスキーム財産の総価額および資本適性度規則に定める

適切な財源要件が充足されていることを確認する監査人による証明付の財源明細書を含む監査人の報告書を

示さなければならない。監査済年次財務諸表の写しは、会計基準日後４か月以内に金融サービス委員会に提

供されなければならない。免許業者は、業務運営規則に基づき、有資格の監査人を任命し、有資格の監査人

が権能を与えられたことを金融サービス委員会に知らせなければならない。免許業者は、有資格の監査人を

変更した場合、その旨を変更の理由とともに、金融サービス委員会に対して直ちに書面により届け出なけれ

ばならない。業務運営規則の規定に基づき、金融サービス委員会は、特定の文書の検査権を有する。金融
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サービス委員会は、1987年法第27条により、管理会社に対し、質疑に応答し、情報を提供するために金融

サービス委員会に出頭することを要求し、また金融サービス委員会が合理的に指定する帳簿または書類の写

しを金融サービス委員会に提出しかつ金融サービス委員会がこれらを謄写することを要求する権限を有す

る。

　業務運営規則および資本適性度規則は、金融サービス委員会により特段の合意がなされない限り、1987年

法により免許されたすべての者に対して適用される。

 

７　会社型集団投資スキームの（任意および強制）清算

（ａ）会社型スキーム

　会社型スキームの清算は、2008年（ガーンジー）会社法（改訂済）（「会社法」）およびクラスＢ規則の

両方に準拠する。当該会社の定款に定める特別規定に従い、会社型スキームは、会社法に基づき、以下の場

合任意に解散され得る。

（ａ）会社の存続期間として定める期間が終了した場合または会社を解散すると定款に定める事由（もしあ

れば）が発生し、会社の任意解散を要求する決議を会社が株主総会において可決した場合、

（ｂ）会社の任意解散を要求する特別決議を会社が可決した場合。

　普通決議とは、記録投票数の単純多数決で可決される決議であり、特別決議とは、（ⅰ）記録投票数の４

分の３以上の多数決で可決され、（ⅱ）ガーンジー登記所の会社登記官（「登記官」）に30日以内に登録さ

れる決議である。

　会社法に基づき、上述の任意解散を要求する普通決議はまた、ガーンジー登記所の登記官に30日以内に登

録されなければならない。

　会社法に基づき、以下の場合、会社は裁判所の命令により強制的に解散される。

（１）会社が裁判所による解散を要求する特別決議を可決した場合。

（２）会社が登録後１年以内にその業務を開始しない場合または１年間完全にその業務を停止した場合。

（３）会社の株主数が不在となる場合（会社自体が金庫株を保有する場合における会社を除く。）。

（４）会社がその債務の支払を行うことができず、会社がその債務につき支払不能とみなされる場合。即

ち、

（ａ）当該会社が弁済期の到来した750スターリング・ポンドを上回る金額の債務を債権者に対し負

い、当該債権者が（政府の弁護士を通じて）当該債務の支払を要求する正式の書面による請求

書を当該会社の登記上の事務所宛に送達し、かつ当該会社が当該請求書の送達後21日以内に当

該債務の支払を怠りまたは当該債権者が合理的に満足する担保付支払の提供を怠った場合。

（ｂ）当該当社が支払能力検査に適合しない旨の裁判所の納得する証明がある場合。

（５）会社が会社法第３部によるその名称の変更を要求する登記官の命令に従わなかった場合。

（６）会社が計算書または報告書を株主に送付しなかった場合または会社法の定める期間内に年次株主総

会を開催しなかった場合。

（７）裁判所が会社の解散を正当かつ公正であると判断する場合。

　会社の強制解散申請書は、当該会社自体、当該会社の役員、株主、当該会社の一名以上の債権者またはそ

の他の利害関係人によって裁判所に提出され、またかかる申請書に関し裁判所が行う命令は、当該申請書が

当該会社の債権者全員によって提出されたものとして当該債権者全員について適用される。

　クラスＢ規則8.06に定める事由のうち、（ｂ）項に記載する解散事由が発生した場合、会社型スキーム

は、スキームの参加受益証券の設定および消却の停止を要求され、管理会社は、参加受益証券の販売および

買戻しの停止義務を負い、またスキームの認可が取り消された場合、当該会社の取締役は、当該会社の解散

決議を審議するため当該事由の発生後１か月以内に当該会社の臨時総会を招集しなければならない。同規則

8.06に定めるその他の状況においては、スキームは、その主要書類および適用法に従って解散されなければ

ならない。

　会社型スキームの受益者が当該会社の解散決議を可決した場合または裁判所が当該会社の解散命令を行っ

た場合、清算人が任命され、当該会社は営業を停止しなければならず、当該会社の取締役は、当該会社のた

めに行為する権限を有さず、当該会社を何ら拘束しない。当該会社の資産を換金し、債権者に支払を行いか

つ受益者に対しその各々の権利に従って純資産を分配するのは清算人の義務である。
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（ｂ）ユニット・トラスト型スキーム

　ユニット・トラスト型クラスＢスキームの清算は、クラスＢ規則第８部にのみ準拠し、ユニット・トラス

ト型スキームは下記の通り同規則8.06に定める事由が発生した場合に解散される。

（ａ）スキームの認可が撤回された場合、またはアンブレラ・ファンドのサブ・ファンドについては、サ

ブ・ファンドに個別の認可がある場合において、当該サブ・ファンドの認可が撤回されたとき、もし

くはサブ・ファンドに個別の認可がない場合において、アンブレラ・ファンドの認可が他のサブ・

ファンドにのみ言及するものに変更されたとき（金融サービス委員会が特例として別途指示する場合

を除く）。

（ｂ）スキームが解散される旨の決議が受益者によって可決された場合。

（ｃ）スキームの満期を延期するとの特別決議の受益者による可決がない場合に当該満期日が到来した場合

には解散する旨スキーム説明書に規定がある場合。

（ｄ）スキーム財産の評価額が所定の期間（もしあれば）にわたってスキーム説明書に定める価額以下とな

り、管理会社が当該スキームの解散を選択する場合には解散する旨スキーム説明書に規定がある場

合。

　同規則8.02によりかかる事由が発生した場合、受託会社は、受益証券の設定および消却の停止を要

求され、管理会社は、受益証券の販売および償還の停止を要求され、さらに受託会社は、受託会社が

スキーム資産の換金を可及的速かに行う旨定める同規則8.03に従い、当該認可スキームの解散を開始

しまた支払義務を負う一切の債務につき適切な支払または引当を行いかつ解散費用引当金を留保した

後、当該換金受取金を受益者に対しそのスキームに対する持分に応じ分配する義務を負う。ただし、

管理会社の指示があった場合または主要文書に定めがある場合、受託会社は、スキーム資産を換金す

る代わりに、受益者の持分に応じた支払として、受益者間でこれを現物で分配するものとする。ス

キームが再編または合併の一環として解散された場合、受託会社は決議または認可された再編もしく

は合併の条件に従って、スキームを解散しなければならない。

　ユニット・トラスト型スキームの場合、アンブレラ・ファンドのサブ・ファンドは、同規則8.02お

よび8.03に従って解散される。

 

８　ガーンジーにおけるスキーム、管理会社および受益者に対する課税

（１）ファンド

　会社型スキームかユニット・トラスト型スキームかを問わず、クラスＢスキームは、ガーンジーの居住者

とみなされ、1975年ガーンジー所得税法（改正済）および1989年ガーンジー所得税（免税機関）令（「政

令」）（改訂済）に基づく所得税免除資格を有しかつ免税権を取得していない限り、ガーンジーの資産に投

資を行わず、会社が税率０％の範囲外の規制された活動に従事しないことを前提として、利益に対して税率

０％の所得税の納税義務を負う。ガーンジーに源泉を有する収入以外の収入についてガーンジーでの課税を

免除されるファンドは、現在1,200英ポンドと定められているガーンジー州税務当局への年間納入金の支払

に限定される。

　政令の規定により納税免除資格を有する機関とは下記の通りである。

（ａ）（ⅰ）ガーンジーに設立された投資信託に基づく受益者として公衆が資産の取得、保有、運用もしく

は処分による利益または収益に参加する手段を提供する目的で作られた仕組み、またはかかる手段を

提供する効果のある仕組みであるユニット・トラスト型投資信託、および、（ⅱ）かかるユニット・

トラスト型投資信託の受益権を有する会社。

（ｂ）（ⅰ）ガーンジーにおいて登録された会社型投資信託で、その業務が専らまたは主として資産の取

得、保有、運用または処分であり、またその目的がこれらによる利益または収益への公衆による参加

の手段を提供することである会社投型資信託、および、（ⅱ）かかる会社型投資信託の完全子会社で

ある会社。

（ｃ）（ⅰ）ガーンジー以外の場所に登録された会社型投資信託で、その業務が専らまたは主として資産の

取得、保有、運用または処分でありその設立書類にこれらによる利益または収益への公衆による参加

の手段についての定めがあるもの、および、（ⅱ）かかる会社の完全子会社である会社。
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　上記の（ａ）項、（ｂ）項および（ｃ）項に該当する機関の納税免除資格は、概して、当該機関が

その業務に関わる経営上および事務上の業務サービスの提供についてガーンジーの居住者と契約を結

んでいなければならないこと、また銀行預金または他の租税免除機関への投資を除き、ガーンジー内

にある投資物件またはその他の資産を取得または保有してはならないことである。

　所得税法についての税務当局からの一定の承認は、カテゴリー（ｂ）および（ｃ）に該当する会社

型投資信託からの免除の条件に適用される。

　ガーンジーでは、印紙税またはこれに類似する租税は、ユニット・トラスト型スキームについては

課せられないが、会社型スキームには、当該会社の授権株式資本の額面額に対して0.5％の文書税

が、最大100万スターリング・ポンドの授権株式資本の額まで課せられる。

（２）管理会社

　認可スキームの管理会社として行為する免許を受けるためには、管理会社は所得税法上ガーンジーに居住

していなければならず、したがって、ガーンジーの資産に投資を行わず、会社が税率０％の範囲外の規制さ

れた活動に従事しないことを前提として、純利益に対して税率０％の所得税の納税義務を負う。

（３）受益者

　ガーンジーに居住していない受益者は、分配金または配当金についてはガーンジーにおける所得税の納税

義務を負わない。課税上の目的でガーンジー、オールダニーまたはヘルムに居住する受益者は、（上記

（ａ）項、（ｂ）項および（ｃ）項に該当する場合）非課税団体が支払う分配金について非課税団体による

税金控除の適用を受けないが、かかる非課税団体の管理事務代行会社は、居住者である受益者に対して支払

われた分配金の詳細を、ガーンジーの所得税に関わる責任者に提出する。受益証券の発行、換金、譲渡また

は移転に関し、キャピタル・ゲイン税、富裕税、資本移転税、遺産税（検認手数料は除く）または相続税は

ガーンジーにおいては課せられない。

　受益者は、ファンドの受益証券の取得、保有および処分に関して生じる税金およびその他の問題について

は、各自で専門家の助言を得るべきである。
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第４【その他】

 

（１）交付目論見書の表紙および裏表紙ならびに請求目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社または日本にお

ける販売会社のロゴ・マークまたは各種デザインを使用することがあり、また、ロゴについての説明も記

載することがある。

（２）交付目論見書の表紙に以下の事項を記載する。

・購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨

（３）交付目論見書に、投資リスクとして以下の事項を記載する。

・ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用が

ない旨

・投資信託は預貯金と異なる旨

（４）交付目論見書に、運用実績として最新の数値を記載することがある。

（５）交付目論見書の投資リスクの冒頭に、以下の趣旨の文章を記載することがある。

「各ファンドは、投資先ファンドを通じて、有価証券等に投資を行います。各ファンドの受益証券１口当

たり純資産価格は、投資先ファンドおよび投資先ファンドに組み入れられた有価証券等の値動き、為替相

場の変動、金利や通貨価値の変動等の影響により上下し、これにより投資元本を割り込むことがありま

す。また、投資先ファンドの価格は、投資先ファンドに組み入れられた有価証券の発行者または取引契約

の相手方の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により値動きしますので、こ

れにより各ファンドの受益証券１口当たり純資産価格も変動し、投資元本を割り込むことがあります。各

ファンドに生じた損益は投資者の皆様に帰属します。各ファンドは元本が保証されている商品ではありま

せん。」

（６）受益証券の券面は発行されない。

 

　　次へ
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別紙Ａ

ファンド概要

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

－米ドル・クラス

 

１　投資目的

　比較的長期の投資展望を要する各種戦略を用いたヘッジ・ファンドを選び抜き、それら複数のヘッジ・ファン

ドに投資することによって、絶対収益の提供を目指す。ファンドは「ファンド・オブ・ファンズ」である。

 

２　投資方針

　インデックスに基づいて測定される、比較的長期の投資展望を要する各種戦略を用いたヘッジ・ファンドへの

投資によって、それに伴うリスクに相応する水準の収益の提供を目指す。

　ファンドは、イベント・ドリブン戦略、合併アービトラージ戦略、アクティビスト・スペシャル・シチュエー

ションズ、株式のロング／ショート戦略およびディストレスト証券投資戦略を含むが、これらに限られない種々

のオルタナティブ戦略を利用する投資先ファンドに投資を行う。

　いつでも、連結ベースでファンドの純資産額の最低３分の２は、比較的長期の投資展望を要する戦略に投資さ

れる。

 

３　クラス受益証券とハードルレート（インデックス）

クラス受益証券： ハードルレート（インデックス）：

HSBC スペシャル・オポチュニティ・ファンド

－米ドル・クラス

米ドル３か月物LIBORプラス５％（年率）

 

 

４　ファンドの特徴

（ⅰ）当初発行価格（海外） ：クラス受益証券の基準通貨により100.00米ドル

（ⅱ）基準通貨 ：米ドル

（ⅲ）クラス証券の基準通貨 ：米ドル

（ⅳ）受益証券の形態 ：累積型

（ⅴ）分配方針 ：すべての収益は、「再投資」される。

（ⅵ）取引日 ：・受益証券の申込みの場合、３月、６月、９月および12月の最終営業日の

10営業日前までに申込みの指図が受領されなければならない（評価時点

は、当該暦四半期の最終営業日午後５時（ガーンジー時間））。

 ・受益証券の買戻しの場合、３月、６月、９月および12月の最終営業日の

95日前までに買戻しの指図が受領されなければならない（評価時点は、

当該暦四半期の最終営業日午後５時（ガーンジー時間））。ただし、最

低投資期間の制限に服する。

（ⅶ）最低投資期間 ：受益証券が発行された取引日から１年間。最低投資期間中の買戻しには、

下記（ⅹⅰ）項に記載される通り、買戻留保金が課せられる。

（ⅷ）最低保有金額および

最低取引金額

：100,000米ドルまたは管理会社がその裁量により決定する金額

 

（ⅸ）決算日 ：毎年４月の最終営業日

（ⅹ）設立費用は、25,000米ドルを超えない。

（ⅹⅰ）報酬 申込手数料： 申込金額の３％の当初最大申込手数料を管理会社の裁量に

より課すことができる。
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年間手数料： 管理報酬料率1.65％、受託報酬0.10％、呼値スプレッド

０％、成功報酬は、インデックスの新規超過額の10％であ

る。

 

買戻留保金： 管理会社は、最低投資期間中の買戻請求に対し、ファンド

へ支払われる5％の買戻留保金を課すことができる。最低

投資期間後、買戻留保金は０％となる

 
投資先ファンドについての追加報酬は、当該投資先ファンドのレベルで課

される。

 

５　投資制限

（ａ）ファンドは、選び抜かれたポートフォリオ・マネジャーが運用する確固たるミューチュアル・ファンドま

たは会社の持分または株式を直接取得するが、その場合、各投資先ファンドは、通貨、確定日払証券、エ

クイティ、先物、オプション、ワラントその他適切と思料される商品を含むが、これらに限定されない全

種類の資産について相当の持分を保有する。

（ｂ）ファンドはまた、現金、現金等価物商品およびその他の短期金融商品を保有することができる。

（ｃ）投資までの間または買戻しもしくは運営上の支出等に備えて保有される現金は、承認銀行またはHSBCに預

託することができ、いずれか一つの銀行に対するエクスポージャーの合計はファンドの純資産総額の20％

を超えないものとする。ただし、当該制限は、かかるエクスポージャーが一金融機関当たり500万米ドル

もしくはこれに相当する他の通貨建ての額より少ない場合には適用されない。

（ｄ）当初募集期間の終了の１年目の応答日から、各評価時点において、ファンドの純資産総額の最低15％は、

３か月以内買戻資金として利用可能であるものとする。

（ｅ）米ドルに対する通貨ヘッジ・バックを発効させることもさせないこともできる。

（ｆ）ファンドは、単一の投資先ファンドが発行する証券の20％を超えて購入または保有してはならない。

（ｇ）一投資先ファンドに対する投資は、ファンドの純資産総額の20％を超えてはならない。

（ｈ）ファンドは、主として他の投資先ファンドに投資する投資目的を有する投資先ファンドに投資してはなら

ない。

（ｉ）ファンドは、同一の運用者により運用される３以上の投資先ファンドに投資してはならず、同一の運用者

により運用される投資先ファンドに対して、ファンドの純資産総額の30％を超えて投資してはならない。

（ｊ）ファンドは、（ⅰ）管理会社もしくはその関連会社により運用される投資先ファンドまたは（ⅱ）管理会

社と関係を有する投資先ファンドに、ファンドの純資産総額の30％を超えて投資してはならない。更に、

ファンドの純資産総額の30％を上限とする管理会社もしくはその関連会社により運用される投資先ファン

ドまたは関係を有する投資先ファンドに対する投資は、以下の条件に従って行われる。

ⅰ　ファンドにより当該関係を有する投資先ファンドに対して申込手数料は支払われることがない。

ⅱ　HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンド、管理会社または投資顧問会社が関係を有する当該

投資先ファンドから「キック・バック」を受け取ることができない。

ⅲ　管理会社に対する管理報酬からは、関係を有する当該投資先ファンドがその資産運用または投資につ

いて受領する管理報酬相当分が減額される。

（ｋ）ファンドは、ファンドの純資産総額の20％を超えて、受益証券または投資証券が証券取引所に上場されて

おらず、公開の規制ある市場において取引されていないクローズド・エンド型投資先ファンドに投資して

はならない。また、ファンドは、いつでも、買戻義務を履行するために十分な流動性を維持できる方法で

投資先ファンドのポートフォリオを運用するよう確保するものとする。

（ｌ）ファンドは、無限責任を負うこととなる投資を行ってはならない。

（ｍ）ファンドは、ワラントその他のファンド受益証券の引受権を発行してはならない。

（ｎ）ファンドは、不動産を取得してはならない。

（ｏ）ファンドは、第三者（他のファンドを含む。）のために貸付けまたは保証を行ってはならない。

（ｐ）ファンドは、商品、骨董品または美術品に投資してはならず、またこれらに投資する目的を有する投資先

ファンドに投資してはならない。ただし、投資先ファンドは、例外的な状況で限られた期間において、物

理的な商品のポジションを取得せざるをえないことがある。

EDINET提出書類

ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

155/168



（ｑ）ファンドは、マネージド・アカウントに投資してはならない。ただし、「マネージド・アカウントを通じ

た投資」の項目に定める方法による場合はこの限りでない。

（ｒ）ファンドは、空売りを行ってはならない。ただし、ファンドが投資する投資先ファンドは空売りを実行す

ることができる。

日本証券業協会規則

日本証券業協会の規則の結果、以下の追加の投資制限が適用される。

（ａ）管理会社により運用されているすべての投資信託のために、いずれか一発行会社の発行済株式総数の50％

またはいずれか一発行会社の議決権の総数の50％を超えて取得することはできない。かかる料率は、買付

時点で計算することもまたは市場価格で計算することもできる。

（ｂ）ファンドの純資産総額の15％を超えて、即時に換金できない私募株式、非上場株式または不動産などの流

動性のない資産に投資することはできない。

（ｃ）管理会社が、管理会社自身またはファンドの受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引等、ファン

ドの受益者の利益の保護に欠け、またはHSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの資産の運用の

適正を害する取引は禁止されている。

 

６　ヘッジおよびデリバティブ取引に関する制限

　ファンドは、ヘッジ目的でのみデリバティブ取引を利用することができる。ファンドは、投機目的でデリバ

ティブ商品に投資してはならない。ファンドがデリバティブを利用する場合、これらの取引を実効化するための

証拠金またはプレミアムの利用可能額（借入れにより行われる場合もある。）は、ファンドの純資産総額の15％

を超えてはならない。

 

７　借入制限

　投資目的による借入れは認められていない。

（ａ）ファンドは、売買取引の決済日の不一致から生ずる資金不足をカバーするために、ファンドの純資産総額

の15％を上限として期間１か月を上限とする借入れを行うことができる。

（ｂ）ファンドは、受益者に対する買戻代金調達のために、ファンドの純資産総額の10％を上限として期間３か

月を上限とする借入れを行うことができる。

（ｃ）ファンドは、為替ヘッジ目的（関連する通貨ヘッジのためにキャッシュフローを調達することを含む。）

で、ファンドの純資産総額の15％を上限として借入れを行うことができる。

　ファンドの借入総額は、いかなる時点においても、ファンドの純資産総額の25％を超えてはならない。借入制

限は、関連評価時点において受領した全ての申込みおよび買戻しを考慮したファンドの純資産総額を参照して計

算される。借入れおよび借入費用が発生した場合には、ファンド全体の純資産総額の計算において考慮され、か

かる計算に含まれることになる。
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８　買戻し制限

　管理会社は、いかなる取引日においても買い戻されるファンドの受益証券の口数を、当該日の直前の発行済受

益証券総口数の15％以下となるよう制限することができる。かかる15％の制限は、個別の受益証券クラスではな

く、ファンド全体として計算されるものとする。管理会社によるこの裁量権の行使により買い戻されなかったい

かなる受益証券も、翌取引日に繰り越され、続いて買戻し通知が受領されたその他の受益証券に先行して、比例

按分して買い戻される。

 

９　リスク要因とその開示

　本書「第二部　ファンド情報、第１ファンドの状況、３ 投資リスク、（１）リスク要因」の項をご参照下さ

い。

　リスク要因とその開示に加えて、ファンドが、一般により大きな投資リスクを伴うものであり、投資経験を有

する投資家向けのものであることに投資家は留意すべきである。ファンドへの投資が、投資家の資産の大部分を

形成するべきではない。

 

10　投資先ファンド

　純資産総額の10％を超えて投資している投資先ファンドは、以下のとおりである（平成28年８月末日現在）。

 

①　D.E.ショウ・コンポジット・インターナショナル・ファンド

（D.E. Shaw Composite Intermational Fund）

 

運用の基本方針 投資元本の増加（短期的、長期的を問わない。）および収益の獲得によりプラスのリターン

を達成することである。

主要な投資対象 当該ファンドが保有する投資対象には、(i) 普通株式および優先株式、(ii) 先物、先物オ

プションおよび先渡契約、(iii) 法人、主権国家、政府機関および政府下部機関、地方自治

体もしくはその他の者により発行もしくは負担される債券もしくは社債、（iv）オプショ

ン、権利、ワラント、転換証券、交換可能証券、 (v) モーゲージ、モーゲージ担保証券お

よびその他のアセット担保証券、(vi) 不動産、地役権、その他の形態の不動産関連証券、

(vii) 通貨、ならびに／または、(viii) 当該ファンドの投資顧問会社により選択されたそ

の他の証券、証書、持分もしくは財産などのあらゆる金融商品が含まれる。

投資運用会社 D.E.ショウ＆カンパニー・エルエルシー（D.E. Shaw & Co., L.L.C.）
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別紙Ｂ

定義

 

　別途定義されていない本書中の用語は、文脈上必要な場合、信託証書において当該用語に付された意味を有する

ものとし、またこれを条件として、以下の用語および語句は下記の通りの意味を有する。

 

「累積型受益証券」 利益が再投資されるファンドの受益証券をいう。

  

「申込書」 オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの受益証券を購入するために記入する申込

書をいう。

  

「承認銀行」 管理会社が承認する銀行であって、HSBCグループのメンバーが取引相手方の与信関連

の承認を行うにあたり、自己の与信枠を決定する際に用いる承認方法を採用している

銀行をいう。

  

「基準通貨」 あるファンドの別紙「ファンド概要」に記載する当該ファンドの基準通貨をいう。

  

「借入れ」 承認銀行からのファンドの借入れをいう。

  

「借入費用」 借入れについて生じたすべての費用、手数料および経費をいう。

  

「借入制限」 あるファンドの別紙「ファンド概要」に記載する当該ファンドに係る借入れの制限を

いう。

  

「営業日」 ガーンジーまたはロンドンにおいて、通常営業日として扱われる日をいう。

  

「クラスＢ規則」 1987年法に基づき委員会が発行した2013年認可集団投資スキーム（クラスＢ）規則を

いう。

  

「委員会」 ガーンジー金融サービス委員会をいう。

  

「転換アービトラージ」 一部のヘッジ・ファンドが採用する投資戦略である。詳細については、「第二部　

ファンド情報　第１　ファンドの状況　２　投資方針　③　オルタナティブ投資運

用」をご参照下さい。

  

「取引日」 各ファンドの取引日は、各別紙中の「ファンドの特徴」に記載されている。

  

「ディストレスト証券」 一部のヘッジ・ファンドが採用する投資戦略である。詳細については、「第二部　

ファンド情報　第１　ファンドの状況　２　投資方針　③　オルタナティブ投資運

用」をご参照下さい。

  

「デュー・デリジェンス」 様々なヘッジ・ファンドのマネジャーの運営構造、リソース、リスク要因、顧客サー

ビス等を分析するために投資顧問会社が用いる評価手続をいう。
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「適格投資家」 （ⅰ）18歳以上であり、（ⅱ）本書に定義された米国人ではなく、（ⅲ）同人に影響

する各国または政府機関のすべての法律、財務要件、為替管理規制に従って当該ファ

ンドの受益者である資格があり、（ⅳ）同人が受益者となることによって、HSBC オ

ルタナティブ・ストラテジー・ファンド、いずれかのファンド、もしくは他の受益者

が租税義務を負うことにならず、または本来負担もしくは被り得ないその他金銭上、

財務上、規制上等の不利益を被ることにならず、また（ⅴ）HSBC オルタナティブ・

ストラテジー・ファンドまたはいずれかのファンドが1940年米国投資会社法（改正

済）に基づき登録を要求されることにならない者をいう。

  

「ユーロ」 統一ヨーロッパ通貨の単位をいう。「ユーロ」および「€」は、同様に解釈されるべ

きである。

  

「債券アービトラージ」 一部のヘッジ・ファンドが採用する投資戦略である。詳細については、「第二部　

ファンド情報　第１　ファンドの状況　２　投資方針　③　オルタナティブ投資運

用」をご参照下さい。

  

「ファンド」 HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドのサブ・ファンド、および信託証書

に別途規定されている場合を除いて、当該サブ・ファンドのあらゆるクラス受益証券

を含む。

  

「ファンドの特徴」 各ファンドに関する特定の情報を記載した各ファンド概要中の項目をいう。

  

「ファンド証書」 ファンドの設定に関する管理会社と受託会社間の信託証書の補遺をいう。

  

「為替ヘッジ」 参照通貨以外の通貨建ての資産および負債の為替エクスポージャーと受益証券の参照

通貨に対するエクスポージャーを（直接または間接に）交換することで、当該エクス

ポージャーを管理することを目的とした、先渡為替契約、通貨オプションまたはこれ

らに相当するデリバティブ商品の利用をいう。

  

「ファンド概要」 特定のファンドのみに関する情報を記載した情報の箇所をいう。

  

「グローバル・マクロ」 一部のヘッジ・ファンドが採用する投資戦略である。詳細については、「第二部　

ファンド情報　第１　ファンドの状況　２　投資方針　③　オルタナティブ投資運

用」をご参照下さい。

  

「ヘッジ・ファンド」 ファンド・マネジャーが選択する商品および戦略についてかなりの柔軟性があること

を主な特徴とするオルタナティブ投資をいう。ヘッジ・ファンドにおいては、デリバ

ティブ商品、空売り、およびレバレッジがしばしば用いられる。

  

「ハイ・ウォーターマーク」 成功報酬が、以前の損失が完全に回復された場合に将来の利益についてのみ支払われ

ることを確保するために設定された費用計算方法をいう。

  

「受益者」 受益証券の保有者をいう。

  

「HSBCグループ」 連合王国において設立された会社であるHSBCホールディングス・ピーエルシーの子会

社または関連会社をいう。

  

「投資戦略」 ヘッジ・ファンドが用いる資産運用方法をいう。
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「1987年法」 1987年ガーンジー投資者保護法（改訂済）をいう。

  

「レバレッジ効果」 市場エクスポージャーを増大させるために金融商品資産を担保とすることから成る投

資戦略。先物やオプション等のデリバティブを用いることでも同じ効果をあげること

ができる。

  

「ロング」 値上がりから利益を得るために金融資産を保有する投資家のポジションをいう。

  

「ファンドの純資産総額」 「第二部　ファンド情報　第２　管理及び運営　４　資産管理等の概要（１）資産の

評価　①　純資産価格の決定」に従って計算されるファンドの純資産総額をいう。

  

「受益証券一口当たり純資産価

格」

「第二部　ファンド情報　第２　管理及び運営　４　資産管理等の概要（１）資産の

評価　①　純資産価格の決定」に従って計算される受益証券一口当たり純資産価格を

いう。

  

「実績期間」 当該暦年をいう。

  

「投資先ファンド」 あるファンドが投資を行うまたは投資を行うことがある投資先ファンド（文脈上認め

られる場合）をいう。

  

「参照通貨」 別紙「ファンド概要」に記載する受益証券の発行通貨をいう。

  

「信託財産」 信託証書に規定された意味を有する。

  

「ショート」 低い価格で買い戻すことで値下がりによる利益を得る目的で借り入れた資産を売る投

資家のポジションをいう。

  

「空売り」 低い価格で買い戻すことで値下がりによる利益を得る目的で借り入れた資産を売るこ

とをいう。

  

「名義書換事務代行会社」 管理会社が受託会社の同意を得て名義書換に関する事務代行業務を委託したHSBCセ

キュリティーズ・サービシーズ（アイルランド）リミテッドをいう。

  

「信託証書」 HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドの名称でアンブレラ型ユニット・ト

ラストを設定するための2014年６月26日付で修正再表記された（随時さらに修正され

る。）平成19年２月８日付信託証書をいう。

  

「HSBC オルタナティブ・

ストラテジー・ファンド」

HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンドをいう。

  

「英国会計基準」 英国で一般に公認の会計原則、または「英国GAAP」をいう。

  

「英国RDR規則」 個人向け金融商品販売制度改革をいう。2012年12月31日に英国内で発効した金融サー

ビス機構による一連の消費者保護規則であり、金融行為監督機構の規則およびガイダ

ンスのハンドブックの一部を構成する。

  

「受益証券」 ファンドの一単位（端数受益証券を含む。）をいう。
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「米国人」 1933年米国証券法に基づくレギュレーションＳに定義されている「米国人」をいい、

以下のものを含む。（ⅰ）米国の居住者である一切の自然人、（ⅱ）米国の法律に基

づいて設立されたすべてのパートナーシップまたは会社、（ⅲ）遺言執行者または財

産管理人が米国人である一切の遺産、（ⅳ）受託会社が米国人である一切の信託、

（ⅴ）米国に所在している外国の法主体の代理機関または支店、（ⅵ）ディーラーま

たは他の受託会社が、米国人のためまたは米国人の口座で保有している一切の非一任

勘定または類似の勘定（遺産または信託を除く。）、（ⅶ）米国で組織、設立された

か、または米国の居住者（個人の場合）であるディーラーまたは他の受託会社が保有

している一切の一任勘定または類似の勘定（遺産または信託を除く。）、（ⅷ）以下

に該当する一切のパートナーシップまたは会社で（Ａ）米国以外の法域の法律に基づ

いて設立されたもので、かつ（Ｂ）証券法に基づいて登録されていない有価証券に投

資することを主な目的として米国人によって設立されたもの。ただし、自然人、遺

産、信託ではない適格投資家（証券法の規則501（ａ）に定義されている通り）が設

立し、所有しているものを除く。

  

「評価時点」 評価等の数値化または計算を実施する日として指定された営業日をいう。
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HSBCスペシャル・オポチュニティ・ファンドの受益者への独立監査人報告書

 
我々は、2016年４月30日現在の連結貸借対照表ならびに同日に終了した年度の連結総収益計算書、連結買戻可能

参加受益証券保有者に帰属する純資産の連結変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要およびその他の説明情報

からなる、HSBCスペシャル・オポチュニティ・ファンド（以下「ファンド」という。）の連結財務書類（以下「財

務書類」という。）を監査した。

 

財務書類に対する経営陣の責任

経営陣は、FRS 102「英国およびアイルランド共和国で適用される財務報告基準」（以下「FRS 102」という。）

を含む、英国会計基準およびガーンジー法の要件に準拠して、真実かつ公正な概観を与える財務書類を作成するこ

とについて責任を負う。また、経営陣は、不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽記載のない財務書類の

作成に必要であると、経営陣が判断する内部統制について責任を負う。

 

監査人の責任

我々の責任は、我々の監査に基づいてこれらの財務書類に対して意見を表明することである。我々は、国際監査

基準に従って監査を実施した。これらの基準は、我々が倫理要件を遵守し、財務書類に重要な虚偽記載がないかど

うかについての合理的な確証を得るための監査計画の立案とその実施を要求している。

 

監査には、財務書類上の金額および開示内容に関する監査証拠を得るための手続の実施が含まれる。選択される

手続は、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重要な虚偽記載リスク評価を含む監査人の判断に依拠

する。かかるリスク評価を行うにあたり、監査人は、状況に適合する監査手続を立案するため、事業による財務書

類の作成および公正な表示に関する内部統制について考慮するが、これは事業体の内部統制の有効性について意見

を表明するものではない。監査にはまた、経営陣により採用された会計方針および行われた会計上の見積りの合理

性についての評価と共に、財務書類の全体的な表示に関する評価も含まれる。

 

我々は、我々が入手した監査証拠が、我々の監査意見の基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断してい

る。

 
意見
我々は、財務書類が、FRS 102を含む英国会計基準に準拠して、2016年４月30日現在のファンドの財務状態なら

びに同日に終了した年度における財務実績およびキャッシュ・フローについて真実かつ公正な概観を与えており、

信託証書の要件に従って適正に作成されているものと認める。

 

 
その他の法律上および規制上の要件に関する報告
　我々は、アニュアル・レポートに記載されたその他の情報を読み、財務書類の明白な虚偽記載または重大な不一

致に気付いた場合には、我々の報告書に対する影響を検討する。その他の情報は、目次に詳述されているとおりで

ある。

 

　意見を含む本報告書は、2013年認可集団投資スキーム（クラスB）規則の規則6.02(1)に従い、ファンドの全体と

しての受益者だけのために作成されており、その他の目的ではない。我々が事前の同意書面により明示的に合意す

る場合を除き、我々は、本意見を表明するにあたり、その他いかなる目的においてもまたは本報告書を提示された

もしくは本報告書を入手したその他いかなる者に対しても責任を負いまたは引受けるものではない。

 
[署　　名]

プライスウォーターハウスクーパース・シーアイ・エルエルシー

 
勅許会計士

チャネル諸島、ガーンジー、

日付：2016年８月24日

 
 
　　次へ
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HSBC SPECIAL OPPORTUNITIES FUND
 
 

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE UNITHOLDERS OF HSBC SPECIAL OPPORTUNITIES FUND
 

Report on the financial statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements (the “financial statements”) HSBC Special

Opportunities Fund (“the Fund”) which comprise the consolidated balance sheet as of 30 April 2016 and the

consolidated statement of total return, the consolidated statement of change in net assets attributable to the holders

of redeemable participating units for the year then ended and a summary of significant accounting policies and

other explanatory information.
 

Manager’s responsibility for the financial statements

The Manager is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance

with United Kingdom Accounting Standards including Financial Reporting Standard 102 "The Financial Reporting

Standard applicable in the UK and Republic of Ireland" ("FRS 102"), and with the requirements of Guernsey law.

The Manager is also responsible for such internal control as they determine is necessary to enable the preparation

of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
 

Auditors’ responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our

audit in accordance with International Standards on Auditing. Those Standards require that we comply with ethical

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are

free from material misstatement.
 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the

financial statements. The procedures selected depend on the auditors’ judgement, including the assessment of the

risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk

assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the

financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the

purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes

evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made

by the Manager, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit

opinion.
 
Opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Fund as of 30 April

2016, and of its financial performance for the year then ended in accordance with United Kingdom Accounting

Standards, including FRS 102 and have been properly prepared in accordance with the requirements of the Trust
Deed.
 

Report on other legal and regulatory requirements

We read the other information contained in the Annual Report and consider the implications for our report if we

become aware of any apparent misstatements or material inconsistencies with the financial statements. The other

information is as detailed in the table of contents.
 

This report, including the opinion, has been prepared for and only for the Fund’s unitholders as a body in

accordance with paragraph 6.02(1) of the Authorised Collective Investment Schemes (Class B) Rules, 2013 and for

no other purpose.　We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to

EDINET提出書類

ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

163/168



any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by

our prior consent in writing.
 
 
 
PricewaterhouseCoopers CI LLP
Chartered Accountants
Guernsey, Channel Islands
 

Date: 24 August 2016
 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保

管している。
 
　　次へ
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独立監査人報告書

 
財務書類に関する報告

 

財務書類に関する意見

　我々の意見では、財務書類は、

－2015年12月31日現在の当社の財務状態および同日をもって終了した年度の利益およびキャッシュ・フローについ

て、真実かつ公正な概観を提供しており、

－国際財務報告基準に従って適切に作成されており、また

－2008年ガーンジー会社法および1987年ガーンジー投資家保護法に従って作成されている。
 
本意見は、以下を背景に読むべきである。
 
我々が監査したもの
　2015年12月31日終了年度のHSBCマネジメント（ガーンジー）リミテッドの財務書類は、以下の書類によって構成
される。
－2015年12月31日終了年度の包括利益計算書

－2015年12月31日終了年度の財政状態計算書

－2015年12月31日終了年度の持分変動計算書
－2015年12月31日終了年度のキャッシュ・フロー計算書
－重要な会計方針の概要およびその他の説明情報を含む財務書類の注記

 

当該財務書類を作成するに当たり適用された財務報告の枠組みは、適用される法律および国際財務報告基準であ

る。

 
財務報告の枠組みを適用するに当たり、取締役は、例えば重大な会計見積につきいくつかの主観的判断を行っ

た。かかる見積を行うにあたり、取締役は、仮定を立て、将来の事象を考慮した。

 

財務書類の監査の内容

我々は、国際監査基準（英国およびアイルランド）に従って監査を行った。監査には、財務書類中の金額および

開示について、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得る

ために十分な証拠を入手することが含まれる。これには、以下に関する査定が含まれる。
 
－会計方針が当社の状況に見合ったものであり、継続して適用されまた十分に開示されているか否かの査定

－取締役によって行われた重要な会計見積の合理性の査定

－全体的な財務書類の表示
 
さらに、我々は、監査済財務書類との重大な不一致を洗い出し、また監査を実施した際に我々が取得した情報に

基づき明らかに不正確であるまたは重大な不一致がある情報を洗い出すために、年次報告書のすべての財務情報お

よび非財務情報を確認した。我々は、明白で重大な虚偽記載または不一致に気付いた場合には、我々の報告書に対

する影響を検討する。

 
その他の事項に関する意見

我々の意見では、財務書類に係る会計年度の取締役報告書に記載されている情報は、財務書類と一致して作成さ

れている。

 

さらに、我々は20頁（訳注：原文）の資本計算書を検証した。我々の意見では、2010年免許業者（資本適性度）

規則第2.2.2条に定められている資本要件は、充足されていた。

 
例外的に報告が要求されるその他の事項

 

会計記録および会計情報ならびに説明の適切性

我々は、以下のいずれかに該当すると考えた場合、2008年ガーンジー会社法により報告を要求される。

－監査のために必要と考えるすべての情報および説明を受けていない

－適切な会計記録が保持されていない、または

－財務書類が会計記録と整合していない。
 
　我々がこの責任に起因して報告をすべき例外的事象はない。
 
財務書類および監査の責任

 

当社および取締役の責任
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3頁（訳注：原文）に記載されている取締役の責任に関する記述により詳しく説明されるとおり、取締役は、財

務書類の作成および財務書類が真実かつ公正な概観を提供していると確認することについて責任を負っている。

 

我々の責務は、適用される法律および国際監査基準（英国およびアイルランド）に従い、財務書類を監査し、意

見を表明することである。我々は、これらの基準により、監査実務審議会の監査人倫理基準を遵守することを義務

付けられている。

 

本書内の意見を含む本報告書は、2008年ガーンジー会社法第262条に従い、組織としての当社のメンバーのため

にのみ作成され、それ以外の目的のために作成されたものではない。我々は、事前に書面にて明示的に同意した場

合を除き、本書内の意見を提供するに当たり、その他の目的のためまたは本報告書を閲覧または手にするその他の

者に対し責任を負わない。
 

 

［署　名］

プライスウォーターハウスクーパース・シーアイ・エルエルシー

勅許会計士

ガーンジー

 

2016年３月24日

 
　　次へ
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

 

 
Report on the financial statements

Our opinion

In our opinion the financial statements:

●　give a true and fair view of the state of the Company’s affairs as at 31 December 2015 and of its
profit and cash flows for the year then ended;

●　have been properly prepared in accordance with International Financial Reporting Standards; and

●　have been prepared in accordance with the requirements of The Companies (Guernsey) Law,
2008, and The Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987.

This opinion is to be read in the context of what we say below.

What we have audited

The financial statements for the year ended 31 December 2015, which are prepared by HSBC Management

(Guernsey) Limited, comprise:

●　the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2015;

●　the statement of financial position as at 31 December 2015;

●　the statement of changes in equity for the year ended 31 December 2015;

●　the statement of cash flows for the year ended 31 December 2015; and

●　the notes to the financial statements, which include a summary of the significant accounting
policies and other explanatory information.

The financial reporting framework that has been applied in their preparation comprises applicable law and

International Financial Reporting Standards.

In applying the financial reporting framework, the directors have made a number of subjective judgements, for

example in respect of significant accounting estimates. In making such estimates, they have made assumptions and

considered future events.

What an audit of financial statements involves

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK and Ireland) (ISAs (UK &

Ireland)). An audit involves obtaining evidence about the amounts and disclosures in the financial statements

sufficient to give reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, whether

caused by fraud or error. This includes an assessment of:

●　whether the accounting policies are appropriate to the Company’s circumstances and have been
consistently applied and adequately disclosed;

●　the reasonableness of significant accounting estimates made by the directors; and

●　the overall presentation of the financial statements.

In addition, we read all the financial and non-financial information in the Annual Report to identify material

inconsistencies with the audited financial statements and to identify any information that is apparently materially

incorrect based on, or materially inconsistent with, the knowledge acquired by us in the course of performing the

audit. If we become aware of any apparent material misstatements or inconsistencies we consider the implications

for our report.
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Opinion on other matters

In our opinion the information given in the Report of the Directors for the financial year for which the financial

statements are prepared is consistent with the financial statements.

Furthermore we have examined the Statement of Financial Resources set out on page 20.　In our opinion the
financial resources requirement specified in Rule 2.2.2 of The Licensees (Capital Adequacy) 2010 Rules has been
satisfied.
 
Other matters on which we are required to report by exception

Adequacy of accounting records and information and explanations received
 

Under The Companies (Guernsey) Law, 2008 we are required to report to you if, in our opinion:

 
●　we have not received all the information and explanations we require for our audit; or

●　adequate accounting records have not been kept; or

●　the financial statements are not in agreement with the accounting records.

We have no exceptions to report arising from this responsibility.

Responsibilities for the financial statements and the audit

Our responsibilities and those of the directors

As explained more fully in the Directors’ Responsibilities Statement set out on page 3, the directors are responsible

for the preparation of the financial statements and for being satisfied that they give a true and fair view.

Our responsibility is to audit and express an opinion on the financial statements in accordance with applicable law

and ISAs (UK & Ireland). Those standards require us to comply with the Auditing Practices Board’s Ethical

Standards for Auditors.

This report, including the opinions, has been prepared for and only for the Company’s members as a body in

accordance with Section 262 of The Companies (Guernsey) Law, 2008 and for no other purpose. We do not, in

giving these opinions, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this

report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.

 

 

 

PricewaterhouseCoopers CI LLP

Chartered Accountants

Guernsey

24 March 2016　

 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保

管している。
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